
一
、
は
じ
め
に

　

江
戸
時
代
後
期
の
日
蓮
宗
僧
侶
で
あ
る
本
妙
日
臨
（
一
七
九
三
～
一
八
二
三
）
は
、
日
蓮
宗
に
お
い
て
律
師
と
称
さ
れ
る
数
少
な
い
存

在
で
あ
る
。
法
臘
十
三
年
、
僅
か
三
十
一
歳
に
し
て
遷
化
し
た
日
臨
だ
が
、
草
山
元
政
（
一
六
二
三
～
一
六
六
八
）
の
唱
導
し
た
法
華
律

の
継
承
者
、
及
び
草
山
教
学
の
大
成
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り（
１
）、
ま
た
近
世
日
蓮
宗
学
の
大
成
者
と
称
揚
さ
れ
る
優
陀
那
日
輝
（
一

八
〇
〇
～
一
八
五
九
）
に
師
と
仰
が
れ
、
充
洽
園
出
身
者
で
明
治
維
新
期
に
お
い
て
日
蓮
宗
の
指
導
者
と
し
て
活
躍
し
た
諸
師
を
は
じ
め

後
世
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
元
政
、
日
臨
、
日
輝
は
一
つ
の
系
譜
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が（
２
）、
日

臨
が
元
政
を
如
何
に
慕
い
、
そ
こ
か
ら
如
何
な
る
影
響
を
受
け
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
十
分
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言

い
難
い
。

　

元
政
に
私
淑
し
た
日
臨
は
、
自
ら
を
草
山
の
末
流
と
称
し
、
続
種
護
法
を
第
一
と
す
る
元
政
の
精
神
を
受
け
継
ぎ
世
に
活
現
す
る
こ
と

に
努
め
た
。
し
た
が
っ
て
、
草
山
教
学
の
展
開
並
び
に
日
臨
の
教
学
を
考
究
し
よ
う
と
す
る
時
、
日
臨
が
元
政
か
ら
如
何
な
る
影
響
を
受

本
妙
日
臨
に
お
け
る
元
政
の
影
響

―
受
戒
の
作
法
と
そ
の
精
神

―
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け
て
い
た
の
か
が
、
第
一
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
日
臨
に
み
ら
れ
る
元
政
の
影
響
を
概
観
し
、
そ
の
上
で
、
元
政
の
三
学
分
修
の
行
法
を
継
承
し
、
律
師
と
称

さ
れ
た
日
臨
の
受
戒
に
主
眼
を
置
き
、
そ
の
作
法
と
精
神
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

　

日
臨
の
主
著
に
は
三
大
秘
法
に
つ
い
て
詳
述
し
た
『
本
化
別
頭
教
観
撮
要
』
が
あ
り
、
そ
の
中
で
「
戒
法
」「
受
者
の
位
階
」
等
、
日
臨

の
戒
観
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
日
臨
の
具
体
的
な
受
戒
の
行
儀
が
示
さ
れ
た
『
本
門
自
誓
受
戒
作
法
草
案
』
一
巻
に
着

目
し
た
い
。
本
書
は
日
臨
の
戒
律
関
係
の
代
表
的
著
作
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
も
の
の（
３
）、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
触
れ
た
研
究
は
、
小
野
文
珖

氏
の
論
考
「「
本
門
自
誓
受
戒
」
に
つ
い
て（
４
）」
及
び
「
醒
悟
園
の
思
想
と
信
仰
―
近
世
日
蓮
宗
教
学
の
研
究
よ
り
―（
５
）」
な
ど
僅
か
し
か
な

い
。
そ
こ
に
は
、
日
臨
の
戒
法・
戒
律
観
に
つ
い
て
は
、『
本
化
別
頭
教
観
撮
要
』『
本
門
十
重
禁
戒
の
事
』
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
自
誓
受
戒
の
作
法
と
い
う
特
殊
な
内
容
に
つ
い
て
書
か
れ
た
本
書
は
し
ば
ら
く
措
い
て
考
え
る
と
い
う
傾
向
が
窺
え
る（
６
）。
し

か
し
、
本
『
本
門
自
誓
受
戒
作
法
草
案
』
に
お
い
て
「
今
何ﾝ ソ

貴ﾝ フ
ヤ

ｲ

作
法ﾝ ヲｱ

乎（
７
）」
と
い
う
問
い
に
対
し
、「
一
向ﾝ ニ

斥ﾝ コ
ト
ハ

ｲ

作
法ﾝ ヲｱ

大ﾝ ニ

失ﾝ セ
リ、
夫
本
門
之

重
者
唯
一
心
之
妙
法
也
、
作
法ﾝ ハ

第
二
義
門
之
重
也
、
然
約ﾝ ス
レ
ハ

ｲ

行
者ﾝ ノ

修
行ﾝ ニｱ

因ﾝ テｲ

作
法ﾝ ニｱ

発ﾝ ス
ル
カ

ﾚ

之ﾝ ヲ

故ﾝ ニ（
８
）」と
答
え
、
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
の
四

月
八
日
、
深
草
を
離
れ
身
延
に
戻
り
醒
悟
園
を
開
い
た
折
に
「
時
々
読ﾝ マ
ハ

ｲ

受
戒
作
法
艸
山
要
文
等ﾝ ヲｱ

、
清
浄
心
常ﾝ ニ

一ﾝ ナ
ラ
ン、
請ﾝ フ

勤ﾝ メ
ヨ

ﾚ

之（
９
）」
と
記
し

た
よ
う
に
、
日
臨
は
受
戒
作
法
を
極
め
て
重
視
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
元
政
か
ら
の
大
き
な
影
響
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
本
門
自
誓
受
戒
作
法
草
案
』
は
、
は
じ
め
に
心
性
院
日
遠
（
一
五
七
二
～
一
六
四
二
）
か
ら
一
妙
日
導
（
一
七
二
四
～
一
七
八
九
）
に

至
る
先
師
の
受
戒
本
尊
を
含
ん
だ
七
種
の
本
尊
勧
請
形
態
を
挙
げ
、
次
い
で
そ
れ
ぞ
れ
の
本
尊
相
に
つ
い
て
解
釈
を
加
え
て
い
る
。
小
野

文
珖
氏
の
「「
本
門
自
誓
受
戒
」
に
つ
い
て
」
は
、
本
書
に
依
拠
し
な
が
ら
、
日
遠
、
元
政
、
日
導
、
日
臨
と
、
日
蓮
宗
の
自
誓
受
戒
の
儀

相
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
『
本
妙
日
臨
律
師
全
集
』
所
収
本
の
資
料
上
の
問
題
も
あ
っ
て
か
、『
草
案
』
に
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記
さ
れ
た
「
日
慧
師
）
（1
（

」
に
つ
い
て
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
。
ま
た
、「
醒
悟
園
の
思
想
と
信
仰
―
近
世
日
蓮
宗
教
学
の
研
究
よ
り
―
」
で

は
、
元
政
を
は
じ
め
と
す
る
草
山
の
自
誓
受
戒
の
儀
相
と
日
臨
の
行
儀
の
相
違
を
強
調
し
、「
草
山
と
別
立
す
る
醒
悟
園
の
意
義
が
存
す

る
）
（（
（

」
こ
と
を
論
じ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
再
考
の
余
地
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
）
（1
（

。

　

本
稿
は
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
深
草
瑞
光
寺
に
お
い
て
行
っ
て
き
た
研
究
調
査
に
よ
る
成
果
に
基
づ
き
な
が
ら
、『
本
門
自
誓
受
戒
作
法
草

案
』
に
若
干
の
検
討
を
加
え
、
そ
し
て
日
臨
に
お
け
る
自
誓
受
戒
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
、
も
っ
て
草
山
教
学
の
展
開
並
び
に
日

臨
教
学
研
究
の
一
助
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
論
題
を
「
元
政
」
の
影
響
と
し
た
が
、
日
臨
は
元
政
の
嗣
で
あ
る
草
山
第
二
世
慧
明
日
燈
（
一
六
四
二
～
一
七
一
七
）
と
元
政

の
両
師
を
「
瀉
瓶
之
師
弟
）
（1
（

」
と
し
て
捉
え
、
慧
明
を
通
じ
て
元
政
の
教
え
体
得
に
努
め
、
草
山
の
教
学
を
継
承
し
て
い
っ
た
）
（1
（

。
そ
の
一
方

で
、
元
政
亡
き
後
、
次
第
に
そ
の
精
神
が
失
わ
れ
、
形
骸
化
し
頽
廃
し
て
い
っ
た
草
山
に
お
い
て
、
元
政
の
流
れ
を
直
接
に
汲
む
者
と
し

て
、
そ
こ
に
戻
ろ
う
と
す
る
意
志
が
日
臨
に
は
窺
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
い
う
元
政
の
影
響
と
は
、
元
政
か
ら
起
こ
り
そ
の
精
神

が
正
し
く
伝
え
ら
れ
展
開
し
て
い
っ
た
草
山
教
学・
法
華
律
を
も
含
む
も
の
と
し
て
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
元
政
の
影
響

　

日
臨
が
ど
の
よ
う
に
し
て
元
政
の
教
え
を
学
び
、
い
つ
頃
よ
り
惹
か
れ
て
い
っ
た
の
か
は
定
か
で
な
い
。
た
だ
日
臨
の
兄
弟
子
で
あ
り
、

日
臨
を
「
我
戒
師
）
（1
（

」
と
称
す
る
最
誠
（
體
蓮
院
日
凝
）
が
、
文
政
六
年
十
月
二
十
三
日
、
日
臨
の
五
七
日
忌
に
際
し
て
諷
誦
し
た
願
文
に

お
い
て
、「
而
十
有
九
出ｲ

塵
網ｱ

。
爾
已
来
慕ｲ

艸
山
大
和
尚
之
徳ｱ

）
（1
（

」
と
記
す
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
十
九
歳
で
出
家
し
て
以
来
、
元
政
の

徳
を
慕
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
日
臨
の
元
政
に
対
す
る
追
慕
の
念
は
い
よ
い
よ
増
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
、「
元
政
上
人
の
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風
儀
を
し
た
い
候
て
艸
山
ニ
隠
居
仕
候
）
（1
（

」「
又
法
門
の
事
ハ
私
ニ
お
い
て
ハ
異
風
な
る
事
少
し
も
こ
れ
な
く
、
尤
草
山
の
風
儀
を
学
び
候
）
（1
（

」

と
述
べ
る
よ
う
に
、
日
臨
の
中
に
お
い
て
元
政
の
教
風
は
血
肉
化
し
て
い
き
、
信
徒
に
対
し
て
自
身
の
教
え
を
説
く
中
に
あ
っ
て
も
、
元

政
を
彷
彿
と
さ
せ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
元
政
の
教
学
に
も
深
く
通
じ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
関
連
を
十
分
に
指
摘
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
こ
こ
で
は
日
臨
が

元
政・

草
山
に
直
接
的
に
言
及
し
、
ま
た
元
政
や
慧
明
の
著
述
か
ら
の
引
用
が
み
ら
れ
る
点
を
主
と
し
て
、
日
臨
に
お
け
る
元
政
の
影
響

を
概
観
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
作
成
し
た
の
が
、
表
「
本
妙
日
臨
に
み
る
元
政
の
影
響
」
で
あ
る
（
本
論
文
末
に
掲
載
）。
こ
れ
は
、
日
臨
の
生

涯
及
び
教
学
を
知
る
上
で
根
本
資
料
と
な
る
『
本
妙
日
臨
律
師
全
集
』（
以
下
、『
臨
全
』
と
略
記
）
所
収
の
、
日
臨
の
著
作・

書
簡
並
び

に
同
全
集
に
収
載
さ
れ
た
日
臨
の
「
遺
物
現
在
目
録
」
を
中
心
に
元
政
の
影
響
を
ま
と
め
、
系
年
順
に
配
列
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

先
引
の
日
臨
の
文
も
、
表
の
③
に
該
当
す
る
一
文
で
あ
る
が
、
日
臨
の
受
戒
の
作
法
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
く
前
に
、
受
戒
の
精

神
と
も
、
ま
た
日
臨
の
教
学
全
般
に
お
い
て
も
直
接
的
に
関
連
す
る
、「
某
尊
者
に
上
る
書
」（
表
の
⑩
）
の
次
の
一
節
に
つ
い
て
触
れ
て

お
き
た
い
。

且
艸
山
開
祖
の
立
意
は
、
宗
門
の
表
を
ば
諸
山
之
官
僧
に
任
て
、
艸
山
之
一
派
は
宗
門
の
内
法
を
相
続
す
る
意
に
て
候
、
是
を
表
具

の
表
荘
厳
と
う
ら
打
と
に
譬
ら
れ
て
候
（『
臨
全
』
一
八
六
頁
）

　

こ
れ
は
、
草
山
教
学
が
生
ま
れ
た
、
そ
の
元
政
の
意
を
日
臨
が
端
的
に
表
し
た
も
の
で
、
望
月
歓
厚
氏
の
『
日
蓮
宗
学
説
史
』
に
お
い

て
「
蓋
し
艸
山
の
真
意
を
悟
る
も
の
と
い
ふ
べ
し
）
（1
（

」
と
評
さ
れ
る
一
文
で
あ
る
。「
宗
門
の
内
法
」
と
い
う
語
は
、
同
じ
く
「
某
尊
者
に
上

る
書
」（
表
の
⑩
）
の
文
で
併
記
さ
れ
た
「
事
観
の
妙
処
」
と
同
じ
意
味
を
持
ち
、
本
化
の
教
学
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
を
表
具
の
裏
打
ち

（ 122 ）

本
妙
日
臨
に
お
け
る
元
政
の
影
響
（
桑
名
法
晃
）



と
い
う
譬
喩
を
も
っ
て
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
譬
え
は
日
臨
自
身
の
表
現
で
は
な
く
、
日
臨
は
元
政
の
言
葉
と
し
て
捉
え
て
い

る
。

　

瑞
光
寺
に
は
元
政
の
自
筆
本
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
資
料
が
現
存
す
る
が
、
そ
の
中
に
瑞
光
寺
第
五
世
知
量
日
充
筆
の
『
開
祖
法
語
』

（
分
類
番
号B2481

）、
慧
明
日
燈
の
弟
子
で
あ
る
離
幻
日
覚
筆
の
『
政
公
語
艸
』（
分
類
番
号B2482

）
が
存
す
る
）
11
（

。
書
名
の
表
記
は
異
な

る
が
、
開
祖
及
び
政
公
は
元
政
を
指
し
て
お
り
、
法
語・

語
艸
も
同
じ
意
味
を
有
す
る
、
い
ず
れ
も
瑞
光
寺
開
山
元
政
の
教
示
が
ま
と
め

ら
れ
た
書
で
あ
る
。
両
書
を
対
照
し
て
も
若
干
字
詰
が
異
な
る
程
度
で
ま
っ
た
く
同
じ
内
容
で
あ
る
。
日
臨
の
『
教
観
雑
篇
』（
表
の
⑰
）

に
も
右
二
書
に
類
す
る
「
霞
谷
法
言
」
と
い
う
資
料
か
ら
の
引
用
が
み
ら
れ
）
1（
（

、
そ
こ
に
引
か
れ
た
「
以ｲ

一
段
（
マ
マ
）ﾝ 　
ノ工
夫ﾝ ヲｱ

得ﾝ ル
ト

ﾚ

之ﾝ ヲ

」
の
一
文

は
、
両
書
に
お
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
書
名
自
体
は
異
な
る
が
、
開
山
元
政
の
弟
子
等
に
対
す
る
法
言
と
し

て
代
々
書
写
さ
れ
、
そ
の
教
え
が
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
日
臨
も
瑞
光
寺
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
閲

覧
し
て
い
た
。
今
は
離
幻
の
『
政
公
語
艸
』
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
を
示
す
と
、
本
書
に
は
次
の
説
示
が
認
め
ら
れ
る
。

一
今
世
説
法
人
ナ
ク
、
仏
法
弘
マ
ラ
ス
ハ
、
吾
不

肖
ナ
リ
ト
モ
、
世
ニ
出
テ
ヽ
随
力
ノ
化
導
ス

ヘ
シ
、
亦
化
導
多
キ
世
ニ
ハ
、
随
分
自
行
ヲ
ツ

ト
メ
テ
、
宗
旨
ノ
ウ
ラ
ウ
チ
ヲ
セ
ヨ
（
一
丁
裏
）

　

こ
こ
に
は
、
法
を
説
く
者
が
な
く
、
仏
の
教
え
が
弘
ま
ら
な
い
世
に
あ
っ
て
は
、
不
肖
の
身
で
あ
っ
て
も
、
世
に
出
て
自
ら
の
力
に
随
っ

て
化
導
を
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
化
導
多
き
世
に
は
、
分
に
随
っ
て
自
行
を
努
め
、
も
っ
て
宗
旨
の
裏
打
ち
を
せ
よ
と

い
う
、
草
山
の
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
表
具
の
表
荘
厳
と
う
ら
打
と
に
譬
ら
れ
て
候
」
と
い
う
日
臨
の
文
は
、
元
政
の
教
示
で
あ
る
と
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い
う
認
識
の
も
と
示
さ
れ
た
表
現
で
あ
り
、
日
臨
に
お
い
て
元
政
の
意
を
忠
実
に
継
ご
う
と
す
る
意
図
が
窺
え
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

日
臨
は
「
某
尊
者
に
上
る
書
」
に
お
い
て
、
先
の
一
文
に
続
い
て
、
宗
門
の
内
法
を
継
承
し
、
護
法
の
任
を
果
た
す
た
め
、
自
行
を
表

に
、
そ
し
て
化
他
は
随
力
演
説
の
分
と
い
わ
れ
た
元
政
の
教
え
に
勤
め
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

又
野
生
事
を
人
々
二
乗
根
性
の
様
に
申
候
、
こ
れ
は
尤
の
事
に
候
、
は
じ
め
申
如
く
艸
山
は
宗
門
の
内
法
事
観
の
妙
処
を
つ
が
ん
が

た
め
に
、
世
縁
を
さ
け
て
ひ
ま
を
得
ん
が
為
に
、
自
行
を
専
ら
面
に
し
て
化
他
は
随
力
演
説
の
分
と
云
は
れ
候
跡
を
学
び
候
間
、
表

に
は
其
相
を
あ
ら
わ
し
候
へ
ど
も
、
底
意
は
護
法
の
心
盛
ん
に
て
候
（『
臨
全
』
一
八
七
頁
）

　

表
の
⑩
に
記
し
た
よ
う
に
、「
事
観
の
妙
処
）
11
（

」
と
は
、『
艸
山
集
』「
与
浄
心
澄
公
書
」
に
み
ら
れ
る
表
現
で
、
こ
こ
か
ら
表
の
①
「
惟ﾝ タ

学ﾝ ハ

也
者
要ﾝ スｳ

直ﾝ ニ

窮ﾝ ン
コ
ト
ヲ

ｲ

乎
根
源ﾝ ヲｱ

矣
）
11
（

」
と
い
う
日
臨
自
身
も
随
っ
た
宗
学
研
鑽
の
態
度
が
出
て
い
る
。
そ
の
他
、
表
か
ら
も
分
か
る
通
り
、『
艸

山
集
』
か
ら
の
影
響
が
強
く
認
め
ら
れ
る
が
、
本
書
状
に
お
い
て
宗
旨
の
裏
打
ち
と
い
う
表
現
と
自
行
化
他
の
精
神
が
合
わ
せ
て
説
か
れ

る
こ
と
か
ら
も
、『
政
公
語
艸
』（『
開
祖
法
語
』
等
の
元
政
の
教
訓
。
以
下
、
単
に
『
政
公
語
艸
』
と
記
す
）
が
、
日
臨
に
お
い
て
、
元
政

が
自
ら
に
対
し
て
な
し
た
化
導
の
言
葉
と
し
て
）
11
（

、
極
め
て
重
く
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
）
11
（

。

　

こ
の
『
政
公
語
艸
』
は
、
右
の
自
行
化
他・

随
力
演
説
の
精
神
、
ま
た
護
法
の
心
等
と
と
も
に
、
後
に
日
臨
の
受
戒
の
精
神
に
つ
い
て

考
え
る
上
に
お
い
て
も
重
要
な
資
料
と
な
っ
て
く
る
。
次
に
、
ま
ず
は
日
臨
の
受
戒
作
法
に
つ
い
て
説
か
れ
た
『
本
門
自
誓
受
戒
作
法
草

案
』
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

三
、『
本
門
自
誓
受
戒
作
法
草
案
』

―
受
戒
の
作
法

―

　

本
書
は
「
先
道
場
者
随
分
尽ﾚ

力
可ｲ

荘
厳ﾅ

之
、
次
本
尊
者
為ﾚ

二
、
初
出
相
、
次
料
簡
）
11
（

」
と
い
う
文
言
か
ら
始
ま
り
、
続
い
て
先
述
の
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如
く
七
種
の
受
戒
本
尊
の
勧
請
様
式
が
挙
げ
ら
れ
る
。
な
お
、
本
書
全
体
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

先
、
道
場

次
、
本
尊

二
、
初
、
出
相
―
七
箇
の
本
尊
相

次
、
料
簡
―
上
の
本
尊
を
料
簡
す

次
、
好
相
を
祈
求

二
、
先
、
自
誓
の
因
縁
を
述
す

次
、
好
相
を
弁
ず

自
下
正
受
戒
日

先
、
道
場
に
入
り
、
運
想
す
べ
し

次
、
坐
心
念
す

次
、
勧
請

次
、
請
師

次
、
説
戒

次
、
懺
悔

次
、
三
帰

次
、
正
受
戒
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次
、
略
法
誓
受

次
、
白
竟

次
、
読
誦
作
法
受
得
本
門
円
頓
戒
経
文

次
、
発
願

普
回
向

　

こ
こ
で
は
、
実
際
の
受
戒
作
法
の
次
第・

所
作
等
が
記
さ
れ
た
「
先
、
道
場
に
入
り
、
運
想
す
べ
し
」
以
降
の
内
容
に
つ
い
て
の
詳
細

な
検
討
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
、
日
臨
が
如
何
な
る
本
尊
を
勧
請
し
て
自
誓
受
戒
を
修
し
た
の
か
、
元
政
か
ら
の
影
響
が
特
に
顕
著
に

み
ら
れ
る
「
本
尊
」
の
記
述
を
中
心
に
考
察
を
進
め
て
い
く
。

　

さ
て
、「
七
箇
の
本
尊
相
」
第
一
か
ら
第
三
ま
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
神
力
品
に
依
拠
し
た
本
門
戒
の
本
尊
、
普
賢
経
に
拠
っ
た
迹
門
の
本

尊
、『
授
職
灌
頂
抄
』
所
説
の
本
尊
で
、
第
四
か
ら
が
先
師
の
勧
請
と
な
る
。
第
四
と
し
て
、
心
性
日
遠
、
続
い
て
慧
明
日
燈
、
日
慧
（
マ
マ
）、

一
妙
日
導
の
四
師
の
儀
相
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
第
四
の
日
遠
の
儀
相
は
、「
遠
師
自
誓
受
戒ﾝ ハ

依ｲ

梵
網
普
賢
観ﾝ ニｱ

、
本
尊
之
相
如ｲ

上ﾝ ノ

普
賢
観ﾝ ノｱ

、
蓋
開
権
開
迹
之
意
也
）
11
（

」、
第
七
の
日
導
に
つ
い
て
は
、「
日
導
師
者
以ｲ

大
曼
荼
羅ｱ

為ｲ

本
尊ｱ

、
自
然
具ｲ

五
師ｱ

）
11
（

」
と
、
一
文

の
み
で
簡
潔
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
日
燈
、
日
慧
二
師
の
勧
請
に
つ
い
て
は
、
そ
の
形
態
も
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。

日
燈
師
之
勧
請
者
兼ｲ

備ﾝ ス

本
迹ﾝ ヲｱ

、
但ﾝ シ

三
大
秘
法
辨ﾝ ノ

中ﾝ ニ

不ﾝ ル
コ
ト
ハ

ﾚ
挙ｲ
文
殊
弥
勒ﾝ ヲｱ

者
、
随ﾝ テｲ

本
門
戒
之
正
意ﾝ ニｱ

且
略ｲ

其
名ｱ

歟
、
或ﾝ ハ

又
有ｲ

別

意ｱ

歟
、
開
山ﾝ ノ

本
門
大
戒
牒
亦
如ﾚ

是
、

南
無
文
殊
師
利
菩
薩
羯
磨
師

南
無
久
遠
釈
迦
牟
尼
仏
大
和
尚
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南　

無　

妙　

法　

蓮　

華　

経

南
無
本
化
上
行
大
薩
埵

南
無
弥
勒
菩
薩
教
授
阿
闍
梨

此
本
尊ﾝ ハ

兼ｲ
得
上ﾝ ノ

本
迹
二
門ﾝ ヲｱ

者
、
一
証
者
十
方
応
化
無
量ﾝ ノ

諸
仏
也
、
一
伴ﾝ ハ

者
本
化
迹
化
諸
大
菩
薩
也
、
開
山
之
勧
請
亦
応ﾚ

如ﾚ

是
、

開
山
之
自
筆ﾝ ハ

未ﾚ
拝
定ﾝ テ

有ﾚ

之
歟
、

日
慧
師
所ｲ

勧
請ｱ
者
有ｲ

三
幅ｱ

、
表ﾝ ス
ル

ｲ

三
大
秘
法ﾝ ヲｱ

也
、

久
遠
実
成
釈
尊
并
四
大
菩
薩　
画像	

左

南　

無　

妙　

法　

蓮　

華　

経	

中
央

久
遠
釈
尊
并
文
殊
菩
薩
弥
勒
菩
薩　
画像	

右

是
亦
可ﾚ

有ｲ

証
一
伴ｱ

如ﾚ

上
、（『
臨
全
』
一
一
九
～
一
二
〇
頁
）

　

ま
ず
第
五
の
日
燈
の
本
尊
に
つ
い
て
、
日
燈
の
勧
請
は
本
迹
を
兼
ね
備
え
た
も
の
だ
が
、『
三
大
秘
法
辨
』
の
中
で
は
文
殊・

弥
勒
を
挙

げ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
本
門
戒
の
正
意
に
し
た
が
っ
て
、
し
ば
ら
く
そ
の
名
を
略
し
た
も
の
か
、
或
い
は
ま
た
別
意
が
あ
る
か
と
そ
の
理

由
を
推
し
量
り
、
開
山
即
ち
元
政
の
「
本
門
大
戒
牒
」
も
ま
た
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
日
燈
図
顕
の
受
戒
本
尊
を
書
し
、

日
臨
は
開
山
元
政
の
自
筆
は
未
見
で
あ
る
が
、
元
政
の
勧
請
も
ま
た
こ
れ
と
同
様
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
記
述
か
ら
、
日
臨
は

日
燈
の
受
戒
本
尊
を
拝
し
て
こ
の
勧
請
形
態
を
記
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
本
尊
の
み
な
ら
ず
、
日
燈
の
『
三
大
秘
法
辨
』、
元

政
の
「
本
門
大
戒
牒
」
を
も
瑞
光
寺
に
て
閲
覧
し
て
い
た
。

　

そ
し
て
こ
れ
は
、
第
六
の
「
日
慧
」
の
勧
請
に
つ
い
て
も
同
様
に
い
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
先
に
誤
植
を
訂
正
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に

燈日
印
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「
日
慧
」
と
あ
る
の
は
、「
日
英
」
即
ち
元
政
並
び
に
慧
明
日
燈
が
常
に
崇
め
「
我
宗
持
戒
修
懺ﾝ ノ

第
一
祖
）
11
（

」
と
称
し
た
本
覚
日
英
（
一
五
八

四
～
一
六
四
七
）
の
こ
と
で
あ
る
。
日
英
が
勧
請
し
た
受
戒
本
尊
は
三
幅
あ
り
、
こ
れ
は
三
大
秘
法
を
表
す
も
の
で
、
中
央
の
一
幅
に
一

遍
首
題
が
、
そ
し
て
左
右
に
は
画
像
に
て
そ
れ
ぞ
れ
一
尊
四
士
、
久
遠
釈
尊
並
び
に
文
殊
弥
勒
菩
薩
が
懸
け
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

日
臨
は
身
延
か
ら
深
草
平
楽
庵
に
勤
学
の
場
所
を
移
し
た
当
初
、「
此
方
に
て
は
、
身
延
よ
り
も
書
も
つ
は
自
在
に
て
一
切
経
蔵
も
有

之
）
11
（

」「
拙
子
艸
山
へ
来
り
て
よ
り
、
勤
学
大
に
進
み
、
書
物
た
く
さ
ん
に
て
、
何
よ
り
も
よ
ろ
こ
ば
し
く
候
）
1（
（

」
等
と
述
べ
て
お
り
、
瑞
光
寺

に
お
い
て
書
籍
の
閲
覧
が
許
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
日
臨
は
単
に
庵
主
と
記
し
て
い
る
が
、
当
時
は
第
十
一
世
宣
修
日
摂
代
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
、「
瑞
光
寺
之
庵
主
よ
り
、
急
の
書
き
物
他
の
頼
ま
れ
候
）
11
（

」
や
「
関
東
へ
相
下
ル
積
り
ニ
て
候
処
、
庵
主
達
而
留
ら
れ
候
ニ

付
（
中
略
）
艸
山
庵
主
立
本
寺
日
延
上
人
等
之
御
助
力
ニ
て
、
五
両
程
之
普
請
夢
之
如
く
ニ
成
就
致
し
候
）
11
（

」
と
、
両
師
の
交
流
が
み
ら
れ

る
と
と
も
に
、
日
臨
が
重
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
、
日
臨
は
大
蔵
経
の
典
籍
か
ら
、
元
政・

日
燈
の
著
述
、
さ
ら
に
は
大
曼
荼
羅
等
の
軸
物
に
至
る
ま
で
、
多
く
の
資

料
を
拝
見
す
る
機
会
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
草
案
に
記
さ
れ
た
日
燈
、
日
英
の
受
戒
本
尊
は
現
在
も
瑞
光
寺
の
宝
蔵
に
格
護
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
相
貌
を
拝
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

日
燈
図
顕
の
受
戒
本
尊
は
複
数
瑞
光
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
が
、
写
真
資
料
①
は
そ
の
中
で
も
ウ
ハ
マ
キ
に
「
燈
師
受
戒
マ
ン
ダ
ラ
」
と
記

さ
れ
た
日
燈
の
受
戒
曼
荼
羅
で
あ
る
。
法
量
は
、
縦
二
四・

一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
一
二・

〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
中
央
首
題
下
に
「
日

燈
」
の
朱
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
写
真
資
料
②
も
同
じ
く
日
燈
の
受
戒
曼
荼
羅
で
、
法
量
は
縦
二
三・

七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
一
一・

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、「
日
燈
」
の
朱
印
が
認
め
ら
れ
る
。
大
和
尚
の
表
記
が
①
と
②
で
は
異
な
る
が
、
同
じ
勧
請
様
式
で
あ
り
、
こ
の

他
、
少
な
く
と
も
上C154

、
上C172

に
も
同
じ
様
式
の
受
戒
本
尊
が
確
認
で
き
る
。
上C154

の
法
量
は
縦
三
六・

四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
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ル
、
横
一
六・

七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
中

央
首
題
の
下
に
は
「
慧
明
」
の
朱
印
が
あ

り
、
②
と
同
じ
く
「
大
和
尚
」
と
あ
る
）
11
（

。

上C172

の
法
量
は
縦
二
四・

一
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
、
横
一
二・

一
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
で
、
①
と
同
様
「
大
咊
上
」
と
あ
る
。

日
臨
は
「
南
無
久
遠
釈
迦
牟
尼
仏
大
和
尚
」

と
記
し
、「
日
燈
」
の
印
を
有
す
る
も
の
を

拝
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
若
干
表
記
が

異
な
る
も
の
の
、
や
は
り
同
じ
勧
請
様
式

で
あ
る
。

　

続
い
て
、
日
英
の
受
戒
本
尊
は
写
真
資

料
③
の
三
幅
で
あ
る
。
中
央
一
遍
首
題
の

下
に
は
日
英
の
自
署
花
押
が
あ
り
、
日
臨

が
記
し
た
勧
請
様
式
と
一
致
す
る
。
ウ
ハ

マ
キ
に
は
、
中
央・

左・

右
に
そ
れ
ぞ
れ

「
授
戒
本
尊
英
師
一
遍
首
題
」「
授
戒
本
尊

①日燈　受戒曼荼羅 上 C162②日燈　受戒曼荼羅 上 C138
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（
中
央
）

（
右
）

（
左
）

③
本
覚
日
英
　
受
戒
本
尊
　C41
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脇
侍
四
菩
薩
」「
授
戒
本
尊
脇
侍
文
殊
弥
勒
」
と
直
書
さ
れ
て
い
る
。
法
量
は
、
中
央
が
縦
五
三・

六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
二・

九
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
左
が
縦
四
五・

一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
〇・

六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
右
が
縦
四
五・

二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三

〇・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
三
幅
一
対
で
箱
が
あ
り
、
表
に
は
「
受
戒
本
尊
」
と
墨
書
さ
れ
、
箱
の
内
側
に
は
、「
受
戒
本
尊
荘
厳
施
主　

妙
詢
童
女
妙
影
童
女
／
玉
圓
童
子
幻
栖
童
子
夢
省
童
子
／
聞
法
院
妙
讃
」
と
墨
書
さ
れ
た
貼
付
が
あ
る
。

　

日
臨
は
、
こ
れ
ら
の
大
曼
荼
羅
を
瑞
光
寺
に
お
い
て
拝
し
、
そ
し
て
自
ら
の
拠
っ
て
立
つ
受
戒
本
尊
に
つ
い
て
熟
考
を
重
ね
て
い
っ
た
。

こ
れ
ら
七
種
の
本
尊
相
を
挙
げ
た
後
、「
次
料ｲ

簡ﾝ セ
バ上ﾝ ノ

本
尊ﾝ ヲｱ

）
11
（

」
と
、
日
臨
は
そ
の
一
々
に
解
釈
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

日
臨
が
自
ら
の
受
戒
本
尊
と
し
て
拠
っ
た
、
第
五
の
日
燈
の
本
尊
に
対
す
る
釈
を
み
て
お
き
た
い
。

問
第
五
燈
師
之
本
尊
有ﾝ ル
ハ

ｳ
一
証
伴
及
推ﾝ ス
ル
コ
ト

ｲ

開
山
之
意ﾝ ヲｱ

因ﾝ テﾚ

何ﾝ ニ

言ﾝ フ
ヤ

ﾚ

之
、
答
両
師
者
瀉
瓶
之
師
弟
也
、
故
源
流
互ﾝ ニ

推ﾝ ス

、
開
山ﾝ ノ

本
門
大
戒ﾝ ニ

云
、
勧
請
十
方
応
化ﾝ ノ

無
量
諸
仏
本
化
迹
化
諸
大
菩
薩
唯
願
降
臨
道
場ﾝ ト
文
、
予
初
疑ﾝ テ

謂ﾝ ラ
ク於ﾝ テｲ

此
一
大
事
本
門
戒
作
法ﾝ ニｱ

勧
請ﾝ ノ

之
相
疎
略ﾝ ナ
ル
ハ

者
何ﾝ ゾ
ヤ乎
、
盍ﾝ ソｳ

別ﾝ ニ

請ﾝ セｲ

久
成
尊ﾝ ヲｱ

乎
、
後ﾝ ニ

拝ﾝ シ
テ

ｲ
燈
師
之
勧
請ﾝ ヲｱ

得ﾝ タ
リ

ｲ

其
意ﾝ ヲｱ

、
先
於ﾝ テｲ

道
場ﾝ ニｱ

懸ﾝ ケｲ

本
尊ﾝ ヲｱ

而ﾝ シ
テ後
請ﾝ ス
ル

ｲ

一
証
伴ﾝ ヲｱ

者ﾝ ナ
ラ
ン也
、
故
予
互

推ﾝ スﾚ

之ﾝ ヲ

（『
臨
全
』
一
二
一
頁
）

　

問
答
形
式
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
る
中
に
、
先
の
本
尊
相
に
お
い
て
、
一
証
は
十
方
応
化
無
量
諸
仏
、
一
伴
は
本
化
迹
化
諸
大
菩
薩
と
定

め
、
さ
ら
に
日
燈
の
勧
請
を
も
っ
て
元
政
の
意
を
推
し
た
こ
と
に
対
す
る
、
元
政・

日
燈
両
師
の
日
臨
に
お
け
る
位
置
づ
け
と
、
そ
の
理

由
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
日
臨
は
両
師
を
「
瀉
甁
の
師
弟
」
と
し
て
捉
え
、
元
政
の
意
を
慧
明
の
著
述
を
も
っ
て
理
解
し
て
い

る
）
11
（

。
元
政
の
『
本
門
大
戒
』
は
、「
勧
請
」「
懺
悔
」「
三
帰
」「
戒
相
」
と
次
第
し
て
い
く
が
、
そ
の
最
初
の
「
勧
請
」
に
は
、「
至
心
勧
請

十
方
応
化
無
量
諸
仏
本
化
迹
化
諸
大
菩
薩
唯
願
降
臨
道
場
」
の
文
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
。
日
臨
は
初
め
こ
の
文
を
拝
し
た
時
、
こ
の
一

大
事
の
本
門
戒
の
作
法
に
お
い
て
、
勧
請
の
相
が
こ
れ
ほ
ど
疎
略
で
あ
る
の
は
何
故
か
、
な
ぜ
別
し
て
久
遠
本
仏
を
勧
請
す
る
こ
と
が
な
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い
の
か
と
疑
い
を
起
こ
し
た
。
し
か
し
後
に
日
燈
勧
請
の
受
戒
本
尊
を
拝
し
て
、
元
政
の
『
本
門
大
戒
』
の
意
を
領
解
し
た
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
ま
ず
受
戒
荘
厳
の
道
場
に
お
い
て
こ
の
受
戒
本
尊
を
奉
安
し
、
そ
の
後
に
こ
の
『
本
門
大
戒
』
所
説
の
作
法
に
則
し
て
十
方
応
化
の

無
量
諸
仏
並
び
に
本
化
迹
化
の
諸
大
菩
薩
を
勧
請
す
る
か
ら
で
あ
る
と
、
そ
し
て
受
戒
本
尊
の
久
遠
実
成
釈
迦
如
来
は
和
上
、
本
化
上
行

菩
薩
は
伝
戒
師
、
文
殊
師
利
菩
薩
は
羯
磨
阿
闍
梨
、
弥
勒
菩
薩
は
教
授
阿
闍
梨
と
し
て
現
前
し
て
い
る
こ
と
か
ら
）
11
（

、
さ
ら
に
別
し
て
勧
請

し
た
十
方
応
化
無
量
諸
仏
、
本
化
迹
化
諸
大
菩
薩
は
、
尊
証
師
、
同
学
伴
侶
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
日
臨
の
捉
え
方
が
示
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

元
政
自
筆
の
『
本
門
大
戒
』（
分
類
番
号
上C191

）
は
巻
子
本
と
し
て
現
在
も
瑞
光
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
元
政
自
筆
本
を
書
写
し

た
日
燈
筆
『
本
門
大
戒
』（
分
類
番
号
上C192

）
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
11
（

。
ま
た
、
本
尊
相
を
挙
げ
る
中
に
お
い
て
、
日
臨
は
元
政

の
受
戒
本
尊
に
つ
い
て
は
未
だ
拝
す
る
こ
と
を
得
ず
、
そ
の
勧
請
様
式
を
実
見
で
き
て
い
な
い
旨
を
記
し
て
い
た
が
、
筆
者
も
未
見
で
あ

る
。
す
で
に
瑞
光
寺
の
宝
蔵
の
悉
皆
調
査
は
大
方
終
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
お
い
て
該
当
す
る
も
の
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
）
11
（

。

一
方
で
、
先
引
の
如
く
、
日
臨
は
「
開
山ﾝ ノ

本
門
大
戒
牒
亦
如ﾚ

是
」
と
述
べ
て
お
り
、
元
政
の
「
本
門
大
戒
牒
」
を
拝
見
し
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
残
念
な
が
ら
筆
者
は
未
見
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
日
燈
の
「
本
門
授
仏
大
戒
牒
」
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

写
真
資
料
④
の
「
本
門
授
仏
大
戒
牒
」
は
、
雛
形
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
に
本
門
大
戒
を
受
戒
し
た
者
に
対
し
て
、
こ
の

よ
う
な
戒
牒
が
授
与
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
法
量
は
縦
二
九・
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
四
二・

四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

元
政
の
『
本
門
大
戒
』
は
、
総
戒
で
あ
る
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
七
字
を
ま
ず
受
得
し
、
次
い
で
別
戒
で
あ
る
十
重
禁
戒
を
重
ね
て
受

け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
本
門
の
大
戒
は
、
久
遠
実
成
釈
迦
牟
尼
仏
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
化
別
頭
上
行
菩
薩
、
日
本
の
日
蓮
大
菩

薩
と
次
第
し
、
草
山
元
政
が
相
承
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
日
燈
は
自
ら
の
師
で
あ
る
元
政
を
伝
戒
師
と
し
て
こ
の
本
門
大
戒
を
受
け
、
そ
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④日燈「本門授仏大戒牒」　　瑞光寺文書93

 

（
朱
書
・
枠
線
）

称
心
庵

本
門
授
仏
大
戒
牒

　
　

総
戒

南
無
妙
法
蓮
華
経

　
　

別
戒

不
殺
生
戒　

不
偸
盗
戒　

不
貪
婬
戒

不
妄
語
戒　

不
酤
酒
戒　

不
説
四
衆

過
罪
戒　
　

不
自
讃
毀
他
戒　

不
慳

法
財
戒　
　

不
瞋
恚
戒　

不
謗
三
宝
戒

久
遠
実
成
釈
迦
牟
尼
仏
─┐

┌
─
─
─
─
─
─
─
─
─
┘

└
─本
化
別
頭
上
行
菩
薩
─┐

┌
─
─
─
─
─
─
─
─
─
┘

└
─日
域
高
祖
日
蓮
大
士
─┐

┌
─
─
─
─
─
─
─
─
─
┘

└
─伝
戒
師　

日
政
和
尚
─
─
日
燈
（（
朱
書
）
印
）（（
朱
書
）
印
）

年
号
月
日
何
々
刻

　
　
　

受
仏
戒
弟
子
某

―
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し
て
そ
れ
を
弟
子
等
に
対
し
転
伝
し
て
授
け
た
こ
と
が
窺
え
る
）
11
（

。
元
政
の
大
戒
牒
と
な
る
と
日
燈
の
そ
れ
と
は
当
然
異
な
る
で
あ
ろ
う
が
、

日
臨
の
先
の
文
言
に
基
づ
け
ば
、
久
遠
本
仏
、
上
行
菩
薩
が
記
さ
れ
、
文
殊
弥
勒
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
本
門
自
誓

受
戒
作
法
草
案
』
に
お
け
る
日
臨
の
解
釈
に
従
え
ば
、
久
遠
実
成
釈
迦
牟
尼
仏
は
「
戒
師
）
1（
（

」
で
あ
り
、「
妙
戒
能
説
之
教
主
）
11
（

」、
上
行
菩
薩

は
「
伝
戒
師
）
11
（

」「
能
伝
之
師
）
11
（

」
と
な
る
。
今
こ
の
④
「
本
門
授
仏
大
戒
牒
」
で
は
、
草
山
の
徒
は
元
政
を
伝
戒
師
と
し
て
受
戒
の
儀
を
修
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
日
臨
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

信ﾝ ス
ル
カ

ｲ

仏ﾝ ハ

常
住ﾝ ニ
シ
テ而
不ﾅ
滅ﾝ 玉
ハ故ﾝ ニ

、
必
請ﾝ シ
テ

ｲ

生
身
釈
尊ﾝ ヲｱ

為ﾝ スｲ

戒
師ﾝ トｱ

、
寿
量
品
云
、
雖ﾚ

近
而
不ﾚ

見
衆
生
既ﾝ ニ

信
伏ﾝ ス
レ
ハ時ﾝ ニ

我
及
衆
僧
倶ﾝ ニ

出ﾝ トｲ

霊
鷲

山ﾝ ニｱ

、
又
請ﾝ コ
ト

ｲ

生
身ﾝ ヲｱ
普
賢
観
文
明
明ﾝ タ
リ、
但
要ﾝ ス
ル

ｲ

念
力
強
盛ﾝ ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ

ｱ

已
、
高
祖
曰
戒
体

抄

、
不ﾚ

須ｲ

泥
木
等ﾝ ヲｱ

是
也
、
疑
曰
、
若ﾝ シ

爾ﾝ ハ

自
誓
是ﾝ レ

正
意ﾝ ナ
リ、

艸
山
何ﾝ ソ

立ﾝ ルｲ

伝
戒ﾝ ヲｱ

乎
、
答
所
謂
伝
戒
転
伝
戒
之
義
歟
、
由ﾝ ル
カ

ｲ

自
不ﾝ ル
ニ

ﾅ

知ﾚ

方ﾝ ヲ

故ﾝ ニ

託ﾝ シ
テ

ｲ

先
受
之
師ﾝ ニｱ

受ﾚ

之
、
是
即
末
代
先ﾝ ト
ス
ル
カ

ｲ

易
行ﾝ ヲｱ

故
、
況

復
有ﾝ ル
ヲ
ヤ

ｲ

結
縁
戒
之
人ｱ

哉
、
若ﾝ ハ

伝
戒
若ﾝ ハ

自
受
共ﾝ ニ

請ﾝ スｲ

生
身
釈
尊ﾝ ヲｱ

云
云
（『
臨
全
』
一
二
三
頁
）

　

こ
れ
は
、
七
箇
の
本
尊
相
に
料
簡
を
加
え
た
段
に
続
く
、「
次
祈ｲ

求ﾝ ス
ル
ニ好
相ｱ

二
、
先
述ﾝ シｲ

自
誓ﾝ ノ

因
縁ﾝ ヲｱ

、
次
辨ﾝ スｲ

好
相ﾝ ヲｱ

」
の
段
の
第
一
、

自
誓
の
因
縁
を
述
べ
る
中
に
み
ら
れ
る
一
節
で
あ
る
。
経
釈
疏
の
諸
説
を
挙
げ
た
後
に
、
自
ら
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
仏
は
常
住
に
し

て
滅
せ
ず
と
信
ず
る
が
故
に
、
必
ず
生
身
の
釈
尊
を
勧
請
し
て
戒
師
と
な
す
こ
と
を
、
寿
量
品
等
を
経
証
と
し
て
説
き
、
そ
れ
に
対
し
て
、

自
誓
が
正
意
で
あ
る
の
に
な
ぜ
草
山
は
伝
戒
を
立
て
る
の
か
と
い
う
問
い
を
設
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
④
の
「
本
門
授
仏
大
戒
牒
」
に
示

さ
れ
る
よ
う
に
、
草
山
で
は
伝
戒
師
と
し
て
元
政
を
立
て
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
の
言
で
あ
ろ
う
。
こ
の
疑
難
に
対
し
て
、
日
臨
は
伝
戒
、

転
伝
戒
の
義
か
と
し
て
、
自
ら
そ
の
作
法
を
知
ら
な
い
た
め
に
先
に
受
戒
し
た
師
に
託
し
て
受
戒
を
行
う
故
で
あ
り
、
こ
れ
は
末
代
は
易

行
を
先
と
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
草
山
（
こ
れ
は
元
政
の
で
は
な
く
元
政
以
降
の
も
の
で
あ
る
が
）
に
お
け
る
受
戒
作
法
に
つ
い
て
、
日
臨
は
そ
の
意
を
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汲
ん
で
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
し
て
自
身
も
七
箇
の
本
尊
相
を
挙
げ
、
料
簡
を
述
べ
た
上
で
、「
就ﾚ

中
艸
山ﾝ ノ

勧
請ﾝ ハ

兼ｲ

本
迹ｱ

最
為ﾝ スｲ

綿

密ﾝ トｱ
、
故
今
憑ﾚ

之
）
11
（

」
と
、
自
ら
自
誓
受
戒
を
行
う
上
に
お
い
て
、
こ
の
草
山
の
勧
請
の
本
尊
に
拠
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
実
際

に
、
日
臨
が
文
政
二
年
四
月
八
日
夜
半
に
顕
し
た
受
戒
本
尊
（
写
真
資
料
⑤
）
は
、
先
に
掲
載
し
た
日
燈
の
受
戒
曼
荼
羅
と
同
じ
勧
請
様

式
で
あ
る
）
11
（

。

　

し
か
し
、
日
臨
は
草
山
の
影
響
を
強
く
受
け
る
と
い
っ
て
も
、「
此
節
之
艸
山
の
風
、
野
生
の
心
に
は
叶
不
申
候
）
11
（

」、
或
い
は
「
艸
山
な

そ
は
実
に
昔
の
影
も
な
き
事
に
候
へ
共
）
11
（

」
等
と
述
べ
る
よ
う
に
、
当
時
の
草
山
の
あ
り
よ
う
に
は
堪
え
か
ね
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
転
伝
戒

と
い
う
あ
り
方
は
取
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
元
政
の
末
流
と
し
て
自
己
を
規
定
し
、
元
政
に
直
接
連
な
ろ
う
と
す
る
が
、
元
政
を
伝
戒
師

と
し
て
立
て
る
の
で
は
な
く
、
本
化
上
行
菩
薩
即
ち
日
蓮
聖
人
を
伝
戒
師
と
し
て
勧
請
し
て
い
る
）
11
（

。
ま
た
、
元
政
の
『
本
門
大
戒
』
に
多

く
を
拠
り
な
が
ら
も
、
受
戒
本
尊
と
し
て

久
遠
本
仏
等
を
勧
請
し
た
上
で
、
さ
ら
に

受
戒
作
法
の
中
に
お
い
て
も
、
久
遠
本
仏

か
ら
勧
請
を
行
っ
て
い
る
）
11
（

。
こ
れ
ら
の
日

臨
の
受
戒
作
法
も
、
或
い
は
元
政
自
身
と

同
じ
く
直
接
本
化
上
行
高
祖
日
蓮
大
菩
薩

か
ら
受
け
る
と
い
う
意
図
が
込
め
ら
れ
た

も
の
で
あ
り
、
ま
た
末
代
の
凡
師
が
受
戒

の
際
に
自
ら
と
同
じ
疑
惑
を
起
こ
さ
ぬ
よ

⑤日臨　受戒本尊
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う
「
易
解
」
を
先
と
す
る
意
識
が
働
い
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
日
臨
の
受
戒
作
法
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
元
政
と
の
関
連
の
中
で
別

に
論
じ
た
い
。
た
だ
や
は
り
自
誓
受
戒
の
作
法
に
お
い
て
は
、
元
政
か
ら
の
影
響
が
非
常
に
強
く
認
め
ら
れ
、
日
臨
が
受
け
る
と
こ
ろ
の

戒
は
、「
妙
法
本
円
総
別
二
戒
」
即
ち
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
十
重
禁
戒
で
あ
り
、
元
政
の
受
戒
と
同
じ
で
あ
る
。『
本
門
自
誓
受
戒
作
法
草

案
』
で
は
、
十
重
禁
戒
に
つ
い
て
は
第
二
戒
以
降
の
記
載
が
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
全
体
的
に
元
政
の
『
本
門
大
戒
』
に
基
づ
き
な
が
ら
、

そ
れ
を
さ
ら
に
詳
述
し
、
ま
た
項
目
も
付
加
し
た
印
象
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
）
1（
（

。

四
、
受
戒
の
精
神

　

日
臨
の
『
本
門
自
誓
受
戒
作
法
草
案
』
に
基
づ
き
、
日
臨
の
受
戒
本
尊
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行
い
、
草
山
の
勧
請
様
式
に
随
っ
て

受
戒
曼
荼
羅
を
図
顕
し
、
元
政
と
同
じ
く
総
戒
で
あ
る
妙
法
五
字
七
字
、
ま
た
別
戒
で
あ
る
十
重
禁
戒
を
日
臨
も
受
戒
し
た
こ
と
を
確
認

し
た
。
そ
こ
で
本
項
で
は
、
こ
の
受
戒
が
日
臨
に
お
い
て
如
何
な
る
意
義
を
持
つ
も
の
か
、
日
臨
に
お
け
る
受
戒
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、

さ
ら
に
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。
こ
の
受
戒
の
精
神
に
お
い
て
も
、
や
は
り
元
政
か
ら
の
影
響
が
強
く
認
め
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
元
政

と
の
関
連
の
中
で
論
じ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
先
に
も
触
れ
た
が
、
日
臨
の
受
戒
の
精
神
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
教
義
が
密
接
に

関
連
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
日
臨
の
主
著
で
あ
り
、
日
臨
の
戒
観
が
ま
と
ま
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
『
本
化
別
頭
教
観
撮
要
』
の
「
戒
法
」

の
説
示
の
展
開
を
基
本
と
し
、
そ
こ
に
他
の
著
作・

書
簡
等
の
類
文
を
も
っ
て
考
え
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
）
11
（

。

（ 136 ）

本
妙
日
臨
に
お
け
る
元
政
の
影
響
（
桑
名
法
晃
）



（
一
）
総
別
二
戒

１
、
総
戒

　

日
臨
は
、『
本
化
別
頭
教
観
撮
要
』
に
お
い
て
「
総
戒
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

二
明ｲ

戒
法ｱ
乃
有ﾚ

二
、
一
総
戒
、
二
別
戒
、
初ﾝ ニ

総
戒
者
、
夫
本
地
難
思ﾝ ノ

大
戒ﾝ ハ

者
、
久
遠
如
来
之
所ﾝ ロｲ

護
持ﾝ シ
玉
フ

ｱ

、
本
化
菩
薩
之
所ﾝ ロｲ

伝

来ﾝ シ
玉
フ

ｱ

也
、
具ﾝ シｲ

一
切ﾝ ノ

戒ﾝ ヲｱ
摂ﾝ スｲ

一
切ﾝ ノ

善ﾝ ヲｱ

、
所
謂
人
天ﾝ ノ

五
戒
十
善
、
小
乗ﾝ ノ

二
百
五
十
戒
、
菩
薩ﾝ ノ

三
聚
浄
戒
十
重
禁
四
十
八
軽
戒
、
及
迹
門ﾝ ノ

大
戒
三
如
来
衣
座
室
戒
、
身
口
意
誓ﾝ ノ

四
安
楽
行
戒
等
尽ﾝ ク

在ｲ

其
中ｱ

矣
、
経
云
此
経ﾝ ハ

是ﾝ レ

十
方ﾝ ノ

諸
仏ﾝ ノ

眼
目ﾝ ナ
リ、
因ｲ

由ﾝ テ

是ﾝ ノ

経ﾝ ニｱ

自
然ﾝ ニ

成ｲ

就ﾝ ス

五

分
法
身ﾝ ノ

戒
定
慧
解
脱
解
脱
知
見ﾝ ヲｱ
、
諸
仏
如
来
従ｲ

此
法ｱ

生ﾝ ス

、
又
云
此
経ﾝ ハ

難ﾝ シﾚ

持ﾝ チ

若ﾝ シ

暫ﾝ ク
モ持
者ﾝ ハ

、
我
即ﾝ チ

歓
喜ﾝ ス

諸
仏ﾝ モ

亦
然
、
是ﾝ ヲ

名ﾝ クｸ

持ﾚ

戒
行ｲ

頭
陀ｱ

者ﾝ トｶ

、
即
為コ
レ

疾ﾝ ク

得ﾝ タ
ル
ナ
リ

ｲ

無
上
仏
道ｱ
已
上

経
文
（『
臨
全
』
九
四
～
九
五
頁
）

　

そ
し
て
さ
ら
に
、
日
蓮
聖
人
の
『
観
心
本
尊
抄
』
三
十
三
字
段
、『
教
行
証
御
書
）
11
（

』、
並
び
に
『
御
義
口
伝
）
11
（

』
の
一
節
を
引
き
、「
当ﾚ

知

正
直
捨ﾝ テﾚ

邪ﾝ ヲ

帰ﾝ シｲ

妙
法ﾝ ニｱ

念
々
無ﾝ ク
ン
ハ

ｲ

間
断ｱ

則
法
爾ﾝ ニ

具ｲ
足ﾝ ス

万
戒ﾝ ヲｱ

、
是ﾝ ヲ

名ﾝ クｲ

総
戒ﾝ トｱ

）
11
（

」
と
、
総
戒
に
つ
い
て
の
説
示
を
結
ん
で
い
る
。
右
に
引
用

し
た
文
は
、『
本
門
自
誓
受
戒
作
法
草
案
』
の
「
正
受
戒
」
の
段
に
も
見
ら
れ
る
が
（
表
の
⑦
）、
こ
の
説
示
は
、
廣
上
塔
貫
師
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
元
政
の
『
本
門
大
戒
』
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
（
表
の
㉑
参
照
）。
元
政
の
「
戒
相
」
に
随
い
総
戒
に
つ
い
て
述
べ
、
妙
法

五
字
を
造
次
顛
沛
に
も
間
断
な
く
受
持
す
る
と
こ
ろ
に
自
然
と
万
戒
を
具
足
す
る
、
こ
れ
が
総
戒
で
あ
る
と
規
定
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
一
切
の
戒
を
具
え
、
一
切
の
善
を
摂
め
た
総
戒
を
受
け
た
上
で
、
さ
ら
に
重
ね
て
別
戒
と
し
て
十
重
禁
戒
を
受
持
す
る
わ
け
で
あ

る
が
、
で
は
何
故
に
別
戒
を
受
け
る
必
要
性
が
あ
る
の
か
。
そ
も
そ
も
別
戒
と
は
如
何
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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２
、
別
戒

　

日
臨
は
別
戒
で
あ
る
十
重
禁
戒
は
、
そ
の
根
本
は
法
華
経
本
門
に
あ
り
、
そ
の
文
は
『
仏
説
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
』
に
出
づ
る
も
の
で

あ
る
が
）
11
（

、『
梵
網
経
』
を
借
り
て
こ
れ
を
十
重
禁
戒
と
題
す
る
と
い
う
）
11
（

。

　

総
別
二
戒
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
総
戒
に
別
戒
が
あ
る
の
は
、
実
相
に
諸
法
が
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
り
、「
須ﾝ クﾚ

知ﾝ ル

総
戒ﾝ ハ

是
正
行
別
戒ﾝ ハ

是

助
行
也
、
而
由ﾝ テｲ
総
戒ﾝ ニｱ

立ﾝ テｲ

別
戒ﾝ ヲｱ

、
依ﾝ テｲ

別
戒ﾝ ニｱ

護ﾝ ルｲ

総
戒ﾝ ヲｱ

、
事
理
雖ﾚ

異ﾝ ト

不
思
議
一ﾝ ナ
リ

）
11
（」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
総
戒
と
別
戒
は
正

行・

助
行
の
関
係
に
あ
り
、
総
戒
か
ら
別
戒
が
出
づ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
別
戒
に
よ
っ
て
総
戒
を
護
る
こ
と
に
な
る
、
こ
の
総
別
二
戒
は

実
に
は
同
一
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
二
戒
を
本
迹
に
配
す
れ
ば
、
総
戒
は
本
門
、
別
戒
は
迹
門
と
な
る
。
こ
れ
は
、
結
要
の
五
重
は
本

迹
を
結
要
し
、
擣
簁
和
合
は
本
迹
を
和
合
す
る
故
に
本
門
は
た
だ
総
戒
で
あ
り
、
普
賢
観
経
は
流
通
還
迹
の
故
に
迹
門
の
戒
と
な
る
と
し

て
い
る
）
11
（

。
日
臨
に
は
『
本
門
十
重
禁
戒
の
事
』
と
い
う
著
述
が
あ
り
、
総
別
二
戒
に
つ
い
て
同
様
の
解
釈
が
み
ら
れ
る
。

十
重
禁
は
観
普
賢
経
に
出
た
り
、
則
六
重
七
重
と
云
是
な
り
、
然
る
を
十
重
禁
と
名
を
結
ぶ
事
は
梵
網
等
の
経
を
か
り
た
る
也
、
然

れ
ば
十
重
禁
は
迹
門
の
戒
な
れ
共
、
惣
戒
が
本
門
よ
り
出
た
る
故
、
開
迹
顕
本
し
て
本
門
の
戒
と
名
る
也
、
惣
戒
と
は
三
学
倶
伝
名

曰
妙
法
と
云
南
無
妙
法
蓮
華
経
是
也
（『
臨
全
』
一
一
五
頁
）

　

本
書
で
は
、
十
重
禁
戒
の
第
一
不
殺
生
戒
か
ら
第
十
不
謗
三
宝
戒
に
至
る
ま
で
の
十
戒
に
つ
い
て
解
説
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
元
政

の
『
本
門
大
戒
』
で
は
、
第
三
が
「
不
貪
婬
戒
」、
第
八
が
「
不
慳
法
財
戒
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
第
三
不
邪
婬
戒
）
11
（

」「
第
八
不
慳
貪

戒
）
1（
（

」
と
示
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
十
戒
を
挙
げ
、「
十
重
禁
戒
の
大
意
略
し
て
か
く
の
如
し
、
然
も
い
ろ
い
ろ
の
法
門
あ
る
事
な
れ
共
、
在
家

の
く
は
た
て
及
ぶ
事
に
も
あ
ら
ざ
れ
ば
皆
略
す
）
11
（

」
と
述
べ
る
こ
と
か
ら
も
、
在
家
者
を
対
告
と
し
て
著
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
故

に
『
本
化
別
頭
教
観
撮
要
』
よ
り
も
平
易
な
内
容
で
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
文
言
に
続
け
て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
総
別
二
戒
の
関
係

（ 138 ）

本
妙
日
臨
に
お
け
る
元
政
の
影
響
（
桑
名
法
晃
）



を
教
示
し
て
い
る
。

抑
法
華
経
の
肝
心
妙
法
五
字
は
一
得
永
不
失
の
戒
と
て
、
能
々
持
て
ば
下
根
の
行
者
も
一
生
の
う
ち
に
妙
覚
の
位
に
入
る
ほ
ど
の
大

法
な
れ
ば
、
仏
道
を
求
ん
人
々
は
心
か
け
て
此
十
重
禁
戒
を
力
の
及
ぶ
ほ
ど
に
持
ち
て
、
正
行
の
妙
法
を
た
す
け
修
行
す
べ
き
也
、

経
文
に
随
力
演
説
と
云
ふ
事
あ
り
、
是
は
題
目
を
持
つ
正
行
の
外
に
自
力
に
及
ぶ
ほ
ど
人
に
説
き
て
き
か
す
る
事
也
、
今
も
亦
そ
の

如
く
力
に
随
っ
て
持
戒
を
も
心
か
く
べ
き
也
、
末
法
は
無
戒
の
時
也
と
云
ふ
て
持
戒
を
き
ら
ふ
は
経
文
と
御
書
と
の
修
練
た
ら
ざ
る

故
な
る
べ
し
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
（『
臨
全
』
一
一
七
頁
）

　

総
戒
で
あ
る
妙
法
五
字
は
、
能
く
受
持
す
れ
ば
下
根
の
行
者
で
あ
っ
て
も
即
身
成
仏
の
大
果
を
得
る
こ
と
の
で
き
る
大
法
で
あ
る
。
こ

の
五
字
を
能
く
持
つ
た
め
に
も
、
別
戒
で
あ
る
十
重
禁
戒
を
自
ら
の
力
の
及
ぶ
限
り
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
先
と
同
様
に
正
行・

助
行
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、「
随
力
演
説
」
と
は
、
持
戒
に
お
い
て
も
常
に
心
が
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
門
で
あ

り
、「
末
法
無
戒
」
を
標
榜
し
て
持
戒
を
嫌
う
こ
と
は
、
法
華
経
並
び
に
御
書
の
修
練
が
足
り
な
い
も
の
で
あ
る
と
厳
し
く
戒
め
て
い
る
。

日
臨
が
非
常
に
重
視
し
た
「
随
力
演
説
」
の
精
神
は
、
持
戒
に
お
い
て
も
転
用
さ
れ
、
戒
の
取
捨
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
考

え
方
は
在
家
者
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、『
本
化
別
頭
教
観
撮
要
』
等
諸
処
に
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
な
ぜ
別
戒
と
し
て
十
重
禁
戒
を

持
つ
の
か
と
い
う
答
え
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。

今
云
若
論ﾝ セ
ハ

ｲ

法
義ﾝ ヲｱ

須ﾚ

取ﾝ ルｲ

諸
戒ﾝ ヲｱ

、
約ﾝ セ
ハ

ｲ

時
運ﾝ ニｱ

者
須ﾚ

取ﾝ ルｲ

十
戒ﾝ ヲｱ
、
若
於ﾝ テ
ハ

ｲ

進
者ﾝ ニｱ

諸
戒
亦
可ﾝ ナ
リ、

猶ﾝ ヲ

如ﾝ シｸ

叡
山ﾝ ノ

制ﾝ ス
ル
コ
ト

ｲ

小
律ﾝ ヲｱ

厳ﾝ ナ
ル
モ有ﾝ レ
ハ

ﾚ

機
許ﾝ ス
カ

ﾆ

之ﾝ ヲ

（『
臨
全
』
九
七
頁
）

　
『
本
化
別
頭
教
観
撮
要
』
で
は
、
こ
の
文
に
よ
っ
て
別
戒
に
つ
い
て
の
解
釈
が
結
ば
れ
て
お
り
、
教・

時・

機
の
三
つ
の
基
準
か
ら
戒
の

取
捨
を
判
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
教
に
よ
れ
ば
諸
戒
を
取
る
べ
き
で
あ
り
、
時
に
よ
れ
ば
十
戒
を
取
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
も
し
機
根
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の
優
れ
た
者
、
さ
ら
に
修
行
が
進
ん
で
行
っ
た
者
に
お
い
て
は
、
十
戒
に
限
る
こ
と
な
く
諸
戒
を
も
持
つ
べ
き
あ
る
と
し
て
、
叡
山
を
そ

の
先
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
日
臨
は
「
行
者
の
意
得
は
、
な
る
た
け
高
き
方
が
本
意
な
り
）
11
（

」
と
も
述
べ
る
よ
う
に
、
志
を
高
く
持
ち
進

ん
で
修
行
す
べ
き
こ
と
の
重
要
性
を
説
く
が
、
大
判
で
あ
る
時
に
対
し
て
、
機
は
小
判
と
な
る
）
11
（

。
し
た
が
っ
て
、
時
に
約
し
て
十
重
禁
戒

を
別
戒
と
す
る
こ
と
を
正
意
と
す
る
の
で
あ
る
。『
本
門
自
誓
受
戒
作
法
草
案
』
で
は
、「
諸
経ﾝ ニ

所ﾚ

説
戒
相
甚
広ﾝ シ

、
具ﾝ ニ

取ﾝ ラ
ハ

ｲ

其
相ﾝ ヲｱ

恐ﾝ ハ

欺ﾝ カ
ン

ｲ

三

宝ﾝ ヲｱ

、
願ﾝ ハ

約ﾝ シ
テ

ｲ

十
重ﾝ ニｱ
能ﾝ ク

護ｲ

持ﾝ セ
ン之ﾝ ヲｱ

）
11
（

」
と
述
べ
、
末
法
の
通
機
に
約
し
て
十
重
禁
戒
を
別
戒
と
定
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
二
）
受
者
の
位
階

　

こ
の
よ
う
に
末
法
と
い
う
時
に
重
き
を
置
い
て
別
戒
を
規
定
し
、
自
ら
の
力
に
応
じ
た
持
戒
の
精
神
を
強
調
す
る
が
、
初
め
か
ら
こ
の

別
戒
受
持
を
勧
奨
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

然ﾝ ニ

末
法ﾝ ノ

行
者
初
心ﾝ ハ

一
向ﾝ ニ

本
門ﾝ ノ

総
戒
、
後
心ﾝ ハ

兼ﾝ ネｲ

本
迹
総
別ﾝ ヲｱ

以
流ｲ

伝ﾝ ス

正
法ﾝ ヲｱ

、
故ﾝ ニ

分
別
品ﾝ ニ

有ｲ

兼
正ﾝ ノ

六
度ｱ

（『
臨
全
』
九
七
頁
）

　

末
法
の
行
者
に
つ
い
て
、
機
に
よ
っ
て
受
戒
の
異
な
る
こ
と
を
示
し
、
初
心
の
行
者
は
た
だ
本
門
の
総
戒
を
受
持
す
る
こ
と
、
後
心
の

行
者
は
本
迹
の
総
別
二
戒
を
兼
ね
て
受
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
法
を
伝
弘
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
分

別
功
徳
品
の
滅
後
の
五
品
を
も
っ
て
経
証
と
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、『
本
化
別
頭
教
観
撮
要
』
の
展
開
に
倣
い
、
次
に
受
者
の
位
階
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
、
別
戒
受
持
の
位
階
を
明
ら
か
に
し
て

い
き
た
い
。

三
判ﾝ セ
ハ

ｲ

受
者ﾝ ノ

位
階ﾝ ヲｱ

、
蓋ﾝ シ

夫ﾝ レ

戒ﾝ ト
ハ者

諸
悪
莫
作
衆
善
奉
行
矣
、
何ﾝ ノ

悪ﾝ カ

不ﾝ ンﾚ
制ﾝ セ

、
何ﾝ ノ

善ﾝ カ

不ﾝ ンﾚ

修ﾝ セ

、
但
顧ﾝ ミ
ル

ｲ

機ﾝ ノ

堪
不
時ﾝ ノ

適
不
如
何ﾝ ン
ト

ｱ

而
已

	

（『
臨
全
』
九
七
頁
）
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前
項
の
総
別
二
戒
に
続
い
て
、「
受
者
の
位
階
」
の
説
示
は
こ
の
文
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
機
と
時
の
二
つ
が
受
戒
に
お
い
て
大
き
な
判

断
基
準
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
如
何
な
る
戒
を
持
つ
か
が
決
す
る
。
こ
の
説
示
は
、『
三
大
秘
法
之
辯
』
に
て
「
問
戒ﾝ ノ

得
名
如

何
、
答
主ﾝ ルｲ
防
非
止
悪ﾝ ヲｱ

、
受ｲ

持ﾝ ス
ル妙
法ﾝ ノ

惣
別ﾝ ノ

戒ﾝ ヲｱ

人ﾝ ハ

離ﾝ ルｲ

謗
罪
已
去
一
切ﾝ ノ

諸
悪ﾝ ヲｱ

）
11
（

」
と
、
戒
の
働
き
は
「
防
非
止
悪
」
で
あ
り
、
妙
法
の
総
別

二
戒
を
受
持
す
る
者
は
謗
法
罪
を
逃
れ
一
切
の
諸
悪
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
示
さ
れ
た
後
に
も
み
ら
れ
、
日
臨
に
お
け
る
受
戒
の
根

本
的
な
考
え
方
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
時・

機
に
拠
る
が
故
に
日
蓮
聖
人
の
教
示
も
一
様
で
は
な
い
が
、
こ
の
末
法
と
い
う
時
に
お

い
て
如
何
な
る
機
に
別
戒
受
持
が
求
め
ら
れ
る
の
か
。

１
、
滅
後
の
五
品

　

日
臨
は
、『
四
信
五
品
鈔
』
や
『
得
受
職
人
功
徳
法
門
鈔
』
を
挙
げ
な
が
ら
、
末
法
と
い
う
時
の
た
め
に
説
か
れ
た
分
別
功
徳
品
の
五
品

に
約
し
て
持
戒
を
論
じ
て
い
る
。
受
戒
は
兼
行
六
度
品・

正
行
六
度
品
の
四
五
品
の
機
に
許
さ
れ
た
も
の
、
随
喜
品・

読
誦
品・

説
法
品

の
初
二
三
品
の
機
に
対
し
て
は
持
戒
を
制
止
す
る
、
こ
れ
を
基
本
と
し
て
い
る
）
11
（

。『
得
受
職
人
功
徳
法
門
鈔
』
の
説
示
か
ら
考
え
れ
ば
、
修

学
解
了
の
上
品
下
品
の
二
師
と
な
る
四
五
品
に
）
11
（

、
持
戒
を
含
む
三
学
を
と
も
に
修
す
べ
き
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
理
由
は
、
令
法
久
住
の
た

め
で
あ
っ
た
。

熟
思ﾝ フ
ニ

ｳ

経
文ﾝ ニ

四
五
品ﾝ ニ

許ﾝ ス
コ
ト
ヲ

ｲ

三
学ﾝ ヲｱ

、
凡ﾝ ソ

諸
経
明ﾝ スｲ

法
滅ﾝ ノ

相ﾝ ヲｱ
皆
由ﾝ ルｳ

沙
門
失ﾝ フ
ニ

ｲ

威
儀ﾝ ヲｱ

、
後
周
滅ﾝ ス
ル

ｲ

仏
法ﾝ ヲｱ

等
即
是
也
（
中
略
）
僧
本ﾝ ト

化ﾝ ス
ル

ﾚ

俗ﾝ ヲ

者

也
、
然ﾝ ニ

失ﾝ ス
ル

ｲ

威
儀ﾝ ヲｱ

故ﾝ ニ

却ﾝ テ

為ﾝ ルｲ

俗ﾝ ニ

所ﾅ

制ﾝ セ

、
何ﾝ ニ

由ﾝ テ

法
久
住ﾝ セ
ン、

涅
槃ﾝ ノ

扶
律
談
常
良ﾝ ニ

有ﾝ ルﾚ

以ﾝ ヘ

哉
（『
臨
全
』
九
九
頁
）

　

僧
が
威
儀
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
の
教
え
が
滅
尽
し
て
い
く
。
本
来
俗
を
教
化
教
導
す
る
僧
が
、
戒
律
を
失
う
こ
と
で
か
え
っ
て

俗
に
従
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
で
は
「
令
法
久
住
」
と
い
う
大
願
を
果
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
に
『
涅
槃
経
』

の
扶
律
談
常
の
精
神
が
強
く
響
い
て
く
る
の
で
あ
る
。
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按
ず
る
に
、
こ
の
文
も
草
山
の
真
意
を
悟
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。『
涅
槃
経
』
に
お
け
る
扶
律
談
常
の
精
神
を
重
視
し
、
こ
れ

を
抜
粋
し
て
十
門
に
分
か
っ
て
叙
し
た
の
が
、
元
政
の
『
如
来
秘
蔵
録
』
で
あ
る
）
11
（

。
本
書
「
第
九　

三
法
相
資
門
」
に
は
、「
仏
、
為ﾝ ニｸ

末

代ﾝ ノ

凡
夫ﾝ ノ

定ｲ
執ﾝ シ

一
実ﾝ ヲｱ

、
誹ｲ

謗ﾝ シ
テ方
便ﾝ ヲｱ

以ｲ

甘
露ﾝ ヲｱ

為ﾝ ル
カ

ｷ

毒
薬ﾝ トｶ

、
故ﾝ ニ

重ﾝ テ

示ﾝ シ
テ

ｲ

三
学ﾝ ヲｱ

令ﾝ ムｲ

即ﾝ シ
テ

ﾚ

事ﾝ ニ

而
真ﾝ ナ
ラ

ｱ

、
是ﾝ ノ

三
即ﾝ チ

一
、
不ｲ

須
臾ﾝ モ

離ﾝ レｱ

、
如ﾝ シｳ

衣
食
処ﾝ ノ

相
藉ﾝ テ

持ﾝ ス
ル
カ

ｲ
身
命ﾝ ヲｱ
）
11
（

」
と
、
釈
尊
が
涅
槃
に
臨
ん
で
三
学
を
示
し
た
理
由
を
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
、「
如
来
秘
蔵
録
序
」
に
て
説
か
れ
た
次
の

一
節
を
受
け
て
い
る
。

蓋ﾝ シ

法
華ﾝ ノ

戒ﾝ ハ

者
四
徳
一
心ﾝ ノ

不
思
議
戒
、
戒
能ﾝ ク

持ﾝ スﾚ

人ﾝ ヲ

、
譬ﾝ ヘ
ハ如ﾝ シｳ

乗ﾝ テﾚ

船ﾝ ニ

乗
到ﾝ ル
カ

ｲ

彼
岸ﾝ ニｱ

、
所
謂ﾝ ル

無
戒
無
持
無ﾝ クｲ

戒ﾝ ト
シ
テ不ﾝ ト
云
コ
ト

ﾅ

備ﾝ ヘ

、
無ﾝ シｲ

持ﾝ ト
シ
テ不ﾝ ト
云
コ
ト

ﾅ

完ﾝ カ
ラ、
只ﾝ タ

顧ﾝ ルｲ

行
者
何
如ﾝ トｱ
而ノ

ミ已
、
昔
有ﾝ リﾚ

人
、
久ﾝ ク

事ﾝ フｲ

吉
祥
天ﾝ ニｱ

、
遂ﾝ ニ

感ﾝ スｲ

徳
缾ﾝ ヲｱ

、
缾
中ﾝ ヨ
リ出ﾝ スｲ

一
切ﾝ ノ

宝ﾝ ヲｱ

、
此ﾝ ノ

人
忽ﾝ チ

起ﾝ シ
テ

ｲ

驕
慢ﾝ ヲｱ

挙ﾝ テｲ

双
脚ﾝ ヲｱ

踏ﾝ ムﾚ

缾
、
缾
即ﾝ チ

破ﾝ レ
テ矣
宝ﾝ モ

亦
尋ﾝ テ

失ﾝ ス

、
法
華ﾝ ノ

行
者ﾝ モ

亦
或ﾝ リﾚ

類ﾝ ス
ル
コ
ト

ｲ

于
此ﾝ レ
ニ

ｱ

、
故ﾝ ニ

吾ﾝ カ

仏
臨ﾝ テｲ

般
涅
槃ﾝ ニｱ

重ﾝ テ

明ﾝ シ
テ

ｲ

戒
門ﾝ ヲｱ

、
示ﾝ スｸ

叔
世ﾝ ノ

凡
夫ﾝ ノ

酔ﾝ ヘ
ル

ｲ

甘
露ﾝ ニｱ

者ﾝ ニｶ

）
1（
（

　

法
華
経
の
行
者
に
お
い
て
も
、
一
切
の
戒
を
摂
し
成
仏
得
道
の
法
で
あ
る
法
華
経
の
戒・

妙
法
を
持
て
ば
、
驕
慢
の
心
を
起
こ
し
て
却
っ

て
悪
道
に
堕
す
こ
と
が
あ
る
。
故
に
こ
の
甘
露
に
酔
え
る
末
法
の
凡
夫
に
対
し
て
、
釈
尊
が
『
涅
槃
経
』
に
お
い
て
重
ね
て
戒
の
法
門
を

説
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
華
の
戒
で
あ
る
妙
法
五
字
の
み
に
誤
っ
て
固
執
し
、
戒
定
慧
の
三
学
等
を
誹
謗
し
て
、
こ

の
甘
露
を
毒
薬
と
化
し
て
し
ま
う
末
代
の
凡
夫
の
た
め
に
、
再
び
三
学
が
説
か
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
三
即
一
の
三
学
を
持
つ
こ
と
に

よ
っ
て
法
命
が
相
続
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
さ
ら
に
、
元
政
が
こ
の
『
如
来
秘
蔵
録
』
と
と
も
に
尊
重
し
珍
敬
す
べ
き
「
大
師
」
と
定
め
遺
言
し
た
『
草
山
要
路
）
11
（

』
で
は
、

「
嗚
呼
、
叔
世ﾝ ノ

寡
薄
、
雖ﾝ ヘ
ト
モ

ｲ

於ﾝ テﾚ

法ﾝ ニ

不ﾝ トﾅ

全ﾝ カ
ラ、

庶
幾ﾝ ク
ハ三

学
分ﾝ ニ

修ﾝ シ
テ、

資ｲ
成ﾝ セ
ン
コ
ト
ヲ正

業ﾝ ヲｱ

、
不ﾝ ン
ハ

ﾚ

爾ﾝ ラ

何ﾝ ヲ

以ﾝ カ

令ﾝ ンｲ

法ﾝ ヲ
シ
テ久

住ﾝ セｱ

）
11
（

」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
元

政
は
深
草
に
集
っ
た
門
弟
に
対
し
て
、
三
学
を
自
ら
の
分
に
応
じ
て
修
し
、
正
業
の
題
目
受
持
を
資
成
す
る
こ
と
を
要
請
し
た
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
令
法
久
住
」
の
願
業
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
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先
の
日
臨
の
説
示
に
は
元
政
か
ら
の
大
き
な
影
響
が
認
め
ら
れ
、『
如
来
秘
蔵
録
』
や
『
草
山
要
路
』
の
教
示
を
、
元
政
が
自
ら
に
対
し

て
な
し
た
教
導
と
し
て
受
け
止
め
た
日
臨
の
姿
が
窺
え
よ
う
）
11
（

。

　

一
方
、
弟
子
の
位
と
な
る
初
二
三
品
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
持
戒
を
制
す
る
が
、
そ
の
故
は
、「
文
句
九
云
初
心ﾝ ハ

畏ﾝ ルｸ

為ﾝ テｳ

縁ﾝ ニ

所ｲ

紛

動ﾝ セ
ラ

ｱ

障ﾝ ン
コ
ト
ヲ

ﾆ
修ﾝ ス
ル
ヲ

ｲ
正
業ﾝ ヲｱ

、
直ﾝ ニ

専ﾝ ラ

持ﾝ チｲ

此
経ﾝ ヲｱ

廃ﾝ シ
テ

ﾚ

事ﾝ ヲ

存ﾝ ス
レ
ハ

ﾚ

理ﾝ ヲ

所
益
弘
多ﾝ ナ
リ
ト
已上
、
即
其
義
也
）
11
（

」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
初
心
の
者
が
兼
ね
て
持
戒
等
の

五
度
を
行
ず
れ
ば
成
仏
の
正
因
で
あ
る
信
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
で
あ
り
、
た
だ
題
目
の
み
を
持
つ
こ
と
で
成
仏
の
利
益
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
）
11
（

。
但
し
、
こ
の
位
に
お
い
て
も
「
戒
根
有
っ
て
、
喜
ん
で
之
を
修
す
る
者
に
は
之
を
許
す
）
11
（

」
と
、
機
の
堪
不

に
よ
っ
て
判
ず
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
た
と
え
出
家
の
者
で
あ
っ
て
も
、
自
行・

化
他
に
わ
た
っ
て
害
が
あ
る

場
合
は
、
戒
が
制
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

然ﾝ ニ

初
二
三
品
之
中
有ﾝ リｲ

出
家ｱ

何ﾝ カ

故ﾝ ソ

制ﾝ ス
ル
ﾚ
戒ﾝ ヲ

、
自
行
化
他
共ﾝ ニ

有ﾚ

害
故ﾝ ナ
リ、
自
行ﾝ ノ

害ﾝ ト
ハ者
見ﾝ ル
ニ

ｳ

諸
経ﾝ ニ

説ﾝ ク
ヲ

ｲ

末
法ﾝ ノ

相ﾝ ヲｱ

宛ﾝ モ

如ﾝ シｲ

符
契ﾝ ノｱ

、
仏
既ﾝ ニ

知ﾝ ルｲ

甚ﾝ タ

不ﾝ ザ
ル

ﾅ

堪ﾝ ヘ

何ﾝ ソ

可ﾝ ン
ヤ

ﾚ

強ﾝ ユ

乎
、
化
他ﾝ ノ

害ﾝ ト
ハ者
初
学ﾚ
達ﾝ セｲ
開
遮ﾝ ニｱ

杻ｲ

梏ﾝ シ

律
儀ﾝ ニｱ

、
妨ﾝ ケｲ

化
他ﾝ ヲｱ

、
下
種
失ﾝ フﾚ

時ﾝ ヲ

、
況ﾝ ヤ

人ﾝ ノ

機
漸ﾝ ク

濁ﾝ ル

強ﾝ テ

拘ﾝ ス
レ
ハ

ｲ

律
儀ﾝ ニｱ

、
堂
宇
恐ﾝ ク
ハ

廃
没ﾝ セ
ン、
如ﾚ

此
之
事
如ﾝ シｲ

知
見ﾝ ノｱ

、
故ﾝ ニ

但ﾝ タ

勤ｲ
五
種ﾝ ノ

妙
行ﾝ ヲｱ

也
（『
臨
全
』
九
九
頁
）

　

す
で
に
末
法
と
い
う
時
の
機
根
は
釈
尊
が
知
見
し
制
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
た
だ
題
目
受
持
の
妙
行
に
勤
め
る
こ
と
が
第
一
と
な

る
。
た
だ
、
日
臨
は
こ
れ
に
続
け
て
「
当ﾚ

知
内
勤ｲ

修ﾝ シ

五
種ﾝ ヲｱ
外
制ﾝ スｲ

肉
婬
等ﾝ ヲｱ

、
自
余ﾝ ハ

随ﾚ

宜
加ﾝ テﾚ

慎ﾝ ヲ

可
也
、
若ﾝ シ

欲ﾝ ス
ル

ｲ

位ﾝ ノ

進ﾝ ム
ヲ

ｱ

者ﾝ ハ

又
不ﾚ

制ﾝ セ

也
）
11
（

」

と
述
べ
る
よ
う
に
、
末
法
と
い
う
時
の
機
の
大
判
は
か
く
あ
っ
て
も
、
宜
し
き
に
随
っ
て
行
ず
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
志
を
も
っ
て
進
ま

ん
と
願
う
者
に
対
し
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
と
重
ね
て
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

２
、
六
即

　
『
本
化
別
頭
教
観
撮
要
』
で
は
、
さ
ら
に
受
者
の
位
階
の
説
示
が
続
い
て
い
き
、
日
蓮
聖
人
の
教
示
を
顕
露
と
深
秘
の
二
意
か
ら
釈
し
て
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い
る
。
こ
こ
で
は
六
即
に
即
し
、
深
秘
釈
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

深
秘ﾝ ヲ
イ
ハ
バ、
自ｲ

名
字ｱ

至ｲ

妙
覚ｱ

諸
位
悉ﾝ ク

説ﾝ ク

、
有ﾝ ハ

次
位
、
有ﾝ ハ

無
次
位
、
次
位ﾝ ハ

約ﾝ シ
テ

ﾚ

解ﾝ ニ

説ﾝ キﾚ

之ﾝ ヲ

、
無
次
位ﾝ ハ

約ﾝ シ
テ

ﾚ

信ﾝ ニ

言ﾝ フﾚ

之ﾝ ヲ

、
而
以ﾝ テﾚ

信ﾝ ヲ

決ﾝ スｲ

成

仏ﾝ ヲｱ
、
故ﾝ ニ

位
々
皆
成ﾝ スｲ

即
身
是
仏ﾝ ヲｱ

、
所ﾝ ノﾚ

言
信ﾝ ト
ハ者
於ﾝ テｲ

入ﾝ ル
ノ

ﾚ

海ﾝ ニ

人ﾝ ニｱ

尚ﾝ ホ

無ﾝ シｲ

浅
深ｱ

、
又
況ﾝ ヤ

海ﾝ ヲ
ヤ乎
、
是
決ﾝ シ
テ非ｲ

勧ﾝ ルﾚ

信ﾝ ヲ

方
便ﾝ ニｱ

、
久
成ﾝ ノ

直
機
真ﾝ ニ

若ﾚ
斯
矣
、
如ﾝ キｲ

水
性ﾝ ノ

冷ﾝ ナ
ル
カ

ｱ

不ﾝ ン
バ

ﾚ

飲
何ﾝ ソ

知ﾝ ン

（『
臨
全
』
一
〇
〇
頁
）

　

顕
露
釈
に
お
い
て
は
名
字
即
を
末
法
の
正
位
と
す
る
が
、
深
秘
釈
で
は
名
字
即
か
ら
妙
覚
に
至
る
ま
で
の
諸
位
を
悉
く
説
き
、
解
に
お

い
て
は
修
行
の
階
位
を
立
て
る
が
、
信
に
お
い
て
は
立
て
ず
、
信
を
も
っ
て
成
仏
を
決
定
す
る
故
に
修
行
の
階
位
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
み

な
「
即
身
是
仏
」
を
成
ず
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
信
と
解
の
関
係
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
た
い
が
、
こ
の
六
即
の
階
位
に
つ
い
て
、

さ
ら
に
「
本
師
日
啓
上
人
に
奉
る
書
」
か
ら
詳
し
く
み
た
い
。

高
祖
判ﾝ シ
テ

ｲ

別
途ﾝ ノ

六
即ｱ

曰ﾝ ク

、
頭ﾝ ニ

頂ｲ
戴ﾝ ス
ル妙
法ｱ

時ﾝ ハ

名
字
即
也
、
聞
而
修
行ﾝ ス
ル
ハ観
行
即
也
、
伏ﾝ ス
ル
ハ

ｲ

惑
障ｱ

相
似
即
也
、
出ﾝ ツ
ル
ハ

ｲ

於
化
他ﾝ ニｱ

分
真
即
也ﾝ ト

略
文
、
所
謂
頂
戴ﾝ ス
ル時ﾝ ト

者
、
如サ

キ向ﾝ 　
ニ所ﾝ ノﾚ
引ﾝ ケ
ル向
記ﾝ ト

同
意ﾝ ニ
シ
テ、
受
戒
之
時
也
、
既ﾝ ニ

受ﾝ ル
ト
キ
ハ

ﾚ

之
、
則
向ﾝ テｲ

本
尊ﾝ ニｱ

不ﾝ ン
ヤ

ﾚ

唱ﾝ ヘ

乎
、
既ﾝ ニ

唱ﾝ フ
ル
ト
キ
ハ

ﾚ

之
、
則
不ﾝ ン
ヤ

ﾚ

信ﾝ セｲ

自
己ﾝ ノ

色
心
本
有
尊
形ﾝ ナ
ル
コ
ト
ヲ

ｱ

乎
、
是ﾝ ヲ

名ﾝ クｲ
観
行
即ﾝ トｱ

、
此ﾝ ノ

信
漸ﾝ ク

深ﾝ ト
キ
ハ、
則
任
運
不ﾝ ンｸ

絶ﾝ チｲ

諸
見ﾝ ヲｱ

成ﾝ ゼﾆ

忍ﾝ ヲ

乎
、
是ﾝ ヲ

名ﾝ クｲ

相
似
即ﾝ トｱ

、
自
行
已ﾝ ニ

満ﾝ ズ
レ
バ

則
不ﾝ ンﾚ

出ｲ

於
化
他ﾝ ニｱ

乎
、
是ﾝ ヲ

名ﾝ クｲ

分
真
即ﾝ トｱ

、
理
即ﾝ ト

与ﾝ ト
ハ

ｲ
究
竟ｱ

不
ア
ラ
ザﾝ 　
ル
ガ

ｲ

今ﾝ ノ

詮ﾝ ニｱ

故ﾝ ニ

、
暫ﾝ ク

置
而
不ﾚ

論
也
、
雖ｲ

如ﾝ クﾚ

是
次
第ﾝ ス
ト

ｱ

、
本ﾝ ト

是ﾝ レ

不
思
議ﾝ ノ

一

位
也
、
境ﾝ ト

与ﾚ

行
本
来
妙
法
、
行
者ﾝ モ

亦
復
雖ｲ

本
来
自オ

覚ﾝ ナ
リ
ト

ｱ
、
凡
情
自ミ

見ﾝ ルｲ

迷ﾝ ノ

凡
夫ﾝ トｱ

、
然ﾝ ル
ニ持ﾝ ツ
ト
キ

ｲ

妙
法ﾝ ヲｱ

妙ﾝ ニ

復ﾝ シ
テ

ｲ

性
本ﾝ ニｱ

、
無ﾚ

前ﾝ ナ
ラ無ﾚ

後ﾝ ナ
ラ、

本
来
寂
静
、
而ﾝ モ

受ｲ

持ﾝ ス
ル
ニ之ﾝ ヲｱ

、
信
行
不ﾚ

能ﾚ

無ｲ

浅
深ｱ

、
是ﾝ ノ

所ユ

エ以ﾝ 　
ニ立ｲ

妙
位ﾝ ヲｱ

也
、
当ﾝ ニﾚ

知ﾝ ル

吾ﾝ カ

門
順
縁
之
機ﾝ ニ

有ﾝ ル
コ
ト
ヲ

ｲ

不
思
議
次
第ｱ

、
如ﾝ キ
ハ

ｲ

弘
法ﾝ ノｱ

是ﾝ レ

化
他ﾝ ノ

行
、
至ﾝ テｲ

分
真ﾝ ニｱ

可ﾝ シｲ

方ﾝ ニ

得ﾅ

之
、
如ﾝ キ
ハ

ｲ

名
字
観
行
相
似ｱ
也
、
聞ﾝ テｲ

権
教
不
成
法
華
即
成
之
説ﾝ ヲｱ

而
堅
権
議
受
持
之
日ﾝ ニ

、
以ﾝ テ

要ﾝ ス
ル
ノ
ミ

ﾚ

不ﾝ ン
コ
ト
ヲ

ﾚ

失
耳
、
設ﾝ ヒ

雖ﾚ

有ﾝ トｲ

少ﾝ シ
キ化

他ﾝ ノ

行ｱ

、
未ﾝ タﾚ

得ｳ

名ﾝ テ

為ﾝ コ
ト
ヲ

ｲ

化
他ﾝ トｱ

、
其
進
退
無ﾝ クﾚ

過
無ﾝ クｲ

不
及ｱ

、
可ﾝ ノ
ミ

ﾚ

得ﾚ

宜ﾝ ヲ

已
、
郷
来
所ﾝ ハﾚ

述
、
本
化

別
頭
絶
倒ﾝ ノ

妙
談
也
、
六
即ﾝ ハ

唯
信ﾝ ヲ

為ﾝ スｲ

依
地ﾝ トｱ

、
故ﾝ ニ

名
字
最
下
根ﾝ ノ

行
者ﾝ ニ
シ
テ、

不ﾝ ル
モ

ﾚ
得ｳ
歯ｲ
牙ﾝ ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ一

句ｱ

、
若ﾝ シ

深
信
深
志ﾝ ニ
シ
テ、

不ﾝ ン
ハ

ﾚ

容ﾝ レﾚ

偽ﾝ ヲ

者
、
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必
定ﾝ シ
テ於ｲ

一
生ﾝ ニｱ

、
入ﾝ ルｲ

于
妙
覚ﾝ ノ

極
位ﾝ ニｱ

也
矣
耳
（『
臨
全
』
二
〇
六
～
二
〇
七
頁
）

　

本
書
で
は
『
御
義
口
伝
）
11
（

』
の
説
示
に
基
づ
き
、
妙
法
五
字
の
総
戒
を
受
戒
す
る
時
を
名
字
即
、
こ
れ
を
受
け
本
尊
に
向
か
っ
て
唱
え
自

己
の
色
心
を
本
有
の
尊
形
と
信
ず
る
時
を
観
行
即
、
信
心
を
深
く
し
て
諸
見
を
絶
ち
自
行
を
成
ず
る
時
を
相
似
即
、
そ
し
て
自
行
を
成
就

し
て
化
他
に
出
る
時
を
分
真
即
と
規
定
し
、
こ
こ
か
ら
、
先
の
『
本
化
別
頭
教
観
撮
要
』
の
説
示
と
同
じ
く
、
次
位・

無
次
位
に
つ
い
て

述
べ
る
中
で
、
題
目
受
持
の
信
行
を
修
す
順
縁
の
機
に
お
い
て
不
思
議
の
次
第
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
弘
法
と
い
っ

た
化
他
行
は
分
真
即
に
至
っ
て
は
じ
め
て
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
名
字
即・

観
行
即・

相
似
即
は
法
華
独
一
成
仏
の
法
を
聞
い
て
こ
れ

を
堅
く
一
心
に
受
持
す
る
段
階
で
あ
っ
て
、
た
と
え
一
分
の
化
他
が
あ
っ
て
も
こ
れ
を
化
他
と
は
名
づ
け
な
い
と
、
厳
し
く
信
行
の
次
第

を
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
書
で
は
右
の
説
示
に
先
立
っ
て
、
日
臨
の
自
行
化
他
の
精
神
が
説
か
れ
て
お
り
、
こ
の
六
即
の
次
第
も
こ
れ
に
依
拠
し
た
も
の
と
い

え
る
。頗も

し

有ｳ

自
行
未ﾝ シ
テ

ﾚ

満ﾝ セ

先ﾝ ニ
ス
ル

ｲ

化
他ﾝ ヲｱ

者ﾝ ハ

、
大
抵
他ﾝ ニ

無ﾝ シ
テ

ﾚ
益
亦
損ﾝ セ
ン
ノ
ミ

ﾚ

己ﾝ ヲ

、
是ﾝ ヲ

名ｲ

破
敗ﾝ ノ

菩
薩ﾝ トｱ

（『
臨
全
』
二
〇
六
頁
）

　

こ
れ
が
日
臨
に
お
け
る
自
行
化
他
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
自
行
の
成
就
な
く
し
て
化
他
の
功
は
な
い
こ
と
を
強
く
述
べ
て
い
る
。
そ
れ

故
に
自
行
を
専
ら
表
に
し
て
、
化
他
は
あ
く
ま
で
随
力
演
説
の
分
と
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
精
神
は
草
山

の
立
意
で
あ
り
、
元
政
の
教
え
で
あ
っ
た
。
表
の
③
に
お
い
て
も
挙
げ
た
こ
の
文
は
、
日
臨
自
身
の
言
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ

に
お
い
て
も
元
政
か
ら
の
非
常
に
大
き
な
影
響
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ａ
、
自
行
若ﾝ シ

満ﾝ ス
レ
ハ必ﾝ ス

有ﾝ リｲ

化
他ｱ

、
豈
徒ﾝ タ
ニ厭ｲ

却ﾝ シ
テ塵

累ﾝ ヲｱ

耽ｲ

著ﾝ ス
ル閑

淡ﾝ ニｱ

者ﾝ ノ
ナ
ラ
ン哉

、
斯ﾝ ノ

人
遂
作ﾝ ラ
ン
コ
ト

ｲ

大
法ﾝ ノ

柱
石ﾝ トｱ

、
此ﾝ レ

吾ﾝ カ

所ﾝ ナ
リ

ﾚ

期ﾝ ス
ル也

	

（『
艸
山
集
』
四
二
頁
）
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ｂ
、
曰
自
行ﾝ ハ

則ﾝ チ

可ﾝ ナ
リ也
、
如ﾚ

無ﾝ ヲｲ

利
他ｱ

何ﾝ ン

、
曰
利
他ﾝ ハ

在ﾝ リｲ

自
行ﾝ ノ

中ﾝ ニｱ

（『
艸
山
集
』
一
三
二
頁
）

ｃ
、
忍
力
未ﾝ タﾚ

満ﾝ タ

、
強ﾝ テ

施ﾝ ハｲ

慈
行ﾝ ヲｱ

、
所
謂
掬ﾝ シ
テ

ﾚ

湯ﾝ ヲ

投ﾝ スﾚ

冰ﾝ ニ

、
翻ﾝ テ

添ﾝ フｲ

冰
聚ﾝ ヲｱ

、
化
他
無ﾝ シ
テ

ﾚ

功
、
却ﾝ テ

廃ﾝ スｲ

自
行ﾝ ヲｱ

、
名ﾝ クｲ

之ﾝ ヲ

破
敗ﾝ ノ

菩
薩ﾝ トｱ

、
忍
力
已ﾝ ニ

満ﾝ テ

、

斯コ
ヽﾝ 　
ニ施ﾝ ス
ト
キ
ハ

ｲ

慈
行ﾝ ヲｱ

、
所
謂
無ﾝ クﾚ

縁
無ﾝ ク
シ
テ

ﾚ

念
普ﾝ ク

覆ﾝ フｲ

一
切ﾝ ヲｱ

、
任
運ﾝ ニ

抜ﾝ キﾚ

苦ﾝ ヲ

、
自
然ﾝ ニ

与ﾝ フﾚ

楽ﾝ ヲ

（『
艸
山
集
』
一
六
九
頁
）

　

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
『
艸
山
集
』
に
み
ら
れ
る
説
示
で
あ
る
。
ａ
の
文
は
、
元
政
の
友
で
あ
っ
た
一
相
院
日
守
（
日
蓮
宗
浄
心
寺
第
三

世
）
に
対
し
て
宛
て
ら
れ
た
「
南
紀
澄
公
に
復
す
る
書
」
の
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
自
行
が
成
就
し
た
な
ら
ば
、
必
ず
化
他
が
そ
こ

に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
俗
世
間
か
ら
離
れ
た
生
活
を
送
る
の
も
あ
く
ま
で
自
行
成
就
の
た
め
で
あ
り
、
自
行
を
成
就

し
た
者
こ
そ
が
「
大
法
」
を
支
え
る
、
護
法
の
働
き
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
元
政
自
ら
こ
れ
を
期
し
て
い
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
ｂ
の
文
は
、
妙
顕
寺
時
代
か
ら
の
元
政
の
弟
子
で
若
干
二
十
歳
で
化
し
た
尊
中
日
勝
の
生
き
方
に
つ
い
て
綴
っ
た
「
知
足
庵
日
勝

行
状
」
の
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
端
的
に
化
他
は
自
行
の
中
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ｃ
は
元
政
が
弟
子
の
性
孝
（
後
の
大
中
院

日
孝
）
に
慈
忍
と
名
付
け
た
際
、
性
孝
の
請
い
に
応
じ
て
そ
の
慈
忍
の
意
味
を
説
い
た
「
慈
忍
説
」
に
み
ら
れ
る
一
節
で
あ
る
。
ま
ず
冒

頭
に
、
菩
薩
の
化
他
を
慈
と
い
い
、
菩
薩
の
自
行
を
忍
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
）
11
（

、
さ
ら
に
教
示
が
進
む
中
で
、「
忍
力
」
即
ち
自
行
が
未
だ

成
就
し
な
い
う
ち
に
、
強
い
て
「
慈
行
」
即
ち
化
他
を
施
せ
ば
、
化
他
の
功
が
な
い
ば
か
り
か
、
か
え
っ
て
自
行
を
廃
す
る
こ
と
に
な
る

と
説
く
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
「
破
敗
の
菩
薩
」
と
い
い
、
自
行
が
成
就
し
て
後
、
化
他
の
行
に
出
づ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
抜
苦
与
楽
と
い

う
真
の
化
他
を
自
然
に
成
す
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

　

右
の
三
文
は
す
べ
て
本
宗
の
出
家
の
師
に
対
す
る
教
示
及
び
記
述
で
あ
り
、
こ
こ
に
元
政
に
お
け
る
自
行
化
他
の
位
置
づ
け
を
見
る
こ

と
が
で
き
よ
う
）
1（
（

。

　

日
臨
の
自
行
化
他
の
精
神
は
、
元
政
の
ｃ
の
文
と
全
く
同
じ
内
容
で
あ
り
、
そ
の
表
現
も
元
政
に
倣
っ
て
い
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。
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表
の
⑩
の
文
も
元
政
の
こ
う
し
た
説
示
か
ら
出
た
も
の
で
あ
り
、「
宗
門
の
内
法
」
を
継
ぐ
た
め
に
も
、
真
の
化
他
を
成
す
た
め
に
も
、
ま

ず
自
行
に
専
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

３
、
別
戒
受
持
の
位
階

　

日
臨
は
、
時
の
適
不
と
機
の
堪
不
と
い
う
大
小
二
判
か
ら
、
総
別
二
戒
の
受
持
に
つ
い
て
論
を
進
め
、
初
心・

後
心
、
滅
後
の
五
品
、

六
即
に
約
し
て
そ
の
受
不
の
あ
り
よ
う
を
示
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
お
お
よ
そ
次
の
図
の
通
り
で
あ
る
。

　

五
品
の
う
ち
初
二
三
品
、
六
即
の
名
字・

観
行・
相
似
の
三
位
が
、
初
心
の
行
者
に
あ
た
り
、
こ
の
階
位
は
持
戒
を
制
止
し
た
だ
総
戒

の
妙
法
五
字
の
み
を
信
心
受
持
し
自
行
に
励
む
、
弟
子
の
位
で
あ
る
）
11
（

。
こ
こ
に
は
、
僧
俗
共
に
含
ま
れ
る
。

　

五
品
の
第
四
五
品
並
び
に
分
真
即
が
後
心
の
行
者
に
あ
た
り
、
こ
の
階
位
で
は
総
別
二
戒
を
受
持
し
、
自
行
を
す
で
に
成
就
し
化
他
に

出
づ
る
能
化
の
位
で
あ
る
。
こ
の
師
の
位
に
お
い
て
持
戒
を
含
む
三
学
を
修
し
威
儀
を
備
え
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
法
を
し
て
久
住
せ
し

め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
大
則
と
し
、
そ
の
他
、
利
根
等
機
の
堪
え
得
る
場
合
は
、
持
戒・

化
他
等
取
捨
宜
し
き
を
得
て

一
向
に
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
。

末
法
の
行
者

滅
後
五
品

六
即

総
別
二
戒
受
戒

化
他
の
分

師
の
位

持
戒
を
制
し
総
戒
の
み

自
行
の
分

弟
子
の
位

分
真
即

初・
随
喜
品
…
…
…
名
字
即

二・
読
誦
品
…
…
…
観
行
即

三・
説
法
品
…
…
…
相
似
即

初
心

後
心

四・

兼
行
六
度
品

五・

正
行
六
度
品

⎩⎜⎜⎨⎜⎜⎧

⎩⎜⎨⎜⎧ ⎩⎜⎨⎜⎧

⎩⎜⎨⎜⎧

⎧⎜⎨⎜⎩

⎩⎜⎨⎜⎧⎩⎜⎨⎜⎧
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別
戒
受
持・

三
学
分
修
の
目
的
は
、
正
業
の
信
を
資
成
し
、
令
法
久
住
と
い
う
釈
尊
の
大
願
を
継
承
し
実
現
す
る
こ
と
に
あ
る
。

（
三
）
信
と
解
と
の
関
係

　

先
に
六
即
の
位
階
に
つ
い
て
の
説
示
を
み
る
中
で
、
信
と
解
の
二
つ
の
立
場
か
ら
次
位
が
論
じ
ら
れ
、
信
に
お
い
て
は
次
位
を
立
つ
こ

と
な
く
位
位
に
即
身
是
仏
を
成
じ
、
解
に
お
い
て
は
修
行
の
位
階
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
先
に
は
詳
し
く
触
れ
な
か
っ

た
が
、
受
者
の
位
階
を
判
ず
る
中
で
日
臨
は
『
得
受
職
人
功
徳
法
門
鈔
』
を
引
き
、
五
品
に
配
当
し
て
末
法
の
行
者
の
位
階
を
論
じ
て
い

た
。
そ
こ
で
は
、
出
家
者
は
「
信
行
」
と
「
解
了
」
の
二
位
に
大
別
さ
れ
、
前
者
に
は
さ
ら
に
「
始
信
」「
終
信
」
の
二
が
、
後
者
に
お
い

て
も
「
上
品
之
師
」「
下
品
之
師
」
の
二
位
が
あ
り
、
信
行
の
位
か
ら
修
学
解
了
の
位
に
次
第
し
て
い
く
こ
と
が
説
か
れ
て
い
た
）
11
（

。
こ
の
信

と
解
の
解
釈
は
、
日
臨
に
お
け
る
受
戒
の
精
神
に
つ
い
て
考
え
る
上
に
お
い
て
も
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
最
後
に
両
者
の
関
係
に

つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

　

日
臨
は
受
持
即
成
に
し
て
信
の
当
処
に
成
仏
を
み
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
謹
で
思
ふ
に
、
祖
書
は
末
法
の
妙
経
な
り
（
中
略
）
若
し
随
順

し
て
一
句
を
証
得
せ
ば
、
即
身
成
仏
掌
に
あ
ら
ん
）
11
（

」「
信
心
と
申
す
は
ケ
様
の
文
を
見
て
、
少
し
も
不ﾚ

疑
を
云
也
、
か
く
の
如
く
成
が
た

き
成
仏
が
、
や
す
く
出
来
る
事
は
但
信
心
の
厚
薄
に
よ
る
べ
し
）
11
（

」「
忘
れ
て
も
法
華
経
を
持
つ
者
を
ば
、
互
に
毀
る
可
か
ら
ず
歟
、
其
故
は

法
華
経
を
持
つ
者
は
、
必
ず
皆
仏
、
々
を
毀
り
て
は
罪
を
得
る
な
り
）
11
（

」
と
い
っ
た
信
徒
に
対
す
る
教
示
に
み
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。「
不

疑
」
と
は
信
の
「
名
」
で
あ
り
、「
随
順
」
と
は
信
の
「
義
」
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
相
と
し
て
「
決
定
」、
性
と
し
て
「
浄
心
」
の
四
科

が
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
が
）
11
（

、
一
方
で
信
を
「
信
心
」
と
「
求
推
」
と
い
う
二
つ
の
面
か
ら
も
捉
え
て
い
る
。

成
仏
は
信
を
以
て
決
定
し
候
、
信
に
二
あ
り
、
信
心
と
求
推
と
な
り
、
信
心
は
無
疑
曰
信
也
、
求
推
と
は
、
深
く
甚
理
を
た
つ
ぬ
る
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事
に
て
候
（「
行
全
に
与
ふ
る
書
」『
臨
全
』
一
九
〇
頁
）

　
「
信
心
」
と
は
疑
い
が
な
い
こ
と・

疑
わ
な
い
こ
と
で
、
こ
れ
は
四
科
の
一
つ
、
信
の
名
で
あ
る
。「
求
推
」
と
は
深
く
真
理
を
尋
ね
る

こ
と
で
、
解
の
分
、
修
学
解
了
の
意
と
な
る
。「
朝
田
薩
庵
に
与
ふ
る
書
」
に
「
信
は
破
惑
を
主
さ
ど
り
、
解
は
昇
進
を
主
ど
る
）
11
（

」
と
い
う

の
も
こ
れ
と
同
意
で
あ
ろ
う
。

但
信
無
解
の
者
は
至
心
に
し
て
速
や
か
に
入
る
、
玄
覧
の
聖
者
は
直
に
本
源
に
達
す
、
故
に
言
語
文
字
に
か
ゝ
は
ら
ず
、
中
智
の
者

と
分
別
の
者
は
、
少
智
に
惑
は
さ
れ
て
入
る
事
難
し
、
此
人
の
為
に
声
色
の
近
名
を
以
て
、
夢
想
の
極
理
に
到
ら
し
む
、
信
は
破
惑

を
主
さ
ど
り
、
解
は
昇
進
を
主
ど
る
、
元
品
の
無
明
と
は
疑
惑
な
り
、
若
疑
惑
断
尽
せ
ば
本
化
の
奥
室
に
入
る
事
敢
て
遠
か
ら
ざ
る

者
乎
（「
朝
田
薩
庵
に
与
ふ
る
書
（
其
五
）」『
臨
全
』
一
六
二
頁
）

　

こ
の
信
と
解
は
右
の
文
脈
の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
、
解
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
た
だ
信
を
も
っ
て
成
仏
が
決
定
す
る
。
元
品

の
無
明
で
あ
る
疑
惑
を
破
す
こ
と
で
速
や
か
に
無
上
道
に
入
る
の
で
あ
る
。
玄
覧
と
は
奥
深
く
理
を
見
き
わ
め
る
こ
と
で
、
先
の
「
求
推
」

と
同
義
で
あ
る
。
こ
の
但
信
無
解
の
者
と
玄
覧
の
聖
者
が
、
次
に
「
信
」
と
「
解
」
に
対
置
さ
れ
、
解
は
昇
進
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
求
推
が
解
の
分
で
あ
り
、
昇
進
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
か
ら
次
位
を
立
つ
こ
と
が
首
肯
さ
れ
る
。

　
「
行
全
に
与
ふ
る
書
」
の
信
心・

求
推
の
説
示
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
。

但
し
人
々
因
縁
わ
か
れ
て
候
へ
ば
、
必
ず
し
も
修
行
一
様
な
ら
ず
、
古
人
は
解
行
兼
て
得
候
得
共
、
末
代
の
も
の
は
一
方
は
お
と
れ

候
、
行
に
力
あ
る
も
の
は
、
三
業
清
浄
に
精
進
し
て
是
を
正
行
と
し
、
解
了
は
助
行
と
す
べ
し
、
是
は
智
解
う
す
く
身
力
壮
健
な
る

故
也
、
若
身
力
虚
弱
に
智
解
あ
る
も
の
は
、
深
く
学
の
津
を
得
て
、
正
見
幢
を
立
て
邪
見
を
摧
く
べ
し
、
此
二
人
異
体
同
心
な
る
時

は
、
能
く
大
事
を
辨
じ
候
（『
臨
全
』
一
九
〇
頁
）
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こ
れ
は
信
と
解
（
智
）
を
相
対
し
て
論
じ
た
も
の
で
は
な
い
）
11
（

。
こ
こ
で
い
う
行
と
解
は
、
行・

学
と
同
意
に
し
て
、
信
と
相
対
す
る
も

の
で
は
な
く
信
心
よ
り
発
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
臨
の
次
の
説
示
と
合
わ
せ
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

宗
門
の
大
事
は
、
宗
致
の
三
秘
宗
教
の
五
事
、
此
八
条
唯
一
言
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
な
り
、
了
簡
分
別
決
し
て
無
益
な
り
、
但
し
学

文
は
助
道
の
方
便
な
り
、
少
し
も
を
こ
た
り
玉
ふ
べ
か
ら
ず
、
故
に
御
書
に
も
、
自
行
の
安
心
を
定
む
る
時
は
別
の
才
覚
無
益
な
り

と
曰
ひ
、
化
他
の
助
道
を
進
め
玉
ふ
日
は
行
学
の
二
道
を
は
げ
む
べ
し
、
行
学
な
く
ん
ば
仏
法
は
あ
る
べ
か
ら
ず
と
仰
ら
れ
た
り
（
中

略
）
本
化
の
極
談
、
何
ぞ
言
語
観
解
を
以
て
得
た
り
と
せ
ん
や
、
但
不
思
議
の
妙
法
を
、
不
思
議
の
信
心
を
以
て
、
不
思
議
に
証
す

る
の
み
（「
朝
田
薩
庵
に
与
ふ
る
書
（
其
六
）」『
臨
全
』
一
六
三
頁
）

　

三
秘・

五
義
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
七
字
を
詮
顕
す
る
も
の
で
、
こ
の
妙
法
の
信
心
受
持
の
重
要
性
が
説
か
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
了
簡
分
別・
言
語
観
解
は
否
定
さ
れ
る
が
、
学
問
は
助
道
の
方
便
と
し
て
勧
奨
さ
れ
、
化
他
に
出
づ
る
時
は
助
道

と
し
て
行
学
の
二
道
に
励
み
、
も
っ
て
仏
法
を
相
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
『
諸
法
実
相
鈔
』
の
説
示
に
依
拠
し
て
お
り
、
信
心

よ
り
起
こ
っ
た
行
学
で
な
け
ら
ば
な
ら
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、「
行
全
に
与
ふ
る
書
」
の
一
節
は
、
末
代
に
お
い
て
は
行
者
の
機
根
も
劣
る
た
め
に
、
自
ら
の
分
に
応
じ
て
、
行
学
相
い

資
け
修
行
す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
信
に
二
あ
り
と
し
て
求
推
を
挙
げ
た
こ
と
は
、
解
は
信
に
よ
り

生
じ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
、
信
の
解
で
あ
り
、
信
心
の
行
学
な
の
で
あ
る
。
信
を
措
い
た
解
は
、
全

く
無
益
で
あ
り
捨
て
去
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
。
こ
れ
は
四
信
五
品
の
説
示
の
如
く
従
浅
至
深
に
し
て
、
信
か
ら
解
が
起
こ
り
昇
進
し

て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
）
11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
信
と
解
（
智
）
の
関
係
を
捉
え
た
上
で
、
日
臨
の
三
学
論
が
説
か
れ
た
次
の
一
節
を
み
た
い
。
日
臨
の
兄
弟
子
で
あ
り
授
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戒
の
弟
子
で
あ
る
最
誠
に
宛
て
ら
れ
た
書
で
あ
る
。

於ｲ

我
仏
法ｱ

如ﾚ

語ﾚ

信
者ﾝ ノ

或ﾝ ハ

不ﾚ

知ｲ

戒
定
慧ｱ

亦
類ﾝ スｲ

于
此ﾝ ニｱ

、
何ﾝ ソ
ヤ也
信
者
所
謂
随ｲ

順ﾝ シ

仏
語ｱ

信ｲ

受
実
相ｱ

、
若
熟ﾝ ク

順ﾝ ス
レ
ハ

ｲ

仏
理ﾝ ニｱ

則
自
具ﾝ フｲ

三
学ｱ
、
故
外ﾝ ニ
シ
テ

ｲ

於
三
学ﾝ ヲｱ

而
語ﾚ

信
者ﾝ ハ

其
欠ﾝ タ
ル
コ
ト可ﾚ

知
矣
、
雖ｴ

然ﾝ モ

叵ｳ

称ﾝ シ
テ為ｲ

具
足ﾝ ノ

信ｱ

而
至ﾝ ハｸ

於
其
一
念
与ｲ

法
仏ｱ

冥
合ﾝ ス
ル
ニ

ｶ

、
則
亦
何

不ﾚ
称ﾚ
信
、
但
是
信
之
偏
小
者
也
、
要ﾚ

之
在ﾝ ハｲ

下
士
婦
女
之
間ﾝ ニｱ

則
可
矣
、
在ﾝ ハｲ

大
人
開
士ｱ

則
欠
矣
、
若
至ｲ

其
上
達
之
士ﾝ ニｱ

反ﾝ シ
テ

ﾚ

常
合ﾝ ヒﾚ

道
行ｲ

於
非
道ｱ
通ｲ

達
仏
道ﾝ ニｱ

則
所ﾝ ナ
リ

ｲ

我
不ﾚ

知ｱ

也
（「
最
誠
兄
に
与
ふ
る
書
（
其
七
）」『
臨
全
』
一
九
九
頁
）

　

こ
れ
も
智
愚
に
約
し
て
信
と
三
学
と
を
弁
じ
て
信
を
愚
者
の
行
と
論
じ
た
も
の
で
は
な
い
）
1（
（

。
こ
こ
で
は
、
信
と
三
学
の
関
係
が
示
さ
れ

て
お
り
、
三
学
を
自
ら
具
す
も
の
を
具
足
の
信
、
三
学
を
欠
い
た
信
を
偏
小
な
る
信
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
す
で
に
論
じ
た
五
品
の
位

階
に
よ
っ
て
解
釈
す
べ
き
も
の
で
、
下
士・

婦
女
は
初
二
三
品
の
弟
子
の
位
、
大
人・

開
士
は
四
五
品
の
能
化
の
師
の
位
で
あ
る
。
所
化

の
位
に
は
戒
等
の
三
学
は
制
せ
ら
れ
る
が
、
化
他
に
出
づ
る
師
に
は
三
学
を
修
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
三
学
を
具
す
こ
と
で

師
と
し
て
の
働
き
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
本
書
は
出
家
の
師
を
対
告
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
堅
く
信
心
を
持
ち
進
ん
で

三
学
を
修
す
こ
と
を
説
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
を
特
に
「
信
心
」「
求
推
」
に
配
当
す
る
な
ら
ば
、「
随ｲ

順ﾝ シ

仏
語ｱ

信ｲ

受
実
相ｱ

」
が
信
心
に
、「
熟ﾝ ク

順ﾝ ス
レ
ハ

ｲ

仏
理ﾝ ニｱ

則
自
具ﾝ フｲ

三

学ｱ

」
が
求
推
と
な
ろ
う
。
今
、
右
に
お
い
て
は
、
日
臨
が
相
手
に
対
し
て
な
し
た
教
示
ゆ
え
、
三
学
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
表
現
を
と
っ

た
が
、
日
臨
自
身
に
即
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
記
さ
れ
た
よ
う
に
信
よ
り
出
づ
る
が
故
に
自お

ず
か
ら
三
学
を
具
す
と
い
う
表
現
が
よ
り
適

切
で
あ
る
。

　

日
臨
の
三
学
論
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
元
政
の
三
学
分
修
の
思
想
を
措
い
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
に
、『
艸
山
集
』
載

録
の
「
艸
山
仏
殿
縦
三
丈
広
四
丈
土
階
艸
覆
其
制
甚
質
当ｲ

仏
誕
日ｱ

而
落
師
因
示ﾚ
衆
）
11
（

」
の
説
示
は
、
元
政
の
三
学
主
義
を
み
る
に
最
も
適
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切
で
あ
る
と
さ
れ
）
11
（

、
日
臨
に
対
し
て
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
窺
え
る
）
11
（

が
、
こ
こ
で
は
先
に
も
言
及
し
た
『
政
公
語
艸
』
の
説
示

を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

一
常
ニ
我
身
ヲ
仏
ト
思
フ
ヘ
シ
、
信
ヲ
発
ス
ヘ
（
一
丁
裏
）

シ
、
上
機
ナ
ラ
ハ
法
身
仏
、
中
機
ナ
ラ
ハ
報
身

仏
、
下
根
ナ
ラ
ハ
応
身
仏
ノ
三
十
二
相
、
即
吾

身
ニ
具
ス
ル
コ
ト
ヲ
観
ス
ヘ
シ
、
殊
ニ
坐
禅
ノ

時
ニ
観
ス
ヘ
シ
、

一
吾
ヲ
仏
ト
ダ
ニ
真
実
ニ
思
ハ
ヽ
、
カ
リ
ニ
モ

卑
劣
ナ
ル
コ
ト
行
フ
マ
シ
キ
コ
ト
也
、
タ
ト
イ
心

ニ
志
念
ヲ
コ
ル
ト
モ
、
其
マ
ヽ
慚
愧
ヲ
生
シ
、

仏
ノ
身
ニ
如
此
ノ
コ
ト
有
ン
ヤ
ト
思
ヘ
、
是
即

円
教
ノ
慚
愧
ナ
リ
（
二
丁
表
）

　

日
臨
は
本
書
を
元
政
が
自
ら
に
対
し
て
要
請
し
た
教
え
と
し
て
重
く
受
け
止
め
て
い
た
。
二
つ
の
項
目
に
共
通
し
て
い
る
の
が
自
身
が

仏
で
あ
る
と
い
う
強
い
自
覚
を
ま
ず
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
仏
と
い
う
自
覚
を
持
っ
た
な
ら
ば
、
常
に
我
が
身

を
省
み
て
仏
と
し
て
の
振
る
舞
い
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

日
臨
に
信
の
当
処
に
成
仏
が
決
定
す
る
と
い
う
強
い
自
覚
が
あ
っ
た
こ
と
は
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
引

文
か
ら
も
現
に
題
目
受
持
者
を
仏
と
み
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
信
心
が
決
定
し
、
そ
の
自
覚
を
も
っ
た
な
ら
ば
、
自
然
と
仏
と
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し
て
の
振
る
舞
い
を
な
す
べ
く
戒
を
持
ち
三
学
を
具
す
こ
と
に
進
ん
で
行
く
、
信
を
起
点
と
し
た
行・

学
の
実
践
の
あ
り
よ
う
に
、
こ
の

よ
う
な
過
程
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
本
妙
日
臨
に
お
け
る
元
政
か
ら
の
影
響
を
、
受
戒
の
作
法
と
そ
の
精
神
に
視
点
を
置
き
、
筆
者
の
深
草
瑞

光
寺
に
お
け
る
研
究
調
査
の
成
果
を
も
踏
ま
え
な
が
ら
考
察
を
進
め
て
き
た
。
最
後
に
、
日
臨
自
身
の
自
誓
受
戒
の
意
義
に
つ
い
て
考
察

を
行
い
結
び
と
し
た
い
。

　

日
臨
は
元
政
の
行
儀
に
拠
り
本
門
自
誓
受
戒
の
作
法
を
整
え
、
本
門
大
戒
と
し
て
総
戒
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
、
そ
し
て
別
戒
の
本
門
十

重
禁
戒
を
受
戒
し
た
。
別
戒
の
受
持
が
認
め
ら
れ
る
の
は
原
則
と
し
て
、
滅
後
五
品
で
は
第
四・

第
五
、
六
即
で
は
分
真
即
位
、
信
力
堅

固
に
し
て
自
行
を
満
じ
化
他
に
出
づ
る
師
に
対
し
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
戒
を
自
ら
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
能
化
と

し
て
の
強
い
自
覚
と
、
俗
を
能
く
導
く
た
め
に
も
持
戒
に
よ
っ
て
威
儀
を
備
え
る
と
い
う
意
図
が
認
め
ら
れ
る
。

　

こ
れ
は
、
受
者
の
位
階
の
説
示
に
基
づ
い
た
通
途
の
解
釈
で
あ
る
。
で
は
、
日
臨
は
自
誓
受
戒
を
行
っ
て
初
め
て
持
戒
を
含
む
三
学
を

修
し
た
か
と
い
う
と
決
し
て
そ
う
で
は
な
か
ろ
う
。
在
家
者
に
対
し
て
ま
で
も
随
力
演
説
の
精
神
で
力
の
及
ぶ
ほ
ど
持
戒
に
心
が
け
る
こ

と
を
強
く
勧
め
、
自
ら
は
護
法
の
志
を
持
ち
、
宗
祖
の
跡
を
継
ぐ
た
め
身
命
を
宗
祖
に
捧
げ
）
11
（

、
自
ら
の
分
に
応
じ
て
三
学
を
修
し
て
い
た
。

そ
れ
は
仏
と
し
て
の
自
覚・

強
い
信
が
あ
る
故
に
、
仏
と
し
て
の
振
る
舞
い
が
自
然
と
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
仏
と
し
て
の
振
る

舞
い
が
、
内
に
は
自
行
と
し
て
の
三
学
分
修
に
、
外
に
は
誓
願
継
承
の
化
他
行
と
し
て
表
れ
出
る
の
で
あ
る
。
飯
高
退
檀
の
後
、
身
延
に

入
っ
て
間
も
な
く
立
て
た
と
さ
れ
て
い
る
『
自
警
』
に
は
、「
任
重ﾝ ク
シ
テ道

遠ﾝ シ

盍ﾝ ソﾚ
顧ﾝ ミｲ
本
願ﾝ ヲｱ

）
11
（

」
と
い
う
日
臨
の
自
覚

―
自
身
の
任
と
、
信
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か
ら
生
じ
た
行
学

―
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
こ
の
自
覚
が
さ
ら
に
高
ま
り
受
戒
作
法
に
進
む
、
そ
の
必
然
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
）
11
（

。

　

こ
こ
に
お
い
て
、
こ
の
任
を
全
う
す
る
た
め
に
も
、
自
ら
誓
っ
て
総
別
二
戒
を
受
持
す
る
作
法
に
出
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
受

戒
作
法
の
中
に
は
「
三
学
円
備ﾝ シ

）
11
（」
と
あ
る
。
こ
れ
は
さ
ら
に
慎
重
に
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、「
三
学
分
修
」
か
ら
「
三
学
円

備
」
に
、
或
い
は
階
梯
が
認
め
ら
れ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
う
し
て
、
力
を
尽
く
し
て
道
場
を
荘
厳
し
、
本
仏
釈
尊
、
本
化
上
行
、
文
殊
弥
勒
を
は
じ
め
、
十
方
応
化
無
量
諸
仏
、
本
化
迹
化
諸

大
菩
薩
以
下
、
一
切
の
諸
天
善
神
等
を
勧
請
し
て
受
戒
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
さ
ら
に
、
妙
法
五
字
の
総
戒
を
改
め
て
受
戒
す
る

意
味
を
考
え
た
い
。
総
戒
の
妙
法
五
字
は
名
字
即
位
に
お
い
て
す
で
に
受
戒
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
分
真
即
に
至
っ
て
許
さ
れ
る
持
戒
は
、

五
字
以
外
の
別
戒
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
改
め
て
五
字
を
総
戒
と
し
て
受
持
し
、
そ
の
上
に
重
ね
て
別
戒
を
受
け
る
と
い
う
作
法

を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

日
臨
に
お
い
て
も
、
元
政
に
お
い
て
も
、
別
戒
を
含
む
三
学
を
受
持
し
て
期
す
る
と
こ
ろ
は
「
令
法
久
住
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
釈
尊
の

勅
宣
に
起
ち
上
が
り
、
本
仏
釈
尊
の
大
願
業
の
担
い
手
と
し
て
寿
量
品
所
顕
の
大
法
妙
法
五
字
を
結
要
付
嘱
さ
れ
た
の
が
、
本
化
地
涌
菩

薩
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
け
る
別
戒
受
持・

三
学
具
備
の
目
的
は
、
あ
く
ま
で
法
を
し
て
久
し
く
住
せ
し
め
、
一
切
衆
生
を
救
済
す
る
、
そ

の
使
命
を
果
た
す
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
勧
請
諸
尊
の
御
前
に
お
い
て
自
ら
誓
い
、
本
化
上
行
菩
薩
を
伝
戒
師
と
し
て
こ
の

五
字
を
正
式
に
受
け
る
と
は
、
自
身
が
本
化
の
菩
薩
と
し
て
こ
の
大
任
を
継
承
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
、
法
界
に
向
か
っ
て
宣
言
す
る
こ

と
で
あ
り
、
本
仏
釈
尊
の
勅
命
を
受
け
た
末
法
の
導
師
の
一
人
と
し
て
正
式
に
一
切
に
認
め
ら
れ
た
者
と
い
う
、
自
己
の
正
統
性
が
示
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
儀
式
を
経
る
こ
と
で
、
地
涌
の
菩
薩
の
一
分
と
し
て
真
の
化
他
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

別
戒
受
持
は
こ
の
五
字
を
弘
通
し
て
い
く
上
で
の
助
行
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
五
字
を
こ
の
よ
う
な
作
法
に
よ
っ
て
受
け
る
こ
と
に
大
き
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な
意
義
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
信
力
堅
固
に
し
て
、
本
化
地
涌
の
自
覚
の
も
と
本
仏
釈
尊
の
願
業
を
継
承
し
て

化
他
に
出
で
ん
と
す
る
受
戒
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

な
お
、
本
稿
は
日
臨
に
お
け
る
受
戒
に
つ
い
て
主
眼
を
置
い
た
も
の
で
あ
り
、
元
政
及
び
慧
明
日
燈
の
受
戒
思
想
に
つ
い
て
は
、
さ
ら

に
別
稿
を
期
し
た
い
。
こ
の
よ
う
に
、
日
臨
ま
た
元
政
の
戒
観
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
て
い
く
こ
と
は
、
小
松
邦
彰
氏
が
日
蓮
教
学
史
上

「
戒
法・

戒
体・
戒
相
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
た
の
は
日
隆・

元
政・

日
臨
等
に
す
ぎ
な
か
っ
た
）
11
（

」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
蓮
教
学
史
上
に

お
け
る
戒
に
つ
い
て
考
え
る
上
に
お
い
て
も
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。
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【
表
】
本
妙
日
臨
に
み
る
元
政
の
影
響

述
作
年
時

書
　
名

本
　
文

引
用
元

出
　
典

①

文
化
十
二

年
正
月
五

日

朝
田
薩
庵
に

与
ふ
る
書

（
其
の
二
）

所
詮
学
は
根
源
を
究
む
べ
し
、
根
源
を
究
む
る
に
、
只
本

化
の
玉
章
と
す

「
与
浄
心
澄
公
書
」「
惟ﾝ タ

学ﾝ ハ

也
者

要ﾝ スｳ

直ﾝ ニ

窮ﾝ ン
コ
ト
ヲ

ｲ

乎
根
源ﾝ ヲｱ

矣
」
五
六
二

頁

一
五
二
頁

）
（11
（

②

（
文
化
十

二
年
）
正

月
五
日

川
越
屋
外
二

氏
に
与
ふ
る

書

中
々
人
を
教
ゆ
る
や
う
な
る
身
に
て
は
な
く
候
へ
共
、
随

力
演
説
の
コ
ヽ
ロ
ニ
テ
候
、
し
ら
ぬ
事
は
い
く
ら
も
あ
る

べ
し
、
知
た
る
事
は
お
し
へ
申
べ
し

「
避
雨
紀
譚
」
五
〇
九
頁

一
五
一
頁

③

文
化
十
三

年
二
月
三

日

本
師
日
啓
上

人
に
奉
る
書

頗も
し

有ｳ

自
行
未ﾝ シ
テ

ﾚ

満ﾝ セ

先ﾝ ニ
ス
ル

ｲ

化
他ﾝ ヲｱ

者ﾝ ハ

、
大
抵
他ﾝ ニ

無ﾝ シ
テ

ﾚ

益
亦
損ﾝ セ
ン
ノ
ミ

ﾚ
己ﾝ ヲ

、
是ﾝ ヲ

名ｲ

破
敗ﾝ ノ

菩
薩ﾝ トｱ

「
又
」
四
二
頁
、「
知
足
庵
日
勝
行

状
」
一
三
二
頁
、「
慈
忍
説
」
一
六

九
頁
等

二
〇
六
頁

④

（
文
化
十

三
年
）
七

月
十
四
日

金
井
道
場
よ

り
長
谷
信
徒

に
与
ふ
る
書

本
よ
り
昇
階
立
身
の
願
も
な
く
、
又
病
身
ニ
し
て
寺
の
や

く
も
つ
と
め
難
く
候
ニ
付
て
、
一
切
世
間
を
打
捨
、
元
政

上
人
の
風
儀
を
し
た
い
候
て
艸
山
ニ
隠
居
仕
候

二
〇
八
頁

（
其
一
）

又
法
門
の
事
ハ
私
ニ
お
い
て
ハ
異
風
な
る
事
少
し
も
こ
れ

な
く
、
尤
草
山
の
風
儀
を
学
び
候

二
〇
九
頁

⑤

文
政
元
年

十
一
月

本
尊
一
幅

文
政
元
年
冬
十
一
月
焚
香
加
慎
奉
持
書
写
焉
汲
霞
谷
派

『
醒
悟
園
叢

書
巻
一
』「
増

補
」
一
頁
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⑥

（
文
政
二

年
）

深
草
平
楽
庵

よ
り
長
谷
信

徒
に
与
ふ
る

書（
其
十
三
）

然
ハ
野
生
事
伯
州
不
契
ニ
付
、
関
東
へ
相
下
ル
積
り
ニ
て

候
処
、
菴
主
達
而
留
ら
れ
候
ニ
付
、
艸
山
瑞
光
寺
も
余
り

静
ニ
も
無
之
候
間
、
霞
谷
へ
庵
を
立
申
候
、
是
ハ
則
チ
元

政
上
人
之
閑
居
竹
葉
庵
ニ
て
候
、
先
か
り
ニ
再
興
致
し
候

二
二
二
頁

⑦

文
政
二
年

四
月
七
日

本
門
自
誓
受

戒
作
法
草
案

日
燈
師
之
勧
請
者
兼ｲ

備ﾝ ス

本
迹ﾝ ヲｱ

、
但ﾝ シ

三
大
秘
法
辨ﾝ ノ

中ﾝ ニ

不ﾝ ル
コ
ト
ハ

ﾚ

挙ｲ

文
殊
弥
勒ﾝ ヲｱ

者
、
随ﾝ テｲ

本
門
戒
之
正
意ﾝ ニｱ

且
略ｲ

其
名ｱ

歟
、

或ﾝ ハ

又
有ｲ

別
意ｱ

歟
、
開
山ﾝ ノ

本
門
大
戒
牒
亦
如ﾚ

是
、（
中
略
）

此
本
尊ﾝ ハ

兼ｲ

得
上ﾝ ノ

本
迹
二
門ﾝ ヲｱ

者
、
一
証
者
十
方
応
化
無
量ﾝ ノ

諸
仏
也
、
一
伴ﾝ ハ

者
本
化
迹
化
諸
大
菩
薩
也
、
開
山
之
勧
請

亦
応ﾚ
如ﾚ

是
、
開
山
之
自
筆ﾝ ハ

未ﾚ

拝
定ﾝ テ

有ﾚ

之
歟

一
一
九
頁

問
第
五
燈
師
之
本
尊
有ﾝ ル
ハ

ｳ

一
証
伴
及
推ﾝ ス
ル
コ
ト

ｲ

開
山
之
意ﾝ ヲｱ

因ﾝ テﾚ

何ﾝ ニ

言ﾝ フ
ヤ

ﾚ

之
、
答
両
師
者
瀉
瓶
之
師
弟
也
、
故
源
流
互ﾝ ニ

推ﾝ ス

、
開
山ﾝ ノ

本
門
大
戒ﾝ ニ

云
、
勧
請
十
方
応
化ﾝ ノ

無
量
諸
仏
本
化
迹
化
諸
大

菩
薩
唯
願
降
臨
道
場ﾝ ト

文
、
予
初
疑ﾝ テ

謂ﾝ ラ
ク於ﾝ テｲ

此
一
大
事
本
門
戒

作
法ﾝ ニｱ

勧
請ﾝ ノ

之
相
疎
略ﾝ ナ
ル
ハ
者
何ﾝ ゾ
ヤ
乎
、
盍ﾝ ソｳ

別ﾝ ニ

請ﾝ セｲ

久
成
尊ﾝ ヲｱ

乎
、

一
二
一
頁

後ﾝ ニ

拝ﾝ シ
テ

ｲ

燈
師
之
勧
請ﾝ ヲｱ

得ﾝ タ
リ

ｲ
其
意ﾝ ヲｱ
、
先
於ﾝ テｲ

道
場ﾝ ニｱ

懸ﾝ ケｲ

本
尊ﾝ ヲｱ

而ﾝ シ
テ

後
請ﾝ ス
ル

ｲ

一
証
伴ﾝ ヲｱ

者ﾝ ナ
ラ
ン

也
、
故
予
互
推ﾝ スﾚ

之ﾝ ヲ

就ﾚ

中
艸
山ﾝ ノ

勧
請ﾝ ハ

兼ｲ

本
迹ｱ

最
為ﾝ スｲ
綿
密ﾝ トｱ
、
故
今
憑ﾚ

之

一
二
二
頁
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疑
曰
、
若
爾ﾝ ハ

自
誓
是ﾝ レ

正
意ﾝ ナ
リ
、
艸
山
何ﾝ ソ

立ﾝ ルｲ

伝
戒ﾝ ヲｱ

乎
、
答
所

謂
伝
戒
転
伝
戒
之
義
歟
、
由ﾝ ル
カ

ｲ

自
不ﾝ ル
ニ

ﾅ

知ﾚ

方ﾝ ヲ

故ﾝ ニ

託ﾝ シ
テ

ｲ

先
受
之

師ﾝ ニｱ

受ﾚ

之
、
是
即
末
代
先ﾝ ト
ス
ル
カ

ｲ

易
行ﾝ ヲｱ

故
、
況
復
有ﾝ ル
ヲ
ヤ

ｲ

結
縁
戒

之
人ｱ

哉
、
若ﾝ ハ

伝
戒
若ﾝ ハ

自
受
共ﾝ ニ

請ﾝ スｲ

生
身
釈
尊ﾝ ヲｱ

云
云

一
二
三
頁

次
正
受
戒

（
中
略
）
我
今
於ﾝ テｲ

三
宝ﾝ ノ

所ミ
モ
トﾝ 　
ニ

ｱ

求ﾝ メｲ

受ﾝ ク

妙
法
本
円
本
地
仏
戒ﾝ ヲｱ

、

如ﾚ

此
大
戒ﾝ ハ

者
久
遠
如
来ﾝ ノ

之
所ｲ

護
持ﾝ シ
下
フ

ｱ

、
本
化
菩
薩
之
所ﾝ ナ
リ

ｲ

伝
来ﾝ シ
下
フ

ｱ

、
具ﾝ シｲ

一
切ﾝ ノ

戒ﾝ ヲｱ

摂ﾝ スｲ

一
切ﾝ ノ

善ﾝ ヲｱ

、
所
謂
人
天
五
戒
十
善

小
乗
二
百
五
十
戒
、
菩
薩ﾝ ノ

三
聚
浄
戒
十
重
禁
四
十
八
軽
、

及
迹
門
大
戒
三
如
来
衣
坐
室
戒
身
口
意
誓
四
安
楽
行
戒
等

尽ﾝ ク

在ﾝ リｲ
其
中ﾝ ニｱ

矣
、
経ﾝ ニ

云ﾝ ク

此
経ﾝ ハ

是
十
方
諸
仏ﾝ ノ

眼
目
、
因ｲ

由ﾝ テ

是

法ｱ

自
然ﾝ ニ

成ｲ
就ﾝ ス

五
分
法
身ﾝ ノ

戒
定
慧
解
脱
解
脱
知
見ﾝ ヲｱ

、
諸
仏

如
来ﾝ ハ

従ﾝ リｲ

此
法ｱ
生ﾝ ス

、
又
云ﾝ ク

此
経
難ﾚ

持	

若
暫ﾝ ク
モ
持ﾝ ツ

者ﾝ ハ

我
則
歓

喜ﾝ ス

諸
仏ﾝ モ

亦
然ﾝ リ

是
名ｸ
持ﾚ

戒
行ｲ

頭
陀ｱ

者ｶ	

則
為ﾝ レ

疾ﾝ ク

得ﾝ ル
ナ
リ
ト

ｲ

無

上
仏
道ｱ

、
如
来
誠
諦
之
語
深ﾝ ク

信ｲ

受ﾝ シ
上
ル

之ﾝ ヲｱ

、
我
弟
子
今
受ｲ

得ﾝ シ
ヌ
大
戒ﾝ ヲｱ

、
自ﾚ

今
已
往
尽
未
来
際
設ﾝ ヒ

堕ﾝ テｲ

地
獄ﾝ ニｱ

受ﾝ ク
モ

ｱ

無
量

苦ﾝ ヲｱ

、
終ﾝ ニ

不ﾚ

毀ｲ

謗
諸
仏ﾝ ノ

正
法ﾝ ヲｱ
、
能ﾝ ク

受ｲ

持ﾝ セ
ン

之ﾝ ヲｱ

元
政
『
本
門
大
戒
』

「
戒
相

夫
本
地
難
思
大
戒
者
、
久
遠
如
来

之
所
護
持
、
本
化
菩
薩
之
初
伝
来

也
、
具
一
切
戒
、
摂
一
切
善
、
所

謂
人
天
五
戒
十
善
、
小
乗
二
百
五

十
戒
、
菩
薩
三
聚
浄
戒
、
十
重
禁
、

四
十
八
軽
戒
、
及
迹
門
大
戒
、
三

如
来
衣
座
室
戒
、
身
口
意
誓
四
安

楽
行
戒
等
、
尽
在
其
中
矣
、
経
云
、

此
経
是
十
方
諸
仏
眼
目
、
因
由
是

法
、
自
然
成
就
五
分
法
身
、
戒
、

定
、
慧
、
解
脱
、
解
脱
知
見
、
諸

仏
如
来
、
従
此
法
生
、
又
云
、
此

経
難
持
、
若
暫
持
者
、
我
則
歓
喜
、

諸
仏
亦
然
、
是
名
持
戒
、
行
頭
陀

者
、
則
為
疾
得
無
上
仏
道
」

一
二
九
頁
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次
略
法
誓
受

（
中
略
）
第
一
不
殺
生
戒　

不
作
一
切
事
理
殺
生
、
久
遠

如
来
之
所
護
持
本
化
菩
薩
之
所
伝
来
、
我
今
自
誓
受
得
、

従
今
身
至
仏
身
於
其
中
間
不
得
毀
犯
能
受
持
之
、
三
宝
慈

悲
護
念
、
三
説

元
政
『
本
門
大
戒
』

「
第
一
不
殺
生
戒
、
不
作
一
切
事

理
殺
生
、
久
遠
如
来
之
所
護
持
、

本
化
菩
薩
之
所
伝
来
、
我
今
授
汝
、

従
今
身
至
仏
身
能
持
否
、　

能
持
」

一
三
〇
頁

⑧

文
政
二
年

九
月

艸
山
高
祖
讃　

一
軸

右
高
祖
讃
艸
山
元
政
上
人
之
撰
末
流
杜
多
本
妙
応
于
中
善

優
婆
索
迦
之
需
愼
敬
書
焉
時
文
政
己
卯
九
月
也

二
八
一
頁

⑨

文
政
三
年

四
月
八
日

醒
悟
園
記

時
々
読ｲ

受
戒
作
法
艸
山
要
文
等ﾝ ヲｱ

、
清
浄
心
常ﾝ ニ

一ﾝ ナ
ラ
ン
、
請ﾝ フ

勤ﾝ メ
ヨ

ﾚ

之

巻
頭
図
版

⑩

文
政
三
年

六
月
二
日

某
尊
者
に
上

る
書

但
艸
山
の
風
を
慕
ひ
候
故
、
東
之
方
に
は
人
多
く
知
り
不

申
候
故
か
、
京
都
大
阪
に
て
は
、
艸
山
を
存
居
候
故
、
珍

し
く
思
ふ
人
も
無
之
候
、
然
ら
ば
艸
山
に
居
る
べ
き
に
候

へ
共
、
此
節
之
艸
山
の
風
、
野
生
の
心
に
は
叶
不
申
候
故
、

延
山
へ
帰
候
、
且
艸
山
開
祖
の
立
意
は
、
宗
門
の
表
を
ば

諸
山
之
官
僧
に
任
て
、
艸
山
之
一
派
は
宗
門
の
内
法
を
相

続
す
る
意
に
て
候
、
是
を
表
具
の
表
荘
厳
と
う
ら
打
と
に

譬
ら
れ
て
候
（
中
略
）
然
れ
は
真
隠
を
好
む
者
は
艸
山
の

風
に
よ
ろ
し
く
、
下
種
結
縁
を
好
む
も
の
は
諸
山
の
風
に

B2481

開
祖
法
語
（
第
五
世
日
充

筆
）・B2482

政
公
語
艸
（
離
幻
筆
）

一
丁
裏
「
一
今
世
説
法
人
ナ
ク
、

仏
法
弘
マ
ラ
ス
ハ
、
吾
不
肖
ナ
リ

ト
モ
、
世
ニ
出
テ
ヽ
随
力
ノ
化
導

ス
ヘ
シ
、
亦
化
導
多
キ
世
ニ
ハ
、

随
分
自
行
ヲ
ツ
ト
メ
テ
、
宗
旨
ノ

ウ
ラ
ウ
チ
ヲ
セ
ヨ
」

一
八
五
～
六

頁
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よ
ろ
し
く
、
或
は
祈
祷
、
或
は
義
学
、
文
学
、
読
誦
、
塔

寺
之
建
立
等
、
其
好
む
と
こ
ろ
に
随
つ
て
施
せ
ば
、
衆
生

各
其
好
む
所
よ
り
入
来
候
故
、
多
人
集
て
一
事
を
成
ず
る

な
れ
ば
、
化
導
易
か
る
べ
く
候
歟

又
艸
山
な
そ
は
実
に
昔
の
影
も
な
き
事
に
候
へ
共
、
何
と

な
く
今
に
他
山
よ
り
は
信
ず
る
人
も
あ
る
体
に
候
、
公
家

武
家
等
も
か
ろ
し
め
少
な
き
様
子
に
て
候
、
又
要
敬
日
幹

師
も
右
近
の
将
監
殿
に
て
、
諸
本
山
に
は
律
院
あ
る
が
宗

門
に
は
あ
り
や
と
問
は
れ
た
る
時
、
延
山
に
清
閑
坊
あ
り

こ
れ
律
院
な
り
と
答
え
ら
れ
て
其
座
も
よ
ろ
し
か
り
け
る

間
、
こ
れ
も
宗
門
の
道
具
な
り
と
茗
話
の
中
に
て
見
あ
た

り
候
、
其
清
閑
坊
は
同
広
日
中
師
の
開
基
に
て
候
、
師
は

艸
山
元
政
師
の
親
友
に
て
候
、
今
に
鉄
鉢
錫
杖
に
て
山
中

托
鉢
の
像
か
の
坊
に
有
之
候

一
八
六
頁

又
野
生
事
を
人
々
二
乗
根
性
の
様
に
申
候
、
こ
れ
は
尤
の

事
に
候
、
は
じ
め
申
如
く
艸
山
は
宗
門
の
内
法
事
観
の
妙

処
を
つ
が
ん
が
た
め
に
、
世
縁
を
さ
け
て
ひ
ま
を
得
ん
が

為
に
、
自
行
を
専
ら
面
に
し
て
化
他
は
随
力
演
説
の
分
と

云
は
れ
候
跡
を
学
び
候
間
、
表
に
は
其
相
を
あ
ら
わ
し
候

へ
ど
も
、
底
意
は
護
法
の
心
盛
ん
に
て
候

「
与
浄
心
澄
公
書
」
五
六
三
頁

「
避
雨
紀
譚
」
五
〇
九
頁

一
八
七
頁
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⑪

正
月
五
日

最
誠
兄
に
贈

る
書（
其
三
）
修
学
は
道
行
の
余
に
て
候
へ
ば
、
一
文
一
芸
を
空
中
の
小

蚋
と
見
下
し
て
、
然
も
法
門
無
尽
誓
願
知
の
願
を
御
忘
れ

な
き
こ
と
希
ふ
所
に
候
、
政
公
の
云
く
、
仰
観ｲ

仏
境
界ｱ

、

清
静
両
無ﾚ

比
、
常
照
而
寂
然
、
非ﾚ

観
亦
非ﾚ

止
、
或
示ｲ

諸
仏
相ｱ

、
或
現ｲ

如
来
使ｱ

、
吾
要ﾚ

得ｲ

此
道ｱ

、
此
志
入ｲ

骨
髄ｱ

、
一
生
離ｲ

風
（
マ
マ
）塵ｱ

、
直
至ｲ

無
上
士
（
マ
マ
）

ｱ

と
、
非
観
非

止
と
は
詩
に
声
々
呼
醒
己
心
仏
、
箇
々
分
明
勝ｲ

止
観ｱ

の

心
な
り
、
深
く
行
し
て
其
妙
を
得
る
こ
と
、
無
量
劫
の
一

遇
な
る
べ
く
候

「
十
楽
詩
」
四
五
三
頁

一
九
五
～
六

頁

十
二
因
縁
の
初
目
、
如
何
か
着
眼
し
、
如
何
か
観
破
被
遊

候
や
、
三
観
三
千
の
行
門
は
、
順
逆
二
事
の
中
に
向
て
練

磨
す
る
こ
と
に
候
、
故
に
古
人
も
豪
傑ﾝ ノ

丈
夫ﾝ ハ

具ﾝ シ
テ

ｲ

一
切ﾝ ノ

無
明

煩
悩ﾝ ヲｱ

、
偏ﾝ ク

向ｲ
冰
凌
剣
鋒ﾝ ノ

上ｱ

行ﾝ ク

、
非ﾝ レ
ハ

ｲ

冰
凌
剣
鋒ﾝ ニｱ

不ﾝ ル
カ

ｲ

能ｸ

鋳ｲ

無
明
煩
悩ﾝ ヲｱ
成ﾝ コ
ト

ｷ
菩
提
般
若ﾝ トｶ

故
也
と
云
れ
候
、
艸
山
も

即
身
成
仏
万
法
是
師
と
仰
せ
ら
れ
候
、
兎
角
世
事
一
切
順

逆
の
中
に
て
、
智
剣
を
み
が
き
候
こ
と
肝
要
に
候

「
自
讃　

慧
明
請
」
五
七
一
頁

一
九
六
頁

⑫

不
明

最
誠
兄
に
贈

る
書（
其
五
）
観
即
色
心
ト
ハ　

総
勘
文
鈔
十
四
ノ

三
十
四
無
想
ノ
極
理
ト
ハ
○
心
蓮

台
也
マ
テ
ノ
意
也
、
観
即
心
色
ト
ハ
、
同
抄
四
十

三
左
然
以
金
剛

不
壊
○
本
有
常
住
也
本
覚
ノ
如
来
マ
テ
ノ
意
也

此
法
門
一
大
事
也
能
々
研
覈
可
然
候

「
示
行
首
」
五
七
五
頁

一
九
八
頁
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⑬

不
明

忍
艸
雑
記・

受
不
受
論

謗
家ﾝ ノ

施ﾝ ス

可ﾝ キﾚ

受
歟
否
歟
、
古
先
決ﾝ シ
テ

ﾚ

之
曰
、
呵
責
謗
法
之
日
、

何
受ｲ

一
塵ﾝ ヲｱ

、
矧
可ﾝ ン
ヤ

ﾚ

与ﾝ フ

乎
、
方
便
引
接
之
時
、
尚
可ﾚ

与
、

矧
不ﾚ

受
乎
、
是
則
風
流
之
美
談
也
矣

「
慈
説
一
」
五
四
三
頁
取
意

一
八
頁

⑭

不
明

教
観
譬
林・

声
字
実
相

艸
山
序ｲ

妙
経ｱ

曰
夫
一
心
之
妙
散
（
マ
マ
）ﾝ 　
シ
テ而
為ﾝ リｲ

語
言ﾝ トｱ

結ﾝ シ
テ而
為ﾝ ルｲ

文
字ﾝ トｱ

、
語
言
及
文
字ﾝ ハ

秖ﾝ タ

是ﾝ レ

一
心
之
妙
焉ﾝ ノ
ミ

耳
矣

「
妙
法
蓮
華
経
新
註
叙
」
五
七
〇

～
一
頁

二
四
頁

⑮

不
明

教
観
譬
林・

感
応
道
交

深ﾝ ク

信ﾝ ジｲ

自
身
是
仏
之
妙ﾝ ヲｱ

、
念
々
曽ﾝ テ

無ﾝ ケ
レ
ハ

ﾚ

間
則
感
応
道
交ﾝ シ

、
諸

仏
為ﾝ シｲ

加
持ﾝ ヲｱ

見ﾝ ンｲ

本
来ﾝ ノ

面
目ﾝ ヲｱ

「
十
楽
詩
」
四
五
三
頁

二
四
頁

⑯

不
明

教
観
譬
林・

即
身
成
仏

古
人
観ﾝ ズ

レ
バ

ｲ

水
輪ﾝ ヲｱ

徧
身
化ﾝ シ
テ室

中
水
湛
然
焉
、
白
骨
観ﾝ ノ

之
人
凝ﾝ ラ
シ
テ

ﾚ
念ﾝ ヲ

縁ﾝ ズ
レ
バ

ｲ

白
骨ﾝ ヲｱ

久
々
骨
放ﾝ ツﾚ

光ﾝ ヲ

也
、
信ﾝ ズ
レ
バ

ｲ

自
身
是
仏ﾝ ヲｱ

漸ﾝ ク

入ﾝ ルｲ

於

佳
境ﾝ ニｱ
、
浅
深
是
異ﾝ ナ
リ
其
揆
可ﾝ シﾚ

例ﾝ ス

、
嗚
呼
骨
光
融
身
尚ﾝ ホ

難ﾝ イ

矣

哉

「
十
楽
詩
」
四
五
三
頁

二
六
頁

⑰

不
明

教
観
雑
篇　

二
七

艸
山
自ﾝ ラ

言ﾝ ク

非ﾝ ス
ト

ｲ
穿
鑿
之
力ﾝ ニｱ

（
艸
山
集
）、
又
曰ﾝ ク

以ｲ

一
段
（
マ
マ
）ﾝ 　
ノ工

夫ﾝ ヲｱ

得ﾝ ル
ト

ﾚ

之ﾝ ヲ

（
霞
谷
法
言
）、
則ﾝ チ

知ﾝ ル

是ﾝ レ

因ﾝ テｲ

修
観ﾝ ニｱ

而
得ﾝ ル
ナ
リ

ﾚ

之
矣
、

然ﾝ ル
ニ
是ﾝ レ

一
家ﾝ ノ

大
関
、
不ﾝ ン
バ

ﾚ
合ｲ

祖
文ﾝ ニｱ

誰ﾝ カ

信ﾝ セ
ン

ﾚ

之ﾝ ヲ

、
今
欲ﾝ シ
テ

ﾚ

挙ﾝ ン
ト

ｲ

祖

文ﾝ ヲｱ

多ﾝ ク

非ｲ

一
二ﾝ ニｱ

、
且ﾝ ク

総
勘
文ﾝ ニ

云ﾝ ク

我
身
心
性
寂
光
極
楽ﾝ ト

、
即

是
即ﾝ ス
ル
ノ

ﾚ

色ﾝ ニ

心
也
、
説
順ﾝ スｲ

迹
門ﾝ ニｱ
、
又
云ﾝ ク

以ﾝ テｲ

妙
法
五
字ﾝ ヲｱ

造ﾝ ル
ト

ｲ

人
身ﾝ ノ

体ﾝ ヲｱ

也
、
是
即ﾝ ス
ル
ノ

ﾚ

心ﾝ ニ

色
也
、
説
順ﾝ スｲ
本
門ﾝ ニｱ

、
燈
師
以ﾝ テｲ

後

文ﾝ ヲｱ

釈ﾝ スｲ

即ﾝ ス
ル
ノ

ﾚ

心ﾝ ニ

色
之
句ﾝ ヲｱ

真ﾝ ニ

是ﾝ レ

伝
法ﾝ ノ

之
師
也
、
此
十
六
字
以ｳ

十
楽
詩ﾝ ニ

言ｲ

即
身
（
マ
マ
）作

仏
自
身
仏ｱ

解ﾚ

之
、
艸
山
古
来
為ｲ

口

決ｱ

、
其
義
可ﾚ

知

「
示
行
首
」
五
七
五
頁

B2481

開
祖
法
語
（
第
五
世
日
充

筆
）・B2482

政
公
語
艸
（
離
幻
筆
）

三
丁
表
「
観
即
色
心
是
為
理
観
観

即
色
心
色
是
為
事
観
、
此
十
六
字
、

吾
一
生
ノ
工
夫
、
始
得
之
」

草
山
集
四
五
二
～
三
頁

三
五
頁

⑱

不
明

事
観
自
問
端

（
七
七
）
問
云
何ﾝ ン
カ

観ﾝ シｲ

即ﾝ ス
ル
ノ

ﾚ

色ﾝ ニ

心ﾝ ヲｱ

、
云
何ﾝ ン
カ

観ﾝ ズ
ル

ｲ

即ﾝ ス
ル
ノ

ﾚ
心ﾝ ニ

色ﾝ ヲｱ

「
示
行
首
」
五
七
五
頁

六
頁
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⑲

不
明

眼
海
濤
波　

一
一

事
観
理
観
の
事
一
家
の
大
関
な
り
（
中
略
）
理
観
は
心
を

観
じ
事
観
は
色
を
観
ず
る
な
り
即
ち
無
作
三
身
を
観
ず
る

な
り
猶
能
観
は
両
家
倶
に
心
な
り
所
観
は
色
心
の
別
あ
る

な
り
色
心
不
二
は
勿
論
の
事
な
れ
ど
も
其
上
に
別
し
て
心

を
と
る
と
色
を
と
る
と
が
両
家
の
別
あ
る
所
な
り
是
が
能
々

合
点
ゆ
け
ば
天
地
遙
に
殊
な
る
事
も
分
明
な
る
事
な
り

「
示
行
首
」
五
七
五
頁
取
意

四
二
頁

⑳

不
明

眼
海
濤
波　

二
二

宗
門
緊
要
に
云
徹
上
徹
下
云
云
弘
決
五ﾝ ノ

中
十
三
云
問
此
三

千
為ﾝ ンｲ

初
心ﾝ ノ

観ﾝ ト
ヤ

ｱ

後
心
亦
観ﾝ ス
ル
ヤ

答
初
後
不
二
也

宗
門
緊
要
二
丁
表

四
四
頁

㉑

不
明
（
文

化
十
四
年

春
以
降
）

本
化
別
頭
教

観
撮
要

二
明ｲ

戒
法ｱ

乃
有ﾚ

二
、
一
総
戒
、
二
別
戒
、
初ﾝ ニ

総
戒
者
、

夫
本
地
難
思ﾝ ノ

大
戒ﾝ ハ

者
、
久
遠
如
来
之
所ﾝ ロｲ

護
持ﾝ シ
玉
フ

ｱ

、
本
化
菩

薩
之
所ﾝ ロｲ
伝
来ﾝ 玉
フ

ｱ

也
、
具ﾝ シｲ

一
切ﾝ ノ

戒ﾝ ヲｱ

摂ﾝ スｲ

一
切ﾝ ノ

善ﾝ ヲｱ

、
所ﾚ

謂
人

天ﾝ ノ

五
戒
十
善
、
小
乗ﾝ ノ

二
百
五
十
戒
、
菩
薩ﾝ ノ

三
聚
浄
戒
十
重

禁
四
十
八
軽
戒
、
及
迹
門ﾝ ノ

大
戒
三
如
来
衣
座
室
戒
、
身
口

意
誓ﾝ ノ

四
安
楽
行
戒
等
尽ﾝ ク

在ｲ

其
中ｱ

矣
、
経
云
此
経ﾝ ハ

是ﾝ レ

十
方ﾝ ノ

諸
仏ﾝ ノ

眼
目ﾝ ナ
リ

、
因ｲ

由ﾝ テ

是ﾝ ノ

経ﾝ ニｱ
自
然ﾝ ニ

成ｲ

就ﾝ ス

五
分
法
身ﾝ ノ

戒
定
慧
解

脱
解
脱
知
見ﾝ ヲｱ

、
諸
仏
如
来
従ｲ
此
法ｱ

生ﾝ ス

、
又
云
此
経ﾝ ハ

難ﾝ シﾚ

持ﾝ チ

若ﾝ シ

暫ﾝ ク
モ
持
者ﾝ ハ

、
我
即ﾝ チ

歓
喜ﾝ ス

諸
仏ﾝ モ

亦
然
、
是ﾝ ヲ

名ﾝ クｸ

持ﾚ

戒
行ｲ

頭

陀ｱ

者ﾝ トｶ

、
則
為コ
レ

疾ﾝ ク

得ﾝ タ
ル
ナ
リ

ｲ

無
上
仏
道ｱ
已
上
経
文

元
政
『
本
門
大
戒
』「
戒
相
」（
⑦

参
照
）

九
四
～
五
頁
）
（1（
（
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艸
山
云
観ﾝ スｲ

即ﾝ ス
ル

ﾚ

色ﾝ ニ

心ﾝ ヲｱ

為ｲ

之ﾝ ヲ

理
観ﾝ トｱ

、
観ﾝ スｲ

即ﾝ ス
ル

ﾚ

色
（
マ
マ
）ﾝ 　
ニ
色ﾝ ヲｱ

為ﾝ ス
ト

ｲ

之ﾝ ヲ

事
観ﾝ トｱ

已
上
、
解ﾝ シ
テ

曰
上
之
八
字ﾝ ハ

色ﾝ ヲ

為ﾝ シｲ

能
即ﾝ トｱ

心ﾝ ヲ

為ﾝ スｲ

所

即ﾝ トｱ

、
下ﾝ ノ

之
八
字ﾝ ハ

心ﾝ ヲ

為ﾝ シｲ

能
即ﾝ トｱ

色ﾝ ヲ

為ﾝ スｲ

所
即ﾝ トｱ

、
初ﾝ ノ

色ﾝ ハ

因
縁
所

生ﾝ ノ

仮
名
、
後ﾝ ノ

色ﾝ ハ

遠
離
法
然ﾝ ノ

之
相ﾝ ナ
リ
、
是ﾝ レ

誠ﾝ ニ

玄
中ﾝ ノ

玄
秘
中ﾝ ノ

秘ﾝ ナ
リ
、

雖ﾚ

爾
尚ﾝ ヲ

深
秘ﾝ ノ

宗
印
矣
、
重ﾝ テ

相
承ﾝ ノ

故
歟
、
不ﾚ

可ｲ

言ﾝ ノ

及ﾝ フｱ

故

歟

「
示
行
首
」
五
七
五
頁

一
〇
八
頁

艸
山
政
公
曰
、
夫ﾝ レ

七
字
之
中
、
牢ｲ

籠ﾝ シ

法
界ﾝ ヲｱ

、
斡ｲ

旋ﾝ シ

天

地ﾝ ヲｱ

、
包ｲ

括ﾝ シ

六
度ﾝ ヲｱ

収ｲ

摂ﾝ ス

万
行ﾝ ヲｱ

、
不ﾝ シ
テ

ﾚ

蕩ﾝ セｲ

妄
情ﾝ ヲｱ

、
妙ﾝ ニ

復ﾝ スｲ

性
本ﾝ ニｱ

、
不ﾝ シ
テ

ﾚ

移ﾝ サｲ

一
歩ﾝ ヲｱ

直ﾝ ニ

至ﾝ ルｲ

宝
渚ﾝ ニｱ

、
昭
々ﾝ タ
リ
焉
赫
々ﾝ タ
リ
焉
、

雖ﾚ
然
菩
薩ﾝ ノ

法
眼ﾝ ハ

猶ﾝ ヲ

如ﾝ シﾚ

隔ﾝ ツ
ル
ガ

ﾚ

縠ﾝ ヲ

、
二
乗ﾝ ノ

眇
目ﾝ ハ

如ﾝ クﾚ

盲ﾝ ノ

如ﾝ シﾚ

瞽ﾝ ノ

、

唯ﾝ タ

仏ﾝ ト

与ﾚ
仏
乃ﾝ シ

能ﾝ ク

見ﾝ ル

、
知ﾝ ル

者ﾝ ハ

則ﾝ チ

謂ﾝ ク

、
高
也
広
也
大
也
円
也
実

也ﾝ ト

、
不ﾝ ルﾚ
知ﾝ ラ

者ﾝ ハ

則ﾝ チ

謂ﾝ ク

、
卑
也
隘
也
小
也
偏
也
虚
也ﾝ ト

、
嗚
呼
高

尚ﾝ ナ
ル

者ﾝ ニ
ハ

高
尚ﾝ ニ
シ

、
卑
劣ﾝ ナ
ル

者ﾝ ニ
ハ

卑
劣ﾝ ニ
ス
ト
ハ

斯ﾝ ノ

之
謂ﾝ ヒ

歟
已
上

「
遊
鷹
峰
記
」
八
五
～
六
頁

一
一
〇
～
一

頁

㉒

不
明

礼
誦
回
向
文

「
勧
請
」

南
無
平
等
大
慧
一
乗
妙
法
蓮
華
経　

南
無
久
遠
実
成
釈
迦

牟
尼
佛　

南
無
證
明
法
華
多
宝
世
尊　

南
無
尽
法
華
経
中

及
十
方
応
化
無
量
諸
佛　

本
化
迹
化
諸
大
菩
薩　

梵
釈
日

月
五
番
善
神　

天
照
太
神　

正
八
幡
宮　

七
面
大
明
神
等　

此
土
上
界
護
正
法
者　

龍
樹
天
台
伝
教
等　

瞻
浮
伝
燈
諸

大
開
士　

末
法
大
唱
導　

本
化
上
行
高
祖
日
蓮
大
菩
薩　

六

聖
十
八
尊
九
師　

日
朝
上
人　

日
遠
上
人　

日
政
上
人
等　

担
荷
妙
宗
歴
代
弘
範
（
一
礼
）

一
三
九
頁
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㉓

不
明

草
山
御
歌　

一
軸

何
故
に　

く
だ
き
し
骨
の
名
残
ぞ
と　

思
え
ば
袖
に　

玉

ぞ
散
り
け
る

『
身
延
行
記
』
中
之
巻
七
〇
頁

（
日
宗
本
）

巻
頭
図
版・

二
八
一
頁

㉔

不
明

艸
山
高
祖
讃　

一
軸

霊
山
別
付
独
済
濁
末
／
踏
遍
険
危
欲
死
復
活
／
塵
尾
雨
灑

唄
音
雲
遏
／
諸
天
龍
神
聴
法
蹙
渇
／
如
何
讃
如
何
讃
南
無

／
本
化
上
行
菩
薩
／
高
祖
讃　

艸
山
玅
子
題
）
（10
（

「
高
祖
讃
」
五
七
二
頁

二
八
一
頁

㉕

不
明

草
山
詩　

一

面

心
寛
遺
地
遍
云
々

「
示
侍
童
八
偈　

四
」
三
四
八
頁

二
八
一
頁

㉖

不
明

題
目
和
談
抄　

三
巻
）
（10
（

二
九
四
頁

㉗

不
明

草
山
要
文　

一
巻

二
九
四
頁

㉘

不
明

息
心
銘

二
九
四
頁

※
述
作
年
時
が
不
明
な
も
の
が
多
い
が
、
年
時
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
そ
の
年
月
日
を
、
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
年
代
が
推
測
で
き
る
も
の
は

括
弧
で
、
ま
た
判
明
し
な
い
も
の
は
不
明
と
記
し
た
。「
書
名
」
は
、『
臨
全
』
所
収
の
記
載
に
従
い
、
日
臨
に
お
い
て
元
政
の
影
響
が
み
ら
れ

る
箇
所
を
「
本
文
」
に
挙
げ
、
特
に
そ
の
典
拠
が
判
明
す
る
場
合
、
そ
の
文
献
と
引
用
箇
所
を
「
引
用
元
」
に
示
し
た
。
草
山
集
の
頁
数
は
平

楽
寺
編
集
局
編
『
艸
山
集
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
三
〇
年
）
に
拠
っ
て
い
る
。
頁
数
の
み
の
記
載
は
同
書
を
指
す
。「
出
典
」
は
『
臨
全
』
の

頁
数
或
い
は
掲
載
箇
所
を
示
し
て
い
る
。

※
本
表
は
本
稿
考
察
の
上
で
作
成
し
た
が
、
今
後
さ
ら
に
補
い
充
実
さ
せ
て
い
き
た
い
。

　

こ
の
他
、
回
向
文
（『
臨
全
』
一
四
〇
～
一
四
四
頁
）
に
は
、「
編
者
云
、
醒
悟
園
叢
書
ニ
或
ハ
他
作
カ
ト
註
シ
テ
収
載
シ
タ
レ
ド
モ
全

ク
草
山
上
人
ノ
作
ニ
シ
テ
、
其
遺
帳
現
存
ス
ト
ハ
稲
田
海
素
氏
ノ
説
也
」（『
臨
全
』
一
四
〇
頁
）
と
あ
る
。
こ
の
回
向
文
は
恐
ら
く
「
遺
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物
現
在
目
録
」
述
作
の
部
に
挙
げ
ら
れ
る
「
回
向
引
導
文
集
」
一
巻
（『
臨
全
』
二
九
三
頁
、
初
出
は
明
治
四
十
三
年
刊
の
『
醒
悟
園
叢

書
』
第
一
巻
）
に
あ
た
る
も
の
と
思
わ
れ
、
日
臨
自
筆
本
が
当
時
醒
悟
園
に
現
存
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
稲
田
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
回
向
文
は
い
ず
れ
も
元
政
筆
の
『
過
現
帳
』
に
記
載
が
あ
り
、
同
書
は
瑞
光
寺
に
現
存
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
臨

は
平
楽
庵
在
住
の
折
に
、
瑞
光
寺
に
伝
わ
っ
て
い
た
過
現
帳
か
ら
か
か
る
回
向
文
を
書
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
右
回
向
文
に
続
け
て
収
載
さ
れ
る
引
導
文
並
註
も
、
目
録
記
載
の
「
回
向
引
導
文
集
」
に
含
ま
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
音

馬
氏
は
「
本
文
草
山
上
人
作
也
ト
ノ
稲
田
海
素
氏
説
ア
リ
、
草
山
十
二
世
台
巖
律
師
筆
写
中
ニ
本
妙
日
臨
和
尚
導
諭
文
ト
題
シ
テ
同
文
ア

リ
」（『
臨
全
』
一
四
四
頁
）
と
記
し
て
い
る
。
本
引
導
文
に
つ
い
て
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
日
臨
と
元
政
両
者
の
関
係
が
窺
え
る
資
料
と

い
え
よ
う
。

注（
１
）	

望
月
歓
厚
『
日
蓮
宗
学
説
史
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
八
年
）
四
六
八
、
四
八
三
、
四
八
九
頁
等
。
日
蓮
宗
事
典
刊
行
委
員
会
編
『
日
蓮
宗

事
典
』（
日
蓮
宗
宗
務
院
、
一
九
八
一
年
）「
本
化
律
」
七
〇
七
頁
等
。

（
２
）	

望
月
歓
厚
『
日
蓮
宗
学
説
史
』、
茂
田
井
教
亨
「
日
蓮
教
学
体
系
へ
の
動
向
」（
宮
崎
英
修
編
『
近
世
法
華
仏
教
の
展
開
』
平
楽
寺
書
店
、
一

九
七
八
年
）
等
参
照
。

（
３
）	

望
月
歓
厚
『
日
蓮
宗
学
説
史
』
八
四
九
頁
、
日
蓮
宗
事
典
刊
行
委
員
会
編
『
日
蓮
宗
事
典
』
六
四
二
頁
等
。

（
４
）	

小
野
文
珖
「「
本
門
自
誓
受
戒
」
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
二
八
巻
第
一
号
、
一
九
七
九
年
）。

（
５
）	

小
野
文
珖
「
醒
悟
園
の
思
想
と
信
仰
―
近
世
日
蓮
宗
教
学
の
研
究
よ
り
―
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
三
七
巻
第
一
号
、
一
九
八
八
年
）。

（
６
）	

特
に
日
臨
の
戒
観
に
つ
い
て
触
れ
た
佐
藤
英
煌
「
日
臨
の
戒
律
観
」（『
日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』
第
二
八
号
、
二
〇
〇
一
年
）
は
こ
の
よ
う

な
立
場
か
ら
本
書
を
考
察
の
対
象
か
ら
外
し
て
い
る
。
こ
の
他
、
望
月
歓
厚
『
日
蓮
宗
学
説
史
』「
本
妙
日
臨
の
宗
学
」
に
て
日
臨
の
戒
体・

戒

法
に
つ
い
て
論
じ
た
箇
所
に
お
い
て
も
、
本
書
は
若
干
言
及
が
み
れ
る
程
度
で
あ
り
、
執
行
海
秀
『
日
蓮
宗
教
学
史
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
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九
年
）
に
て
も
同
様
で
あ
る
。

（
７
）	

音
馬
実
蔵
編
『
本
妙
日
臨
律
師
全
集
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
四
二
年
）
一
二
二
頁
。

（
８
）	
右
同
。

（
９
）	「
醒
悟
園
記
」『
臨
全
』
巻
頭
。

（
10
）	『
本
門
自
誓
受
戒
作
法
草
案
』『
臨
全
』
一
一
九
、
一
二
一
頁
。『
臨
全
』
所
収
の
本
『
草
案
』
は
、
大
正
四
年
発
行
の
本
妙
律
師
追
慕
會
編

『
醒
悟
園
叢
書
巻
二
著
作
集
』
を
収
載
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
『
醒
悟
園
叢
書
』
に
お
い
て
「
日
慧
」
の
記
載
に
な
っ
て
い
る
（
一
六

八
、
一
七
〇
頁
）。

（
11
）	

小
野
文
珖
「
醒
悟
園
の
思
想
と
信
仰
―
近
世
日
蓮
宗
教
学
の
研
究
よ
り
―
」
二
二
四
頁
。

（
12
）	

拙
稿
「
草
山
教
学
の
継
承

―
本
妙
日
臨
に
お
け
る
元
政
と
慧
明

―
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
六
八
巻
第
二
号
、
二
〇
二
〇
年
）
参

照
。

（
13
）	『
本
門
自
誓
受
戒
作
法
草
案
』『
臨
全
』
一
二
一
頁
。

（
14
）	

日
臨
に
お
け
る
元
政
と
慧
明
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
草
山
教
学
の
継
承

―
本
妙
日
臨
に
お
け
る
元
政
と
慧
明

―
」
を
参
照

さ
れ
た
い
。

（
15
）	

最
誠
「
為ｲ

本
妙
律
師ｱ

修ｲ

法
会ｱ

願
文
」『
臨
全
』
二
三
二
頁
。

（
16
）	

右
同
。

（
17
）	「
金
井
道
場
よ
り
長
谷
信
徒
に
与
ふ
る
書
（
其
一
）」『
臨
全
』
二
〇
八
頁
。

（
18
）	

右
同
二
〇
九
頁
。

（
19
）	

望
月
歓
厚
『
日
蓮
宗
学
説
史
』
四
八
六
頁
。
ま
た
、
浅
井
要
麟
氏
は
「
元
政
上
人
」
に
お
い
て
、
こ
の
日
臨
の
一
文
と
同
書
状
の
文
を
借
り
、

も
っ
て
元
政
の
宗
学
の
態
度
の
核
心
と
し
て
い
る
（『
艸
山
拾
遺
』
上
巻
、
本
満
寺
、
一
九
七
八
年
、
一
〇
頁
、
初
出
は
一
九
一
七
年
）。

（
20
）	

平
成
九
年
度
よ
り
国
文
学
研
究
資
料
館
に
よ
る
悉
皆
調
査
が
瑞
光
寺
に
お
い
て
行
わ
れ
、
蔵
書
の
全
容
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
（
た

だ
し
「
瑞
光
寺
文
書
」
や
版
木
等
一
部
の
資
料
を
除
く
）。
収
蔵
状
況
や
資
料
に
つ
い
て
は
、
村
木
敬
子
「（
研
究
報
告
）
瑞
光
寺
所
蔵
古
典
籍

資
料
調
査
に
つ
い
て　

附　

同
寺
所
蔵
『
亡
羊
子
東
遊
記
』

―
紹
介
と
翻
刻

―
」（『
調
査
研
究
報
告
』
第
三
三
号
、
国
文
学
研
究
資
料
館
、

二
〇
一
三
年
）
を
参
照
。
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（
21
）	『
教
観
雑
篇
』
二
七
、『
臨
全
』
三
五
頁
。
た
だ
し
、『
臨
全
』
に
み
ら
れ
る
「
霞
谷
法
言
」
の
書
名
の
注
記
が
、
日
臨
に
よ
る
も
の
か
、
編
者

に
よ
る
も
の
か
は
不
明
。

（
22
）	『
艸
山
集
』
五
六
三
頁
。

（
23
）	『
艸
山
集
』
五
六
二
頁
。

（
24
）	「
朝
田
薩
庵
に
与
ふ
る
書
（
其
三
）」『
臨
全
』
一
五
七
頁
参
照
。

（
25
）	

本
文
中
に
お
い
て
も
表
の
⑰
『
教
観
雑
篇
』
に
、
こ
の
『
政
公
語
艸
』
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
触
れ
た
が
、
こ
の
箇
所
は
日
臨
が

非
常
に
重
視
し
諸
処
に
引
用・

言
及
が
み
ら
れ
る
「
草
山
十
六
字
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
草
山
の
立
意
、
自
行
化
他・

随
力
演
説
の
精
神
と
も
合
わ
せ
て
本
書
か
ら
の
影
響
の
大
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
草
山
の
十
六
字
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
草
山
教
学
の

継
承

―
本
妙
日
臨
に
お
け
る
元
政
と
慧
明

―
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
26
）	『
本
門
自
誓
受
戒
作
法
草
案
』『
臨
全
』
一
一
八
頁
。

（
27
）	

右
同
一
一
九
頁
。

（
28
）	

右
同
一
二
〇
頁
。

（
29
）	「
鳴
滝
日
英
上
人
伝
」『
本
化
別
頭
仏
祖
統
紀
』（
本
満
寺
、
一
九
七
三
年
）
四
六
九
頁
に
よ
る
。

（
30
）	「
朝
田
薩
庵
に
与
ふ
る
書
（
其
三
）」『
臨
全
』
一
五
五
頁
。

（
31
）	「
朝
田
薩
庵
に
与
ふ
る
書
（
其
六
）」『
臨
全
』
一
六
四
頁
。

（
32
）	「
朝
田
薩
庵
に
与
ふ
る
書
（
其
十
六
）」『
臨
全
』
一
八
一
頁
。

（
33
）	「
深
草
平
楽
庵
よ
り
長
谷
信
徒
に
与
ふ
る
書
（
其
十
三
）」『
臨
全
』
二
二
二
頁
。

（
34
）	「
慧
明
」
の
印
を
有
し
た
日
燈
の
受
戒
本
尊
は
、
池
上
本
門
寺
に
も
所
蔵
さ
れ
る
。
池
上
本
門
寺
霊
宝
殿
編
『
深
草
元
政
聖
人
と
池
上
』（
池

上
本
門
寺
霊
宝
殿
、
二
〇
一
七
年
）
五
二
頁
参
照
。
法
量
は
三
四・
六
×
一
六・

四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
（
同
書
七
九
頁
）。

（
35
）	『
本
門
自
誓
受
戒
作
法
草
案
』『
臨
全
』
一
二
〇
頁
。

（
36
）	

拙
稿
「
草
山
教
学
の
継
承

―
本
妙
日
臨
に
お
け
る
元
政
と
慧
明

―
」
を
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
37
）	『
本
門
自
誓
受
戒
作
法
草
案
』『
臨
全
』
一
二
六
～
一
二
七
頁
。

（
38
）	

草
山
の
『
本
門
大
戒
』
は
、
廣
上
塔
貫
『
草
山
元
政
和
尚
の
戒
律
』（
大
慈
林
サ
ン
ガ
、
一
九
八
四
年
）
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
（
五
五
～
五
七
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頁
）。
た
だ
、
廣
上
氏
は
「
安
永
六
丁
酉
年
十
月
十
三
日
、
謹
写
の
瑞
光
寺
秘
蔵
の
写
本
に
依
り
て
公
表
す
る
」（
同
書
五
五
頁
）
と
記
す
よ
う

に
元
政
自
筆
本
に
拠
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
元
政
自
筆
本
と
は
若
干
の
字
句
の
異
な
り
が
み
ら
れ
る
。

（
39
）	
注
（
20
）
参
照
。

（
40
）	
管
見
の
限
り
で
は
、
瑞
光
寺
に
は
天
明
九
年
（
一
七
八
九
）
二
月
朔
日
付
の
「
本
門
授
仏
大
戒
牒
」（
瑞
光
寺
文
書
46
）
が
あ
る
。
法
量
は
縦

二
九・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
四
四・

三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
よ
り
簡
略
化
は
さ
れ
て
い
る
が
、
総
戒・

別
戒
の
後
に
、「
久
遠
実
成
釈
迦
牟

尼
仏
／
本
化
別
頭
上
行
菩
薩
／
日
域
高
祖
日
蓮
大
士
／
伝
戒
師　

日
政
和
尚
」
と
続
き
、
さ
ら
に
「
第
五
転
嗣
法
日
真
」
と
記
さ
れ
、
最
後
に

「
伝
授　
　

是
忍
日
慈
法子
」
と
あ
る
。
な
お
、
慧
明
日
燈
の
筆
と
み
ら
れ
る
『
授
仏
戒
受
者
名
禄
』（
分
類
番
号B2678

）
等
も
瑞
光
寺
に
は
存
し

て
お
り
、
慧
明
の
戒
観
等
を
含
め
、
今
後
さ
ら
に
考
察
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

（
41
）	『
本
門
自
誓
受
戒
作
法
草
案
』『
臨
全
』
一
一
八
頁
。

（
42
）	

右
同
一
二
〇
頁
。

（
43
）	

右
同
一
一
八
頁
。

（
44
）	

右
同
一
二
一
頁
。

（
45
）	

右
同
一
二
二
頁
。

（
46
）	

本
受
戒
本
尊
は
、
室
住
一
妙
師
が
所
蔵
し
て
い
た
本
妙
日
臨
関
係
の
写
真
資
料
の
一
つ
で
あ
る
。
所
在
地
、
法
量
等
詳
細
は
不
明
。
日
臨
の

自
署
花
押
捺
印
等
を
欠
く
が
首
題
の
筆
致
等
か
ら
も
日
臨
の
図
顕
に
よ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、
脇
書
か
ら
文
政
二
年
四
月
八
日
の
図
顕
で
あ
る

こ
と
が
窺
え
る
。
日
臨
は
、『
本
門
自
誓
受
戒
作
法
草
案
』
を
同
年
四
月
七
日
に
草
し
弟
子
の
行
全
に
授
与
し
て
い
る
（
同
『
草
案
』『
臨
全
』

一
三
三
頁
）。
ま
た
、
島
智
良
師
に
よ
れ
ば
、
同
日
の
撰
述
で
黄
耆
に
与
え
ら
れ
た
草
本
が
清
兮
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（『
臨
全
』
一
三
〇
頁
）。

日
臨
の
自
誓
受
戒
は
こ
れ
ま
で
こ
の
草
案
及
び
受
戒
本
尊
が
顕
さ
れ
た
前
年
の
文
化
十
五
年
四
月
八
日
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
最
誠
が
日

臨
の
七
七
日
忌
に
際
し
て
諷
誦
し
た
「
於ｲ

波
木
井
醒
悟
園ｱ

為ｲ
本
妙
和
尚ｱ

修ｲ

法
会ｱ

願
文
」
に
「
而
文
化
十
五
年
仏
誕
日
。
於ｲ

摂
州
能
勢
金

井
山
中ｱ

自
誓
受
戒
。」（『
臨
全
』
二
三
三
頁
）
と
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
記
述
を
信
ず
る
な
ら
ば
、
日
臨
は
自
ら
自
誓
受
戒
を
修

し
た
一
年
後
に
、
弟
子
等
の
た
め
に
作
法
を
ま
と
め
、
さ
ら
に
受
戒
本
尊
を
も
図
顕
し
た
こ
と
と
な
ろ
う
。
な
お
、
自
誓
受
戒
日
時
を
四
月
八

日
夜
半
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
本
門
自
誓
受
戒
作
法
草
案
』『
臨
全
』
一
二
四
頁
参
照
。

（
47
）	「
某
尊
者
に
上
る
書
」『
臨
全
』
一
八
五
頁
。
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（
48
）	

右
同
一
八
六
頁
。

（
49
）	『
本
門
自
誓
受
戒
作
法
草
案
』『
臨
全
』
一
二
六
頁
。

（
50
）	
右
同
一
二
五
頁
。

（
51
）	
日
臨
の
『
本
門
自
誓
受
戒
作
法
草
案
』
の
後
半
、
実
際
の
受
戒
作
法
に
つ
い
て
記
し
た
「
先
、
道
場
に
入
り
、
運
想
す
べ
し
」
以
降
の
部
分

と
、『
本
門
大
戒
』
の
分
量
を
単
純
に
比
較
し
た
だ
け
で
も
、
四
倍
近
く
に
達
し
て
い
る
。

（
52
）	「
朝
田
薩
庵
に
与
ふ
る
書
（
其
三
）」『
臨
全
』
一
五
七
頁
参
照
。

（
53
）	『
昭
定
』
一
四
八
八
頁
。

（
54
）	『
昭
定
』
二
六
五
〇
頁
。

（
55
）	『
本
化
別
頭
教
観
撮
要
』『
臨
全
』
九
五
頁
。

（
56
）	「
自
ら
誓
っ
て
六
重
の
法
を
受
く
べ
し
。
六
重
の
法
を
受
け
已
っ
て
、
次
に
当
に
勉
め
て
無
礙
の
梵
行
を
修
し
、
広
済
の
心
を
発
し
八
重
の
法

を
受
く
べ
し
。」（
法
華
経
普
及
会
編
『
真
訓
両
読
妙
法
蓮
華
経
並
開
結
』
平
楽
寺
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
初
版
は
一
九
二
四
年
、
六
四
八
頁
）

の
「
六
重
」「
八
重
」
を
挙
げ
る
。

（
57
）	『
本
化
別
頭
教
観
撮
要
』『
臨
全
』
九
六
頁
。

（
58
）	

右
同
九
五
頁
。

（
59
）	

右
同
九
五
～
九
六
頁
。
な
お
、
こ
の
間
の
説
示
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
英
煌
「
日
臨
の
戒
律
観
」
に
お
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

（
60
）	『
本
門
十
重
禁
戒
の
事
』『
臨
全
』
一
一
五
頁
。

（
61
）	

右
同
一
一
六
頁
。

（
62
）	

右
同
一
一
七
頁
。

（
63
）	「
朝
田
薩
庵
に
与
ふ
る
書
（
其
九
）」『
臨
全
』
一
七
〇
頁
。

（
64
）	『
忍
艸
雑
記
』「
当
家
折
伏
」『
臨
全
』
二
〇
頁
。

（
65
）	『
臨
全
』
一
三
〇
頁
。

（
66
）	『
臨
全
』
八
八
頁
。

（
67
）	

日
臨
は
「
古
賢
曰
」
と
し
て
、「
分
別
品ﾝ ノ

五
品ﾝ ハ

正ﾝ ク

為ﾝ メ
ナ
リ

ｲ

末
法ﾝ ノｱ

、
然ﾝ ニ

初
二
三
品ﾝ ハ

制ｲ
止ﾝ シ

持
戒ﾝ ヲｱ

、
四
五
品ﾝ ハ

令ﾚ

修ｲ

三
学ｱ

、
四
信
五
品ﾝ ハ

章ﾝ ハ

依ﾝ ルｲ

此ﾝ ノ

義ﾝ ニｱ

、
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出
界
章
云
、
文
句ﾝ ノ

九ﾝ ニ
ハ
二
三
品ﾝ ノ

行
者ﾝ ノ

持
戒ﾝ ヲ
ハ
之ﾝ ヲ

制
止ﾝ ス

、
経
文
分
明
也ﾝ ト
已上
、
此
亦
同
轍
也
」（『
本
化
別
頭
教
観
撮
要
』『
臨
全
』
九
八
頁
）
と
述
べ
て
い

る
。

（
68
）	『
本
化
別
頭
教
観
撮
要
』『
臨
全
』
九
八
頁
。

（
69
）	
執
行
海
秀
『
日
蓮
宗
教
学
史
』
二
二
五
頁
参
照
。

（
70
）	『
如
来
秘
蔵
録
』
二
五
丁
表
（
日
蓮
宗
全
書
本
『
艸
山
拾
遺
』
上
巻
、
本
満
寺
、
一
九
七
八
年
、
一
七
一
頁
）、『
艸
山
集
』
五
一
四
～
五
一
五

頁
。

（
71
）	『
如
来
秘
蔵
録
』
一
丁
裏
～
二
丁
表
（『
艸
山
拾
遺
』
上
巻
一
五
九
～
一
六
〇
頁
）、『
艸
山
集
』
五
一
一
頁
。

（
72
）	『
艸
山
拾
遺
』
所
収
の
『
如
来
秘
蔵
録
』
は
文
政
十
二
年
五
月
の
刊
記
を
も
つ
が
、
本
書
の
奥
書
に
「
吾
山
祖
政
師
臨
滅
之
時
属
慧
明
小
師
曰

如
来
秘
蔵
録
及
草
山
要
路
此
汝
等
大
師
縦
我
住
世
以
何
加
焉
撰
者
自
称
若
斯
於
戯
這
書
也
」（『
如
来
秘
蔵
録
』
二
七
丁
裏
、『
艸
山
拾
遺
』
上

巻
、
一
七
二
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
73
）	『
艸
山
集
』
一
二
頁
。

（
74
）	

こ
の
他
、
特
に
「
送
南
紀
澄
上
人
歌
并
序
」『
艸
山
集
』
二
〇
五
頁
を
往
見
さ
れ
た
い
。
南
紀
澄
上
人
に
対
し
て
は
同
内
容
の
教
示
が
多
く
見

ら
れ
る
（『
艸
山
集
』
四
二
、
四
五
～
四
七
頁
等
）。

（
75
）	『
本
化
別
頭
教
観
撮
要
』『
臨
全
』
九
九
頁
。

（
76
）	『
四
信
五
品
鈔
』『
昭
定
』
一
二
九
七
頁
参
照
。
同
様
の
解
釈
が
本
文
中
に
引
用
し
た
『
草
山
要
路
』「
止
静
第
八
」（『
艸
山
集
』
一
二
頁
）
に

も
み
ら
れ
る
。

（
77
）	『
本
化
別
頭
教
観
撮
要
』『
臨
全
』
九
八
～
九
九
頁
、
原
漢
文
。
そ
の
文
証
と
し
て
、『
富
木
入
道
殿
御
返
事
（
禀
権
出
界
抄
）』
の
「
随
喜ﾝ ニ

有ﾝ リﾚ

二
。
利
根
の
行
者
持
戒
を
兼ﾝ ネ

た
り
。
鈍
根
は
持
戒
誓ｲ

止ﾝ ス

之ﾝ ヲｱ
。」（『
昭
定
』
一
五
九
〇
～
一
五
九
一
頁
）
を
挙
げ
る
（
同
九
九
頁
）。

（
78
）	『
本
化
別
頭
教
観
撮
要
』『
臨
全
』
九
九
頁
。

（
79
）	『
昭
定
』
二
六
六
二
頁
。

（
80
）	「
慈
忍
説
」『
艸
山
集
』
一
六
八
頁
。

（
81
）	

元
政
が
「
衆
生
機
有
れ
ば
、
直
に
仏
道
を
説
く
。
衆
生
機
無
れ
ば
、
則
ち
俗
に
遇
ふ
て
は
俗
を
説
き
、
雅
に
遇
て
は
雅
を
説
き
、
僊
に
遇
て

は
僊
を
説
き
、
儒
に
遇
て
は
儒
を
説
く
。
楽
欲
の
鈎
り
を
以
て
、
牽
て
終
に
仏
道
に
入
ら
し
む
。」（
原
漢
文
、「
慈
忍
説
」『
艸
山
集
』
一
六
八
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頁
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
教
示
が
如
何
な
る
対
告
に
対
し
て
な
さ
れ
た
も
の
か
、
注
意
を
要
す
る
。

（
82
）	

第
三
品
に
つ
い
て
は
、
与
奪
両
義
が
あ
り
一
様
で
は
な
い
。『
本
化
別
頭
教
観
撮
要
』
に
お
い
て
も
「
初
二
三
品ﾝ ハ

属ﾝ スｲ

弟
子ﾝ ニｱ

〈
且ﾝ ク

拠ｲ

／
一

途ｱ
〉」「
三
品ﾝ ハ

道
俗ﾝ ノ

中ﾝ ノ

秀
逸
也
、
一
分
有ﾝ ル
ハ

ｲ

化
他ｱ

或ﾝ ハ

属ﾝ スﾚ

師ﾝ ニ

」（
と
も
に
『
臨
全
』
九
八
頁
）
と
異
な
る
位
置
づ
け
が
み
ら
れ
、「
朝
田
薩
庵
に
与

ふ
る
書
（
其
八
）」
で
は
、「
五
品
は
第
一
第
二
は
自
行
の
分
ざ
い
な
り
、
後
の
三
は
自
行
化
他
を
具
す
」（『
臨
全
』
一
六
七
頁
）
と
あ
る
。
な

お
、
四
信
五
品
に
つ
い
て
は
、
本
書
状
に
も
詳
説
さ
れ
て
お
り
参
照
さ
れ
た
い
。

（
83
）	「
文ﾝ ニ

云
今
経
受
職
有ｲ

二
人ｱ

、
曰
道
、
曰
俗
、
道
又
二
、
曰
信
行
、
曰
解
了
、
信
行
又
二
、
曰
始
信
、
曰
終
信
、
解
了
又
二
、
曰
上
品
之
師
、

曰
下
品
師
、
次
俗
例ﾚ
道
可ﾚ

知
也
、
然ﾝ ニ

修
学
解
了ﾝ ノ

比
丘ﾝ ハ

共ﾝ ニ

是ﾝ レ

作
法
受
職ﾝ ナ
リ
、
若ﾝ シ

信
行ﾝ ノ

比
丘ﾝ ハ

一
分ﾝ ノ

作
法
受
職ﾝ ナ
リ
、
俗ﾝ ハ

唯
是
信
得
受
職
也
云
云
已
上
略
引
、
此ﾝ ノ

書

正ﾝ ニ

依ﾝ ルｲ

法
師
品ﾝ ニｱ

、
按ﾝ ス
ル
ニ

ﾚ
経ﾝ ヲ

上
下
二
師
之
外ﾝ ハ

唯ﾝ タ

禀
道ﾝ ノ

弟
子
也
、
以ﾝ テﾚ

彼ﾝ ヲ

推ﾝ ス
ニ

ﾚ

此ﾝ ヲ

信
行
比
丘
已
下ﾝ ハ

皆
弟
子ﾝ ノ

位
也
、
故ﾝ ニ

例ﾝ スｳ

分
別
品ﾝ ノ

第
五
十
人ﾝ ノ

無ﾝ キ
ニ

ｲ

師
徳ｱ

、

且ﾝ ツ

夫ﾝ レ

本
迹
流
通
在
滅ﾝ ノ

師
弟
其
相
大ﾝ ニ

同ﾝ シ

（
中
略
）
故
合ﾝ シ
テ

ｲ

五
品ﾝ ヲｱ

釈ﾝ ス
ル
ニ

ﾚ

之
、
所
謂
五
品
之
中
四
五
品ﾝ ハ

師ﾝ ノ

上
下
、
初
二
三
品ﾝ ハ

属ﾝ スｲ

弟
子ﾝ ニｱ

〈
且ﾝ ク

拠ｲ

／
一

途ｱ

〉」『
本
化
別
頭
教
観
撮
要
』『
臨
全
』
九
八
頁
。

（
84
）	「
朝
田
薩
庵
に
与
ふ
る
書
（
其
二
）」『
臨
全
』
一
五
二
頁
。

（
85
）	「
朝
田
薩
庵
に
与
ふ
る
書
（
其
三
）」『
臨
全
』
一
五
九
頁
。

（
86
）	「
朝
田
薩
庵
に
与
ふ
る
書
（
其
九
）」『
臨
全
』
一
六
九
頁
。

（
87
）	「
最
誠
兄
に
贈
る
書
（
其
十
）」『
臨
全
』
二
〇
四
頁
、「
本
師
日
啓
上
人
に
奉
る
書
」『
臨
全
』
二
〇
七
頁
等
。「
信
心
四
科
」
に
つ
い
て
は
、

高
田
恵
忍
「
信
心
銘
」（『
棲
神
』
第
一
五
号
、
一
九
二
九
年
）
参
照
。

（
88
）	「
朝
田
薩
庵
に
与
ふ
る
書
（
其
五
）」『
臨
全
』
一
六
二
頁
。

（
89
）	

望
月
歓
厚
『
日
蓮
宗
学
説
史
』
本
妙
日
臨
の
宗
学
に
お
け
る
「
信
と
智
と
の
関
係
」「
正
行
と
助
行
」（
八
六
一
～
八
六
五
頁
）
参
照
。
望
月

氏
は
「
草
山
の
三
学
分
修
の
系
統
に
属
す
る
よ
り
見
て
、
既
に
そ
の
信
が
絶
待
の
行
に
あ
ら
ず
し
て
、
信
行
を
立
つ
る
に
智
と
相
待
し
て
之
を

論
ず
る
の
意
あ
る
や
明
ら
か
な
り
」（
同
書
八
六
一
頁
）
と
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
本
論
文
で
も
引
用
し
た
諸
文
を
も
っ
て
論
証
し
、
さ
ら
に

日
臨
の
説
示
に
矛
盾
を
み
て
い
る
が
、
そ
の
解
釈
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
90
）	「
眼
海
濤
波
」
九
『
臨
全
』
四
一
頁
参
照
。

（
91
）	

望
月
歓
厚
『
日
蓮
宗
学
説
史
』
八
六
二
頁
。

（
92
）	『
艸
山
集
』
一
五
九
～
一
六
〇
頁
。
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（
93
）	

北
尾
日
大
「
解
説
」（
山
本
勇
夫
『
高
僧
名
著
全
集
』
第
十
四
巻
、
平
凡
社
、
一
九
三
一
年
）
二
七
七
頁
。

（
94
）	

本
稿
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
も
少
し
く
触
れ
た
が
、
文
政
三
年
四
月
八
日
仏
誕
日
に
当
た
っ
て
法
要
を
修
し
、「
醒
悟
園
記
」
に
記
し
た

「
艸
山
要
文
」（『
臨
全
』
巻
頭
）
に
は
、
こ
の
『
艸
山
集
』
の
説
示
が
念
頭
に
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
本
書
に
お
け
る
元
政
の
三
学

に
つ
い
て
の
解
釈
を
抄
録
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

	

　
　

	
夫
れ
戒
定
慧
、
三
と
雖
へ
ど
も
而
も
一
、
一
と
雖
へ
ど
も
而
も
三
、
戒
は
即
ち
定
慧
な
り
、
定
は
即
ち
慧
戒
な
り
、
慧
は
即
ち
戒
定
な
り
、

三
学
円
備
し
て
、
体
用
別
無
し
、
然
も
別
無
し
と
雖
へ
ど
も
、
互
に
体
用
と
為
る
。
是
を
以
て
之
を
教
る
、
之
を
如
来
と
謂
ふ
、
是
を
以

て
之
を
学
す
る
、
之
を
仏
子
と
謂
ふ
。（
中
略
）
我
等
が
比た
ぐ
ひの
如
き
、
縦
ひ
後
れ
て
出
づ
と
雖
へ
ど
も
、
既
に
仏
子
と
称
し
、
仏
の
衣
を
著

し
、
仏
の
食
を
飡
し
、
仏
の
居
に
住
す
、
独
り
其
の
訓
を
捨
て
て
、
之
に
依
ら
ざ
ら
ん
や
、
而
も
宿
福
尠
な
く
し
て
此
の
末
世
に
生
れ
た

り
、
八
万
の
戒
行
、
深
妙
の
禅
定
、
無
量
の
智
慧
、
全
備
せ
ず
と
雖
へ
ど
も
、
分
に
随
て
力
を
竭
さ
ば
、
則
ち
必
ず
任
運
に
自
利
利
人
、

法
皆
具
足
せ
ん
、
若
し
其
れ
然
ら
ず
ん
ば
、
仏
子
の
名
を
竊
み
、
仏
の
衣
を
竊
み
、
仏
の
食
を
竊
み
、
仏
の
居
を
竊
む
、
罪
焉
よ
り
大
な

る
は
莫
し
、
諸
仁
者
に
告
ぐ
、
毎
に
其
の
身
を
省
み
て
所
生
を
忝
む
る
こ
と
勿
れ
、
今
若
し
修
せ
ず
ん
ば
、
後
に
必
ず
憂
悔
せ
ん
。
夫
れ

此
の
草
堂
、
荘
厳
を
欠
く
と
雖
へ
ど
も
、
是
れ
我
が
三
学
の
道
場
な
り
、
是
を
以
て
荘
厳
せ
ば
何
ん
の
荘
厳
か
此
れ
に
加
へ
ん
や
、
五
住

の
糠
、
実
相
の
米
、
之
を
治
め
之
を
顕
し
、
各
自
旃
を
勉
め
よ
、
若
し
其
れ
此
の
如
く
な
ら
ば
、
人
々
皆
是
れ
唯
我
独
尊
、
今
日
出
世
の

如
来
に
愧
ぢ
ず
、
是
れ
此
の
草
堂
、
如
来
の
室
な
り
、
是
れ
此
の
草
座
、
如
来
の
座
な
り
、
慈
悲
の
心
、
法
界
の
性
、
従
本
以
来
人
々
具

足
す
、
若
し
能
く
之
を
知
ら
ば
如
来
の
使
と
為
り
、
如
来
の
事
を
行
ぜ
ん
も
、
亦
譲
ら
ざ
る
所
な
り
（
原
漢
文
、『
艸
山
集
』
一
六
〇
頁
）

	

　
『
艸
山
集
』
は
、
元
政
の
「
釈
氏
之
子
」（『
艸
山
集
』
冒
頭
「
草
山
集
題
辞
」
に
は
、「
草
山
は
地
の
名
、
集
は
結
集
の
意
、
尚
を
世
の
集
に

濫
せ
ん
こ
と
を
恐
れ
て
、
千
文
を
以
て
巻
に
配
す
。
客
驚
て
曰
く
、
仏
経
に
擬
す
る
か
。
曰
く
、
不
肖
も
亦
釈
氏
の
子
な
り
。」
と
記
さ
れ
て
い

る
）
た
る
深
い
自
覚
の
下
編
ま
れ
た
漢
詩
文
集
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
も
そ
の
認
識
が
強
く
表
れ
て
い
る
。
戒
定
慧
の
三
学
に
つ
い
て
学

ぶ
者
が
「
仏
子
」
で
あ
り
、
自
ら
の
如
き
者
も
こ
の
末
世
に
生
を
受
け
た
身
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
「
仏
子
」
と
称
し
、
仏
の
恩
分
に
与
っ
て

い
る
。
故
に
、
た
と
え
八
万
の
戒
行・

深
妙
の
禅
定・

無
量
の
智
慧
を
一
つ
も
欠
け
る
こ
と
な
く
備
え
る
こ
と
は
な
く
と
も
、
自
ら
の
分
に
応

じ
て
力
を
尽
く
せ
ば
、
必
ず
任
運
に
自
行・

化
他
共
に
益
を
得
、
こ
こ
に
お
い
て
如
来
の
使
と
し
て
如
来
の
事
を
行
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
三
学
を
分
に
修
す
と
い
う
「
三
学
分
修
」
に
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
自
行
化
他
の
精
神
及
び
随
力
演
説
の
こ
こ
ろ
が
密

接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
三
学
の
実
修
に
心
を
留
め
ぬ
者
は
大
罪
を
犯
す
こ
と
と
な
り
、
こ
こ
か
ら
、「
諸
々
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の
仁
者
に
告
ぐ
、
毎
に
そ
の
身
を
省
み
て
、
所
生
を
忝
む
る
こ
と
勿
れ
。
今
若
し
修
せ
ず
ん
ば
、
後
に
必
ず
憂
悔
せ
ん
」
と
い
う
、
厳
誡
が
示

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
元
政
は
こ
の
落
慶
し
た
草
堂
（
寂
音
堂
）
を
三
学
の
道
場
と
し
て
位
置
づ
け
、
重
ね
て
弟
子
等
に
対
し
て

随
力
の
実
修
を
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
95
）	「
川
越
屋
外
二
氏
に
与
ふ
る
書
」『
臨
全
』
一
四
九
頁
、「
朝
田
薩
庵
に
与
ふ
る
書
（
其
三
）」『
臨
全
』
一
五
五
頁
。

（
96
）	『
臨
全
』
一
三
八
頁
。
な
お
、「
任
重
而
道
遠
」
の
文
言
は
『
艸
山
集
』
に
も
見
え
る
（
三
八
頁
）。

（
97
）	『
臨
全
』
一
六
二
、
一
七
二
、
一
五
四
頁
参
照
。
文
化
十
三
年
頃
に
は
す
で
に
信
よ
り
出
づ
る
解
に
よ
っ
て
本
化
の
奥
室
を
見
る
に
至
っ
て
い

る
。

（
98
）	『
臨
全
』
一
三
二
頁
。

（
99
）	

小
松
邦
彰
「
本
門
戒
壇
に
つ
い
て
」（
宮
崎
英
修
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
日
蓮
教
団
の
諸
問
題
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九
八
三
年
）

七
一
頁
。

（
（11
）	

小
野
文
珖
「
本
妙
日
臨
律
師
の
研
究
」（『
大
崎
学
報
』
第
一
三
二
号
、
一
九
七
九
年
）
六
三
頁
参
照
。

（
（1（
）	

廣
上
塔
貫
『
草
山
元
政
和
尚
の
戒
律
』
五
七
頁
に
お
い
て
、
す
で
に
両
書
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
（10
）	

筆
者
所
蔵
の
写
真
に
よ
る
。

（
（10
）	

日
臨
の
『
題
目
和
談
抄
』
に
関
し
て
は
、
書
簡
中
に
「
母
方
へ
遣
し
候
題
目
和
談
抄
と
申
平
か
な
の
本
三
冊
」（『
臨
全
』
一
八
〇
頁
）
と
、

そ
の
名
が
み
ら
れ
る
の
み
で
現
存
せ
ず
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
分
か
ら
な
い
。『
臨
全
』
所
収
の
「
遺
物
現
在
目
録
」
に
も
、「
題
目
和
談
抄

（
政
公
ノ
著
ト
同
異
不
明
）」
と
あ
り
、
元
政
の
も
の
か
ど
う
か
は
判
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
島
智
良
「
醒
悟
園
開
祖
本
妙
律
師
小
伝
」
で
は
、

「
朝
暮
用
心
記
、
題
目
和
談
抄
は
、
律
師
が
父
母
の
為
に
当
時
撰
述
せ
る
も
の
」（『
臨
全
』
二
五
六
～
二
五
七
頁
）
と
す
る
が
、
両
書
に
は
、
出

さ
れ
た
目
的
が
母
の
た
め
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
記
述
が
平
仮
名
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
巻
数
が
三
巻
で
あ
る
と
い
う
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら

に
、
今
引
用
し
た
日
臨
の
書
簡
「
朝
田
薩
庵
に
与
ふ
る
書
（
其
十
六
）」
に
は
、
次
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

然
は
当
五
月
中
、
観
心
本
尊
抄
の
注
解
一
巻
し
た
ゝ
め
、
幷
に
母
方
へ
遣
し
候
題
目
和
談
抄
と
申
平
か
な
の
本
三
冊
、
其
外
貴
所
様
へ
達

し
候
書
翰
等
、
取
揃
差
出
し
候
ひ
し
か
、
相
と
ゞ
き
不
申
候
や
、
又
九
月
中
旬
（
中
略
）
父
母
方
へ
朝
暮
用
心
の
記
を
二
冊
し
た
ゝ
め
遣

し
、
又
貴
処
幷
に
諸
方
へ
の
書
翰
等
取
そ
ろ
へ
相
出
し
候
ひ
し
か
、
そ
れ
も
と
ゝ
き
不
申
候
や
（
中
略
）
本
尊
抄
の
注
解
、
幷
に
朝
暮
用

心
の
記
と
も
に
、
又
書
と
申
事
は
ひ
ま
入
り
事
に
候
間
（『
臨
全
』
一
八
〇
～
一
八
一
頁
）
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こ
こ
に
は
、「
観
心
本
尊
抄
の
注
解
」
と
「
朝
暮
用
心
の
記
」
に
の
み
「
し
た
た
め
」
と
あ
り
、
自
ら
書
き
記
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
こ
の
二
書
に
は
、
再
び
書
く
と
い
う
こ
と
は
時
間
が
か
か
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
と
注
意
が
促
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、『
題
目
和
談
抄
』

に
は
、
こ
れ
ら
二
書
に
み
ら
れ
る
記
述
が
な
い
。『
題
目
和
談
抄
』
は
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
版
が
流
布
本
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
臨

当
時
、
版
本
『
題
目
和
談
抄
』
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
日
臨
の
手
元
に
も
、
刊
行
さ
れ
た
元
政
の
『
題
目
和
談
抄
』

が
あ
っ
た
故
に
、『
題
目
和
談
抄
』
に
は
、
自
ら
認
め
た
記
載
も
、
ま
た
書
く
と
い
う
こ
と
は
時
間
が
か
か
る
と
の
記
述
の
中
に
も
、
そ
の
名
が

挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
日
臨
の
著
作
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
『
題
目
和
談
抄
』
は
、
日
臨
が
自
ら
書
写
し
た

も
の
で
は
な
く
、
元
政
の
『
題
目
和
談
抄
』
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
書
が
元
政
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
日
臨
の
元
政
に
対
す
る

影
響
の
強
さ
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
元
政
の
母
に
対
す
る
思
い
を
日
臨
も
抱
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
先
の
引
用
か
ら

も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
書
と
同
時
に
、
自
ら
著
わ
し
た
「
朝
暮
用
心
の
記
」
を
父
母
に
送
っ
て
お
り
、
元
政
に
通
じ
る
日
臨
の
両
親
に
対
す

る
孝
心
の
一
端
が
こ
こ
か
ら
窺
え
よ
う
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
日
蓮
、
法
華
経
の
行
者
、
即
身
成
仏
、
曼
荼
羅
、
三
学
、
持
戒
、
随
力
演
説
、
自
行
化
他
、
慧
明
日
燈

〈
付
記
〉
小
稿
作
成
に
あ
た
り
、
資
料
の
調
査
と
掲
載
を
許
可
し
て
頂
い
た
、
元
政
庵
瑞
光
寺
第
十
五
世
川
口
智
康
上
人
の
格
別
の
御
芳
情
に
甚
深

の
謝
意
を
表
し
ま
す
。
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